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厚生労働省発健第1023001号  

平成20年10月 23日  

厚生科学審議会会長 久 道 茂 鼓  

厚生労働大臣 舛 添  

諮  問  書  

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律（昭和32年法律第164  

号）第56条の2第1項の規定に基づく理容業、美容業＼クリーニング業、興行場営  
業、飲食店営業（すし店）の振興指針を別紙のとおり改正することについて、同法第  
58条第2項の規定に基づき、貴斜こ意見を求めます0  
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主  

厚科審第18号  
平成20年10月23日  

生活衛生適正化分科会分科会長   

井 原 哲 夫 殿  

厚生科学審議会会長  

久 恵  

理容業、・美容業、クリーニング業、興行場営業及び飲食店営業（すし店）の  
振興指針の改正について（付議）  

標記について、平成20年10月23日付厚生労働省発健第1023001号をもって厚生  
労働大臣より諮問があったので、厚生科学書議会運営規程第3条の規定に基づき、  
貴分科会において審議方陣いたい。  
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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律  

（昭和32年法律第164号）（抄）  

し振興指針二  軍56条の潮振興に必   
葦な串項に閲する指針（以下「振興指針」という丁．）を定めることができる‥  

2 振興指針には、次に掲げる事項について定めるものとする。   

－一 目標年度における衛生施設の水準、役務の内容又は商品の品質、経営内容  

その他の振興の目標及び役務又は商品の供給の見通しに関する事項   

二 施設の整備、技術の開発、経営管理の近代化、事業の共同化、役務又は商  

品の提供方法の改善、従事者の技能の改善向上、取引関係の改善その他の振  

興の目標の達成に必要な事項   

三 従業員の福祉の向上、環境の保全その他の振興に際し配慮すべき事項  

3 振興指針は、公衆衛生の向上及び増進を図り、あわせて利用者又は消費者の   

利益に資するものでなければならない。  

（振興計画の認定）  

第56条の3 組合又は小組合は、組合員たる営業者の営業の振興を図るために必   

要な事業（以下「振興事業」という。）に関する計画（以下「振興計画」という。）（小組   

合にあっては、当該小組合の行う共同施設に係るも申に限る。）を作成しこ当該振   

興計画が振興指針に適合し、かつ、政令で定める基準に該当するものとして適当   

である旨の厚生労働大臣の認定を受けることができる。  

2 振興計画t●こは、次に掲げる事項を記載しなければならない。   

－ 振興事業の目標   

二 振興事業の内容及び実施時期   

三 振興事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法  

3 前2項に規定するもののほか、振興計画の認定及びその取消しに関し必要な事   

項は、政令で定める。  

4 第1項の認定を受けた組合又は小組合は、毎事業年度経過後3箇月以内に、当   

該計画の実施状況について厚生労働大臣に報告しなければならない。  

5 第1項の規定による認定の申請及び前項の規定による報告は、都道府県知事   

を経由してするものとする。  
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（資金の確保）  

第56条の4 政府は、前条第1項の規定による認定を受けた振興計画（以下「認定   

計画」という。）に基づく振興事業の実施に必要な資金の確保又はその融通のあつ   

せんに努めるものとする。  

（減価償却の特例）  

第56条の5 第56条の3第1項の規定による認定を受けた組合又は小組合は、租   

税特別措置法（昭和32年法律第26号）で定めるところにより、当該認定計画に係   

る共同施設について特別償却をすることができる。  

ノ（審議会等1  

第58条 （略）  

2 厚生労働大臣は、第9条第1項、第55条若しくは第57条の12第1項の認可に   

関する処分、第9条第4項の基準の設定、第11条第1項（第56条及び前条におい   

て準用する場合を含む。）若しくは第57条第1項の規定による命令、第11条第1   

項若しくは第2項（三れらを第56条及び前条において準用する場合を含む。）の規   

定による認可の取消し、第56条の2第1項㈱こよる振興手旨針の設定又は第5   

6条の6第1項の規定による料金若しくは販売価格に係る勧告をしようとするときは、   

厚生科学審議会に諮問しなければならない。  

3 （略）  

4 （略）  
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振興指針及び振興計画のあらまし  

Ⅰ振興指針  

1 振興指針の設定目的   

生衛業の振興を計画的に推進して、公衆衛生の向上及び利用者の利   
益の増進に資することを目的として設定する。  

2 振興指針の性格  

（1）業界全体の振興を図るための指針。  

（2）生活衛生同業組合（以下「組合」という。）又は生活衛生同業組合小  
組合（以下「小組合」という。）が策定する振興計画の認定基準。  

3 設定権者   

厚生労働大臣が設定する。（法第56条の2第1項）  

4 設定業種の指定   

厚生労働大臣が生衛業のうち、業種を指定して設定する。（法第56条   
の2第1項）指定し設定した業種16種類   

クリーニング業、飲食店営業（すし店）、理容業、美容業、飲食店営業  
（めん類）、旅館業（ホテル営業一旅館営業及び簡易宿所営業）、食肉販   
売業、飲食店営業（一般飲食店、中華料理業、料理業及び社交業）及び   
喫茶店営業、食鳥肉販売業、興行場営業、浴場業、氷雪販売業  

5 振興指針の告示   

振興指針を設定した場合には、厚生労働大臣は告示を行う。  

Ⅱ 振興計画  

1 振興計画の策定目的   

組合等がその組合員たる営業者の営業の振興を計画的に推進するた   

め策定するものであり、振興指針の内容を具体化するもの。  
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2 策定者   

組合及び小組合  

3 振興計画の記載事項  

（1）振興事業の目標  

（2）振興事業の内容及び実施時期  

（3）振興事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法等  

4 振興計画の認定  

組合又は小組合は、振興計画に基づいて営業の振興を図るときは、厚   

生労働大臣の認定を受けなければならない。  

（各業種の認定状況）－平成19年12月31日現在－  

クリーニング業   47件  飲食店営業（すし店）   41件   

理容業   47件  美容業   47件   

飲食店営業（めん類）   24件  旅館業   47件   

簡易宿所   1件  食肉販売業   44件   

飲食店営業（一般飲食業）   36件  飲食店営業（中華料理  

業）   

飲食店営業（料理業）   29件  飲食店営業（社交業）   37件   

喫茶店営業   29件  食鳥肉販売業   18件   

興行場営業   25件  浴場業   22件   

氷雪販売業   4件   合計 518件   

Ⅲ 振興事業に対する国の特別配慮  

融資上の恩恵（法第56条の4）  

振興事業に基づいて整備する施設設備については、日本政策金融公   

庫（生活衛生資金貸付）の融資が、有利な条件で適用される。また、振興  

事業を実施するのに必要な運転資金についても貸付の対象とされる。  

ー6－   



理容業振興指針（事務局最終案修正）  

目次  

第一 営業の振興の目標に関する事項   

一  理容業を取り巻く環境   

二 今後五年間（平成二卜五年度末まで）における営業振興の目標  

第二 理容業の振興の目標を達成するために必要な事項   

一  営業者の取り組むべき事項   

1 衛生水準の向上に関する事項  

2 経営課題への対処に関する事項   

二 営業者に対する女援に関する事項   

1 組合及び連合会による営業者への支援  
2 行政施策及び政策金融による営業者の支援並びに利用者への信頼の  

向上  

第三 営業の振興に際し配慮すべき事項   

一 少子・高齢化社会等への対応   

二 環境保全及び省エネルギー の強化   

三 地域との共生  

理容業の営業者は、理容師法（昭和二十二年法律第二百三十四号）  

等を遵守しつつ、新たな衛生上の課題に対応するなど、常に衛生水準  

の向上を図らなければならない。   

また、より高い利用者の利便への対応等の経営上の課題への取組が  

求められる一方、個々の営業者による取組だけでは、十分な対策を講  

じられなかったり、成果を得るまでに時間を要したりする面がある。  

このため、生活衛生同業組合（生活衛生同業小組合を含む。以下「組  

合」という。）及び全国理容生活衛生同業組合連合会（以下「連合会  

」という。）が実施する共同事業や研修事業、都道府県生活衛生営業  

指導センター（以下「都道府県指導センター」という。）等が実施す  

る経営相談による支援に加え、株式会社日本政策金融公庫（以下「日  

本政策金融公庫」という。）による融資等により、各営業者の自主的  

な取組を支援し、もって公衆衛生の向上の計画的な推進を図ることが  

必要である。   

本指針は、現在、理容業が抱えている諸問題を克服し、利用者の要  

望の変化に的確に対応できる経営形態に移行できるよう、営業の振興  

を計画的に図り、もって公衆衛生の向上と利用者の利益の擁護に資す  

、∫   



ることを目的として、定めるものである。営業者及び組合においては、  

本指針を踏まえ、行政等と連携を図りつつ、経営の改善等に積極的に  

取り組み、国民生活の向上に貢献することが期待される。   
また、本指針は、理容業の活力ある発展を遂げるための方策について取り  

まとめたものであり、本指針の積極的な活用により、日常生活の質の向上を  

実感できる国民生活の実現、活力ある地域社会づくりへの貢献など、理容業  

の役割を増大させ、新たな発展の可能性をもたらすことが期待される。   

第一 営業の振興の目標に関する事項  

理容業を取り巻く環境   

理容業は、頭髪の刈り込み、顔そり等により容姿を整えること  

から、国民の衛生的で快適な生活を確保するサービスとして国民  

生活の充実に大きく寄与してきたところである。   

しかし、理容所の施設数は、昭和六十一年度の約十四万五千件  

から漸減傾向にあり、平成十二年度以降十四万件台で推移してき  
たが、平成十九年度には、十三万七千件に減少しており、従事理  

容師数は平成十四年度の約二十五万二千人以降減少し平成十九年  
度で約二十四万六千人となっている。この背景には、髪型に対す  

る需要の多様化、若い男性の一部に美容所志向等が考えられるが、  

特に、近年の個人所得の伸び悩みの中での理容サービスの利用頻  

度の低下、低価格や施術時間の短さを売りものにするチェーン店の出  
現による競争の激化等により経営環境は厳しいものとなっている。こ  

のような利用者ニーズの変化、経営環境に対して業界全体で的確に対  
応していくことが必要である。   

衛生面については、理容所の衛生管理に対する利用者の関心は  

高く、新たな感染症の発生状況を踏まえ、理容業においても、、公  

衆衛生の見地から感染症対策の充実を図り、利用者に対して衛生  

管理についての納得と安心感を提供することが求められている。   

また、社会全体の少子高齢化の中で、営業者自身の高齢化によ  

る後継者問題に加え、増加する高齢者層の顧客への対応、従業者  

等への育児支援等も課題となっている。  

今後五年間（平成二十五年度末まで）における営業の振興の目   

標   

理容業は、頭髪の刈り込み、顔そり等利用者の皮ふに直接触れ  

る営業であり、衛生上の問題に対して、特に注意を払わなければ  
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ならない業種である。使用する器具の消毒をはじめ、衛生上の危  
害を防止し、利用者に対して安全で良質なサービスを提供するこ  

とは営業者の責務である。   

一方、生活水準の向上に伴い、国民が生活の質的充実を志向す  
る中で、理容業に対する要望が多様化及び高度化し、利用者は、  
技術の質、料金、施設・設備、接客態度等を合理的に選好するこ  

とにより、理容所の選択を行っている。このため、従来の一  

般の整髪、顔そり、洗髪等のメニューを主体としつつ、毛髪、美  

顔術も含め、できる限り利用者から快適と評価されるようなサー  
ビスとして提供するなど、利用者の立場に立ったサービスの改善向  

上に努めるとともに、新たなメニューやサービスの導入による付  

加価値の向上を図ることにより、顧客に「満足」を与え、「快適  
」に過ごし「優美」な気持ちで帰れるような高品質なサービスの  

提供に努め、利用者の要望に対応できる個性ある店作りを行うこ  

とが必要である。   

また、裏ニ≠凍＝恵与て一トニ†・i原材料価格の高騰や世界的な金融危機ゝlに伴う経  

済状況の変化が予想されるなか、顧客の安定した確保が図られるよう、  

衛生水準を確保しつつ利用者の要望に対応したサービスの取組が重要と  

なっている。このため、立地条件や店舗に応じた経営方針を確立し、そ  
れに基づく営業時間の見直し、顧客管理の改善や営業の効率化等経営内  

容の改善への積極的な取組が必要である。   

各営業者は、これらを十分に認識し、利用者の安全衛生の確保、  

技術及び接客サービスの向上、利用者に対する情報提供等に積極  

的に取り組むことにより、理容業に対する利用者の理解と信頼の  

向上を図ることを目標とすべきである。  

理容業の振興の目標を達成するために必要な事項  

営業者が取り組むべき事項   

1 衛生水準の向上に関する事項   

（－→）日常の衛生管理に関する事項  

理容業は、人の身体の一部である毛髪及び皮ふに鋭利な刃   

物を当て、又は化学薬品等を使用して容姿を整える営業であ  

り、人の身体の安全及び衛生に直接関わる営業である。この  

ノ妨一 一  
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ため、営業者及び従業員は、理容師法等の関係法令を遵守す   

ることは当然のことであり、衛生上の問題発生の防止及び衛   

生水準の一層の向上を図るため、衛生に関する専門的な知識   
を深め、常時、施設及び設備、器具等の衛生管理に努めると   

ともに、各種器具、化学薬品、整髪剤等の適正な取扱い、毛   

髪など廃棄物の適切な処理にも十分留意し、衛生管理の改善   
に取り組むことが必要であり、感染症及び皮膚障害等の発生   

防止に努めるものとする。  

利用者の関心は、特に、肝炎、エイズ、新型インフルエン   

ザ等の感染症の発生状況や発生の可能性を踏まえた感染症対  
［一ノ  吊一亘＋十リイ早け辛け斗ゴ ／）リil－を，小   

策の充実にある。捧遠㌣轟率粛ニニ；ら一夏＃キセ註一斗ヰふ諭藻昌 ノニい   

★∴∴ － ′ノ  ′、等！／－f新一巨／－‥′1い ノ〕、り～ノ   

争 ことも留意すること   

が必要である。したがって、営業者は、皮ふに接するタオル   

及び布片並びにかみそり等刃物の消毒の徹底に努めるととも   

に、作業中は汚れの目立ちやすい清潔な外衣の着用、顧客一   

人ごとの作業前後のうがい、手指の洗浄や消毒、つめの手入   

れ、顔そり等の場合のマスクの着用等の衛生管理を徹底し、   

さらに、従業者の健康管理に十分留意し、従業員に対する衛   

生教育及び指導監督に当たることが必要である。  

そして、これらの取組を利用者に分かりやすく伝えること   

が、利用者に納得と安心感を提供するために最も重要である。   

（二）衛生面における施設及び設備の改善に関する事項  

営業者は、日常の衛生的管理の取組に加えて、店舗を衛生   

的に保つとともに、設備及び消毒器材について定期的かつ積   

極的にその改善に取り組むことが重要である。  

また、利用者にとって安全及び衛生は最大の関心事項であ   

るため、衛生管理を徹底した店舗であるとの印象を利用者に   
与えることが重要である。したがって、消毒器材等を利用者   

に見えやすい場所に設置するなどの改善に取り組むことも必   

要である。  

2 経営課題への対処に関する事項  

経営課題への対処については、営業者の自立的な取組が前  
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提であるが、多様な利用者の要望に対応する良質なサービス   

を提供し、もって国民生活の向上に貢献する観点から、営業   
者においては、次に掲げる事項を念頭に置き、経営の改善に   

積極的に取り組むことが期待される。   

（一）経営方針の明確化及び独自性の発揮に関する事項  

営業者は、自店の経営能力や市場の状況を適切に把握し、それ   

に適合した経営を実現するとともに、経営管理の合理化及び効率   

化を図ることが必要である。  

また、営業者は、自店の立地条件、顧客層、経営規模、メ  
ニュー、技術力等を考慮し、例えば、地域に根ざした中高年   
齢者や家族客等を顧客とする家族的な店、または、若者等を   

対象に多様なメニューを提供する店など、自店の経営方針を  
明確化することが重要である。  

その際、既に地域に定着している店であっても、顧客層の  
変化、顧客の要望の変化等の需要動向、周囲の競合店の状況  

等の情報を収集し、他店のサービスと比べて、自らの店が顧  
客の立場に立ってどのような付加価値を提供できるのか、経  

営意識の改革に努めるとともに、将来を見据えた経営方針を  

確立し、経営を行うことが必要である。  
特に、家族経営等の小規模店は、営業者や従業員が変わる   

ことはほとんどないため、経営手法が固定的になりやすく、   

新たな経営課題が発生した場合に、経営の改善に取り組むこ   

とが難しい面がある。このため、営業者は、都道府県指導セ   
ンター等の経営指導機関による経営診断を積極的に活用する   

ことが望まれる。   

（二）サービスの見直し及び向上に関する事項  

営業者は、それぞれの店の立地条件及び経営方針に照らし、   
営業日や時間を見直すとともに、精神的な癒し（リラクゼーシ   
ョン）のための店内の雰囲気作り、接客技術の向上、毛髪や   

顔そり後の肌の手入れ等の知識の提供など、顧客の立場に立   

ったサービスの見直しに努めることが必要である。  

提供するメニューについても、目標とする顧客層に応じて、   
主として若者を対象とした新しいヘアスタイル、毛染め（カ   
ラーリング）、 男性向けネイルケア等のファッション性を重   

視するメニュー、 女性向けシェービング、美顔を含めた身体   
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全体のエステティック等肌の管理を重視するメニュー、シャ   

ンプーと頭皮ケア等の育毛・スキヤルプトリートメント、ア   

ロマセラピー等のリラクゼーションメニュー、 中高年齢者向   

けのヘアカウンセリング等のメニュー、高齢者を対象とした   

福祉理容の出張サービス等のメニューなど、顧客の要望と自   

店の経営方針に合ったメニューの見直しや開発を行うことが望   

ましい。  

また、クールビズヘア、冷シャンプー等の社会性を配慮した新   

たな取り組みについて利用者にアピールすることも考えられる。   

（三）施設及び設備の改善に関する事項  

営業者は、清潔で好ましい店となるよう定期的な内外装の   
改装に努めるとともに、顧客層、店の従業者規模等に応じた   

サービスの内容やメニューに合ったより快適な椅子及び洗髪   

設備、毛髪診断設備、エステティックをはじめとするリラク   

ゼーションメニューのための設備、高齢者向けバリアフリー   

等の施設及び設備の改善に努めるものとする。   

（四）情報通信技術を利用した新規顧客の獲得及び顧客の確保に関す  

る事項  

営業者は、顧客との信頼関係に基づき顧客情報を適正に管理し、   

その情報を真に誕生日又は記念目に合わせて各種サービスの実施に   

ついて顧客へダイレクトメールを発送するなど、顧客への積極的な   

働きかけをするとともに、パーソナルコンピュータを利用して業務   

の合理化及び効率化を図ることが重要である。  

また、インターネット等の情報通信技術を効果的に活用し、ホー   

ムページの開設、割引サービスの実施、インターネット等による予   

約、異業種との提携等を行うなど、新たな顧客の確保に努めること   

が必要である。  

また、利用者の利便を考慮して、クレジットカード、電子決済等   

の普及に努めることも必要である。  

営業者は、必ずしも個人情報の保護に関する法律（平成十五年法   

律第五十七号）に規定される個人情報取扱車業者に該当するとは限   

らないが、同法の趣旨を踏まえ、顧客データ等の管理に当たっては、   

適正に対応することが必要である。   

（五）表示の適正化と苦情の適切な処理に関する事項  
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営業者は、店外など利用者の見やすい場所にメニ   
ューとサービスごとの料金を明示すべきであり、顧客にとっ   

て初めてとなるメニューの施術に際しては、十分な事前の説  

明を行うべきである。  

また、営業者は、財団法人全国生活衛生営業指導センター  
用召和五十五年三月二十四日に財団法人全国環境衛生営業指   

導センターという名称で設立された法人をいう。以下「全国   

指導センター」という。）が定めるサービスの内容並びに施   

設及び設備の表示の適正化に関する事項等を内容とする理容   
業の標準営業約款に従って営業を行う旨の登録をし、標識及   

び当該登録に係る約款の要旨を掲示するよう努めるものとす  

る。  

さらに、営業者は、事故が生じた場合には、適切かつ誠実   
な苦情処理と賠償責任保険等を活用した損害の補填を行い、   

顧客との信頼関係の維持向上に努めるものとする。  
（六）人材育成及び自己啓発の推進に関する事項  

理容業は、対人サービスであり、従業者の資質がサービス   

の質を左右することから、優秀な人材の獲得及び育成を図る   

ことが極めて重要な課題である。特に、若手従業者の育成及   

び指導を図るとともに、若者に魅力ある職場作りに努めるこ  

とが必要である。  

したがって、営業者は、従事者が新しいヘアスタイル等の   

新メニューに対応できるよう、技術面を向上させるとともに、   

接客技術、顧客への知識提供等の面での技能向上にも努める   

必要がある。また、安全衛生履行の観点も含め、従業者に対   
する適正な労働条件の確保に努めるものとする。  

さらに、営業者は、後継者及び独立を希望する従業員が、   
経営、顧客管理、従業員管理等の技能を取得できるよう、自   
己啓発を促すとともに、後継者及び従業員の人材育成に努め  

ることが必要である。  

営業者に対する支援に関する事項   

1 組合及び連合会による営業者の支援   

組合及び連合会においては、営業者における自立的な経営改   

善の取組を支援するため、都道府県指導センター等の関係機関   

との連携を密にし、次に掲げるような事項についての取組を行   
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うよう努めるものとする。   

（一）衛生に関する知識及び意識の向上に関する事項  

営業者に対して衛生管理を徹底するための研修会及び講習   

会の開催、衛生管理の手引の作成等による普及啓発、毛髪及   

び肌の健康管理等に関する新技術の開発、衛生管理体制の整   

備充実、化粧品の組み合わせによる事故防止並びに各種感染   

症対策等の情報提供に努めるものとする。   

（二）施設及び設備の改善に関する事項  

衛生水準の向上、経営管理の合理化及び効率化、利用者の  

利益の増進等に対応するための施設及び設備の改善に関す   

る指導助言並びに情報提供に努めるものとする。  

また、高齢者等の利便性を考慮した店舗の設計やサービスの提   

供等について研究を行うことにより、営業者の取組を支援すること   

に努めるものとする。  

（三）利用者の利益の増進に関する事項  

サービスの適正表示、営業者が自店の特質に応じ作成する   

接客手引の基本となるマニュアルの作成、利用者意識調査、   
利用者を対象とした理容啓発講座の実施及び利用者の理容施   
術に対する正しい知識の啓発のためのパンフレットの作成に   

努めるものとする。   

（四）経営管理の合理化及び効率化に関する事項  

先駆的な経営事例等経営管理の合理化及び効率化に必要な   

情報、地域的な経営環境条件に関する情報並びに理容業の将   

来の展望に関する情報の収集及び整理並びに営業者に対する   

これらの情報提供に努めるものとする。   

（五）営業者及び従業員の技能の改善向上に関する事項  

新しいヘアスタイル、福祉理容、ヘアカウンセラー、美顔   
エステティック等新しいサービスに関する講習会や技能コン   

テストの開催、連合会独自の技能資格制度の整備等による、   
新しい顧客需要に対応した理容技術の向上及び普及啓発に努   

めるものとする。  
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（六）事業の共同化及び協業化に関する事項  

事業の共同化及び協業化の企画立案並びに実施に係る指導  

に努めるものとする。   

（七）取引関係の改善に関する事項  

共同購入等取引面の共同化の推進、理容用品業界の協力を  
得ながらの取引条件の合理的改善及び組合員等の経済的地位  

の向上に努めるものとする。  

また、関連業界と連携を深め、情報の収集及び交換会の機  
会の確保に努めるものとする。  

（八）従業者の福祉の充実に関する事項  

従業者の労働条件整備、作業環境の改善及び健康管理充実  

のための支援、医療保険（国民健康保険又は健康保険）、年  
金保険（国民年金又は厚生年金保険）及び労働保険（雇用保  

険及び労働者災害補償保険）の加入等に係る啓発、組合員等  

の大多数の利用に資する福利厚生の充実及び共済制度（退職  

金、生命保険等）の整備・強化に努めるものとする。  

（九）事業の承継及び後継者支援に関する事項  

事業の円滑な承継に関するケーススタディ、成功事例等の  

経営知識の情報提供及び後継者支援事業の促進に努めるもの  

とする。   

2 行政施策及び政策金融による営業者の支援並びに利用者の信頼  

の向上  

（一）都道府県指導センターにおいては、組合との連携を密にし、  
営業者に対する経営改善のため経営指導員、経営特別相談員  

等による具体的指導、助言等の支援を行うとともに、利用者  

からの苦情や要望を組合を通じて個々の営業者に伝え、、その  

営業に反映させるなど、利用者の信頼の向上に積極的に取り  

組むものとする。  

また、保健所をはじめとする都道府県生活衛生営業関係部  

局と連携を図り、新規開業者及び未加入事業者に対する組合  

加入促進策を講じるものとする。   
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（二）全国指導センターにおいては、（一）の都道府県指導センタ   

ーの取組を推進するため、利用者の意見も反映した営業者の   
経営改善の取組に役立つ情報の収集・整備や営業者への当該   

情報の提供、苦情処理マニュアルの作成等に積極的に取り組   

むものとする。  
また、標準営業約款制度に関し、都道府県指導センターと   

連携を図り、各営業者の標準営業約款の登録の促進策を講じ   

るものとする。   

（三）国、都道府県等においては、営業の健全な振興を図る観点   

から、理容師法等関係法令の施行業務等を通じ、営業者に対   

し、理容業に関する指導監督、安全衛生、利用者からの苦情対応   

をはじめとする情報の提供その他の必要な支援に努めるものとす   

る。   

（四）日本政策金融公庫においては、施設及び設備の改善等につ   

いて、営業者が利用しやすい生活衛生資金貸付による融資の   
実施、災害時における相談窓口の設置等必要な支援を行うととも   

に、生活衛生関係営業に係る経済金融事情等の把握、分析及び関   

係団体への情報提供に努めるものとする。  

第三 営業の振興に際し配慮すべき事項  

一少子・高齢化社会等への対応  

理容所は、商店街や住宅街にある店舗が多いため、地域に密着し  

た業態であると言える。営業者は、高齢者や障害者が住み慣れた地  

域社会で安心して充実した日常生活を営むことができるよう、バリ  

アフリー対策に積極的に取り組むとともに、出張サービス、高齢者  
や障害者に配慮した理容施術の開発など、高齢化社会における幅広  

い取り組みが期待される。  

また、男女共同参画社会の推進及び少子化社会における育児支援  

の観点から、従業者の育児て吐・－h－ニ』・ふ巌ヰ射捗由支援や、子供達れの客  

が利用しやすいよう店内設備等を改善することも必要である。  

さらに、営業者は、理容所の施設が身体障害者補助大法（平成十  

四年法律第四十九号）において身体障害者が同伴する身体障害者補  
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助大の入店を拒否できないことを十分に認識し、対応することが必   
要である。   

このほか、営業者は、利用者が高齢化することを考慮した従業員へ   

の教育及び研修に努めるものとする。また、高齢者、障害者、妊産   
婦等に優しい環境の実現、受動喫煙の防止、優先的な席の確保等に   

ついて取り組むことが必要である。   

環境保全及び省エネルギーの強化   

営業者は、化学物質や産業廃棄物の処理等の環境問題に配慮  

し、営業活動で生じた薬品、化粧品等の各種容器や廃液、毛髪  

等の廃棄物等の適切な処置にも十分留意し、環境の保全に積極  

的に努めるものとする。   

また、店舗の改修、機器の購入及び更新に際しても、省エネ  

ルギー性能の高い機器の導入について配慮し、温室効果ガス排  

出抑制に努めるものとする。   

地域との共生   

営業者は、地域社会における行事等に積極的に参加し、地域住民に  

対して理容所の店舗の存在、提供するサービスの内容をアピールする  

機会を設けるものとする。例えば、児童の緊急避難場所としての「理  

容こども110番の店」への参加などの地域の防犯活動への協力、地  

域における街づくりへの積極的参加、地震等の大規模災害が発生した  

場合の地域住民への支援の展開など、様々な地域社会活動の一翼を担  
い、地域と共生していくことが期待される。   

このため、組合及び連合会においても、地域の自治体等と連携しな  

がら、社会活動を企画し、指導又は援助を行うことができる指導者の  

育成に積極的に取り組むとともに、営業者を支援することが期待され  

る。   

また、業種を超えて相互に協力を推進し、地域における特色のある  
取り組みを支援することが期待される。  
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美容業振興指針（事務局最終案修正）   

目次  

第一 営業の振興の目標に関する事項   

一一 美容業を取り巻く環境   

二 今後五年間（平成二十五年度末まで）における営業の振興の目標  

第二 美容業の振興の目標を達成するために必要な事項   

一 宮業者が取り組むべき事項   

1 衛生水準の向上に関する事項  
2 経営課題への対処に関する事項   

二 営業者に対する支援に関する事項   
1 組合及び連合会による営業者への支援  

2 行政施策及び政策金融による営業者の支援並びに利用者の信頼の向  

上  

第三 営業の振興に際し配慮すべき事項   
一  少子・高齢化社会等の対応   

二 環境保全及び省エネルギーの強化   

三 地域との共生  

美容業の営業者は、美容師法（昭和三十二年法律第百六十三号）等  
を遵守しつつ、新たな衛生上の課題に対応するなど、常に衛生水準の  

向上を図らなければならない。   

また、より高い利用者の利便への対応等の経営上の課題へめ取組が  

求められる一方、個々の営業者による取組だけでは、十分な対策を講  

じられなかったり成果を得るまでに時間を要したりする面がある。こ  

のため、生活衛生同業組合（生活衛生同業小組合含む。以下「組合」  
という。）及び全日本美容業生活衛生同業組合連合会（以下「連合会  

」という。）が実施する共同事業や研修事業、都道府県生活衛生営業  
指導センター（以下「都道府県指導センター」という。）等が実施す  

る経営相談による支援に加え、株式会社日本政策金融公庫（以下「日  

本政策金融公庫」という。）による融資等により、各営業者の自主的  
な取組を支援し、もって公衆衛生の向上の計画的な推進を図ることが  

必要である。   

本指針は、現在、美容業が抱えている諸問題を克服し、利用者の要  

望の変化に的確に対応できる経営形態に移行できるよう、営業の振興  

を計画的に図り、もって公衆衛生の向上と利用者の利益の擁護に資す  
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るこ．とを目的として、定めるものである。営業者及び組合においては、  
本指針を踏まえ、行政等と連携を図りつつ、経営の改善等に積極的に  
取り組み、国民生活の向上に貢献することが期待される。   

また、本控ほトは、美容業の活力ある発展を遂げるための方策について取り  

まとめたものであり、本指針の積極的な活用により、日常生活の質の向上を  
実感できる国民生活の実現、活力ある地域社会づくりへの貢献など、美容業  

の役割を増大させ、新たな発展の可能性をもたらすことが期待される。   

一・ 営業の振興の目標に関する事項  

一・美容業を取り巻く環境  

美容業は、衛生的で、かつ、容姿を美しくしたいという国民の  

文化的欲求に応えるサービスを提供することで、国民生活の充実  
に大いに寄与してきたところであるが、国民の「美と健康（ビュ  

ーティ ーアンドヘルシー）」に対する需要はますます高まってき  
ており、その需要に応えて質の高いサービスを提供できるよう、  

業界全体が変わっていくことが必要である。  

美容業は、平成十九年度に施設数約二十一万九千件、従事美容師数  

約l才q十三万三千人でともに増加傾向にある。この背景には、女件の美容  
に対する根強い需要、若者の男女を問わないファッション指向等に対応  
して、エステティック等サービスも含めた業務の拡充に熱心な営業者の  

存在がある。  

一方、このような状況は営業者間の競争を激化させており、特  
に、近年のチェーン店の増加や利用頻度の低下もあいまって、客  
数の減少を経営上の悩みの第一位に挙げている営業者も多く、業  

界の中でも、住宅地に立地し、中高年の経営者による小規模個人  
経営の店が厳しい状況にある一方で、商業地や交通至便の場所に  

立地する比較的新しい店や法人経営の中規模・大規模店が発展す  

るなど、二層分化の傾向も見られる。  
サービスの内容についても、パーマネン トへの消費支出は低下  

傾向にあるが、カット中心の施術、毛染め（ヘアカラー、 ヘアマニ  

キュア）、髪や頭皮の手入れ（トリートメント）、顔の美容（フェイ  

シャル）や化粧（メイク）、エステティック、ネイルケア、衣装  
着付けその他の美容への支出は増加するなど、サービス内容の変  

化と拡充が見られる。  
衛生面については、パーマネントウェーブ用剤、染毛剤、化粧  

品等の安全性やアレルギー等への影響に対する利用者の関心も高   
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く、さらに、新たな感染症の発生状況を踏まえ、美容業において  
も、公衆衛生の見地からの感染症対策等の充実を図り、利用者に  
対して衛生管理についての納得と安心感を提供することが求めら  

れている。   

社会全体の少子高齢化の中で、営業者自身の高齢化による後継  

者問題に加え、増加する高齢者層の顧客への対応、従業者等への  
育児の支援等も課題となっている。  

今後五年間（平成二十五年度末まで）における営業の振興の目   

標  

美容業は、人の身体の一部である毛髪及び皮ふに化粧品などを  

使用して容姿を美しくする営業であり、衛生上の問題に対して、  

特に注意が必要な業態である。衛生上の危険を防止し、利用者に  
対して安全で良質なサービスを提供することは営業者の責務であ  

る。一方、生活水準の向上に伴い、国民が生活の質的充実を指向  

し、美容業に対する要望の多様化、高度化、ファション化及び個  
性化の傾向が強まっているとともに、精神的な癒し（リラクゼー  

ション）及び健康が重視される中で、利用者は、技術の質、料金、  
施設・設備、接客態度等を合理的に選好することにより、美容所  
の選択を行っている。このため、ヘアスタイル等の流行に合った  

施術内容の見直しと、その技術の研さん向上を図るとともに、従  
来の顧客を対象にした地域に根ざしたリラクゼーションを重視し  
た店作り、エステティック、ネイル等ファッションの最先端のサ  

ービスの拡充に取り組む店作り、中高年をターゲットにした店作  
り、高齢化に対応した福祉美容等のサービスの開発など、個々の  
店の経営方針に沿って、美と健康を求める利用者の需要に対応し  

て、激化する競争の中で安定した経営を確保するための付加価値  

を提供することを経営の目標とする必要がある。   
また、孝幸≠・・輝抽㌫拉こ‡ニふ原材料価格の高騰や世界的な金融危機1． 

に伴う経済状況の変化が予想される中、顧客の安定した確保が図られ  

るよう、衛生水準を確保しつつ利用者の要望に対応したサービスの取  

組が必要である。   

各営業者は、これらを十分に認識し、利用者の安全衛生の確保、  

技術及び接客サービスの向上、利用者に対する情報提供等に積極  

的に取り組むことにより、美容業に対する利用者の理解と信頼の  
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向上を図ることを目標とすべきである。   

第二 美容業の振興の目標を達成するために必要な事項  

一 営業者が取り組むべき事項   

1 衛生水準の向上に関する事項  

（一）日常の衛生管理に関する事項  

美容業は、人の体の一部である毛髪及び皮ふを対象として、  
パーマネントウェーブ用剤、化粧品等を使用して容姿を美し  

くする営業であり、人の身体の安全・衛生に直接かかわる営  

業である。このため、営業者及び従業員は、美容師法等の関  

係法令を遵守することは当然のことであり、衛生上の問題発  

生の防止及び衛生水準の一層の向上を図るため、衛生に関す  
る専門的な知識を深め、常時、施設・設備、器具等の衛生管  

理に努めるとともに、各種器具、薬品、化粧品等の適正な取  

扱い、毛髪などの廃棄物の適切な処理にも十分留意し、衛生  
管理の改善に取り組むことが必要であり、感染症及び皮膚障  

害等の発生防止に努めるものとする。  
利用者の関心は、特に、器具の消毒、パーマネントウェー  

ブ用剤、染毛剤、化粧品等の肌への健康被害及び肝炎、エイ  
ズ、新型インフルエンザの発生状況及び発生の可能性を踏ま  

えた予防策等の衛生上の問題にある。↓  芦  

したがって、営業者は、  

皮ふに触れる物の消毒の徹底、化粧品等と顧客の体質等の関  
係についての従業者の教育、汚れの目立ちやすい清潔な外衣  

の着用、顧客一人ごとの作業前後のうがい、手指の洗浄や消  

毒、つめの手入れ、風邪等の流行時のマスクの着用等自ら衛  
生管理を徹底し、従業員の健康管理に十分留意し、従業員に  
対する衛生教育及び指導監督に当たることが必要である。   

特に、新しい施術の実施に際しては、従業者に、その施術  
のやり方及びリスクを認識させ、利用者に対してもより詳細  

な説明を行い、健康被害等の発生防止及び発生した場合の対  

応に配慮しなければならない。そして、これらの取組を利用  

者に分かりやすく伝えることが、利用者に納得と安心感を提  

供するために最も重要である。  

j＼i  
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（二）衛生面における施設及び設備の改善に関する事項  

営業者は、日常の衛生的管理の取組に加えて、店舗を衛生的   

に保つとともに、設備及び消毒器材について定期的かつ積極的   

にその改善に取り組むことが重要である。  
また、利用者にとって安全及び衛生は最大の関心事項であるため、   

衛生管理を徹底した店舗であるとの印象を利用者に与えることが必要   

である。   

2 経営課題への対処に関する事項  

経営課題への対処については、営業者の自立的な取組が前提   

であるが、多様な利用者の要望に対応する良質なサービスを提   

供し、もって国民生活の向上に貢献する観点から、営業者にお   

いては、次に掲げる事項を念頭に置き、経営の改善に積極的に   

取り組むことが期待される。   

（一）経営方針の明確化及び独自性の発揮に関する事項  

営業者は、自店の経営能力や市場の状況を適切に把握し、それに適   
合した経営を実現するとともに、経営管理の合理化及び効率化を図る   

ことが必要である。  

また、営業者は、自店の立地条件、顧客層、経営規模、メニ   

ュー及び技術力を考慮し、例えば、地域に根ざした中高年齢者   

や家族客等を顧客とする家族的な店、または、若者等を対象に   

多様な最先端のメニューを提供する店など、自店の経営方針を   
明確化することが重要である。  

その際、既に地域に定着している店であっても、顧客廟の変   

化、顧客の要望の変化等の需要動向、周囲の競合店の状況等の   

情報を収集し、他店のサービスと比べて、自らの店が顧客の立   
場に立ってどのような付加価値を提供できるのか、経営意識の   

改革に努めるとともに、経営方針について将来まで見据えた検   
討を行う必要がある。  

特に、家族経営等の小規模店は、営業者や従業員が変わる   

ことはほとんどないため、経営手法が固定的になりやすく、新   

たな経営課題が発生した場合に、経営の改善に取り組むことが   

難しい面がある。このため、営業者は、都道府県指導センター   

等の経営指導機関による経営診断を積極的に活用することが望   

まれる。  
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（二）サービスの見直し及び向上に関する事項  

営業者は、それぞれの店の立地条件及び経営方針に照らし、   

営業日及び営業時間を見直すとともに、店内の雰囲気作り、接   

客技術の向上、毛髪や化粧等の知識及び顧客層に合った化粧品   
等の提供など、顧客の立場に立ったサービスの見直しに努める   

必要がある｛〕  

提供するメニューについても、ヘアスタイル等の流行に合っ   

たメニュー内容の見直しを基本とし、さらに、主な顧客層に応   
じ、若者等ファッションに関心の高い顧客向けの新しいヘアス   

タイル、傷んだ髪等のトリートメント、ヘアカラー、ヘアマニ   

キュア、ネイルケアやネイルアート、新しい手法を採りこんだ   
メイクコースやフェイシャルエステ、エステティックサービス、   

結髪・着付けの伝統的技術、ウエディングドレス着付け、若い   

男性を対象としたメニュー、 中高年齢者を対象としたリラクゼ   

ーションに配慮したメニュー、 高齢者を対象とした訪問美容サ   

ービスなど、顧客の要望と自店の経営方針に合ったメニューの   

見直しや開発を行うことが望ましい。   

（三）施設及び設備の改善に関する事項  

営業者は、清潔で好ましい店となるよう定期的な内外装の改   

装に努めるとともに、顧客層、店の従業者規模等に応じたサー   
ビスの内容やメニューに合った 、椅子等調度品、洗髪設備、高   
齢者向けバリアフリー等の施設及び設備の改善に努めるものと   

する。   

（四）情報通信技術を活用した新規顧客の獲得及び顧客の確保に関する事  

項  

営業者は、顧客との信頼関係に基づき顧客情報を適正に管理し、  
その情報を尉こ誕生日又は記念日に合わせて各種サービスの実施に  

ついて顧客へダイレクトメールを発送するなど、顧客への積極的な  

働きかけをするとともに、パーソナルコンピュータを利用して業務  
の合理化及び効率化を図ることが重要である。  

また、インターネット等の情報通信技術を効果的に活用し、ホ←  

ムペーージの開設、割引サービスの実施、インターーネット等による予  

約、異業桶との提携等を行うなど、新たな顧客の確保に努めること  

が必要である。   
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さらに、利用者の利便を考慮し、クレジットカード、電子決済等  

の普及に努めることも必要である。  

営業者は、必ずしも個人情報の保護に関する法律（平成十五年法  

律第五十七号）に規定される個人情報取扱事業者に該当するとは限  

らないが、同法の趣旨を踏まえ、顧客データ等の管理に当たっては、  

適正に対応する必要がある。   

（五）表示の適正化と苦情の適切な処理に関する事項  

営業者は、店外など利用者の見やすい場所にメニューと＝  
l′  － ′′）料金を明示すべきであるとともに、顧客にとっ  

て初めてのメニューの施術に際しては、十分な事前の説明を  

行うべきである。  

また、営業者は、財団法人全国生活衛生営業指導センター  

（昭和五十五年三月二十四日に財団法人全国環境衛生営業指  
導センターという名称で設立された法人をいう。以下「全国  

指導センター」という。）が定めるサービスの内容並びに施  

設及び設備の表示の適正化に関する事項等を内容とする美容  
業の標準営業約款に従って営業を行う旨の登録をし、標識及  

び当該登録に係る約款の要旨を掲示するよう努めるものとす  

る。  

さらに、営業者は、事故が生じた場合には、適切かつ誠実  

な苦情処理と賠償責任保険等を活用した損害の補填を行い、  

顧客との信頼関係の維持向上に努めるものとする。   

（六）人材育成及び自己啓発の推進に関する事項  

美容業は、対人サービスであり、従業者の資質がサービスの   

質を左右することから、優秀な人材の獲得及び育成を図ること   
が極めて重要な課題である。特に、若手従業者の育成及び指導   

を図るとともに、若者に魅力ある職場作りに努めるものとする。  

したがって、営業者は、従業者が新しいヘアスタイルやネイ   

ルケア、エステティック等の新しいメニューやサービス内容の   

拡充に対応できるよう、技術面を向上させるとともに、接客技   

術、顧客への知識提供等の面での技能向上にも努める必要があ   

る。また、安全衛生履行の観点も含め、従業員に対する適正な   

労働条件の確保に努めるものとする。  

さらに、営業者は、後継者及び独立を希望する従業員が、経   

営、顧客管理、従業者管理等の技能を取得できるよう、自己啓  
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発を促すとともに、後継者及び従業員の人材育成に努めること  

が必要である。  

二 営業者に対する支援に関する事項  

1 組合及び連合会による営業者の支援  

組合及び連合会においては、営業者における自立的な経営改   

善の取組を支援するため、都道府県指導センター等の関係機関  
との連携を密にし、次に掲げるような事項についての取組を行  

うよう努めるものとする。  

（一）衛生に関する知識及び意識の向上に関する事項  

営業者に対して衛生管理を徹底するための研修会及び講習会  

の開催、衛生管理の手引の作成等による普及啓発、毛髪及び肌  
の健康管理等に関する新技術の開発、衛生管理体制の整備充実   

、化粧品の併用による事故防止及び各種感染症対策等の情報提  

供に努めるものとする。   

（二）施設及び設備の改善に関する事項  

衛生水準の向上、経営管理の合理化及び効率化、利用者の利  
益の増進等に対応するための施設及び設備の改善に関する指導助  

言並びに情報提供に努めるものとする。  

また、高齢者等の利便性を考慮したバリアフリーの店舗構造や高   

齢者向けサロン経営のあり方等の研究を行うことにより、営業者の取  

り組みを支援することが重要である。   

（三）利用者の利益の増進に関する事項  

サービスの適正表示、営業者が自店の特質に応じ作成する接  

客手引の基本となるマニュアルの作成、利用者意識調査、利用   
者を対象とした美容啓発講座の実施及び利用者の美容施術に対  

する正しい知識の啓発のためのパンフレットの作成に努めるもの  

とする。   

（四）経営管理の合理化及び効率化に関する事項  

先駆的な経営事例等経営管理の合理化及び効率化に必要な情   

報、地域的な経営環境条件に関する情報並びに美容業の将来の  

展望に関する情報の収集及び整理並びに営業者に対するこれら  

の情報提供に努めるものとする。  
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（五）営業者及び従業員の技能の改善向上に関する事項  

新しいヘアスタイル、ネイルケア、エステティック、福祉美   
容等多様化する需要に対応した講習会、技能コンテストの開催、  
連合会がすすめるハートフル美容師等の独自の技能資格制度及  
びエステ、ネイル、メイクの評価認定制度の推進等による、新  

しい顧客需要に対応した美容技術の向上及び普及啓発に努める  

ものとする。   

（六）事業の共同化及び協業化に関する事項  

事業の共同化及び協業化の企画立案並びに実施に係る指導に  

努めるものとする。   

（七）取引関係の改善に関する事項  

共同購入等取引面の共同化の推進、美容用品業界の協力を得   
ながらの取引条件の合理的改善及び組合員等の経済的地位の向  

上に努めるものとする。  

また、関連業界と連携を深め、情報の収集及び交換会の機会  

の確保に努めるものとする。   

（八）従業者の福祉の充実に関する事項  

従業者の労働条件整備、作業環境の改善及び健康管理充実の   
ための支援、医療保険（国民健康保険又は健康保険）、年金保   
険（国民年金又は厚生年金保険）及び労働保険（雇用保険及び   

労働者災害補償保険）の加入等に係る啓発、組合員等の大多数   

の利用に資する福利厚生の充実及び共済制度（退職金、生命保   

険等）の整備・強化に努めるものとする。   

（九）事業の承継及び後継者支援に関する事項  

事業の円滑な承継に関するケーススタディ、成功事例等の経   

営知識の情報提供及び後継者支援事業の促進に努めるものとす  

る。   

2 行政施策及び政策金融による営業者の支援並びに利用者の信頼  

の向上   

（一）都道府県指導センターにおいては、組合との連携を密にし、  
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営業者に対する経営改善のため経営指導員、経営特別相談員等  

による具体的指導・助言等の支援を行うとともに、利用者から  

の苦情や要望を組合を通じて個々の営業者に伝え、その営業に  

反映させるなど、利用者のイ言頼の向上に積極的に取り組むもの  

とする。また、保健所をはじめとする都道府県生活衛生営業関   

係部局と連携を図り、新規開業者及び未加入事業者に対する組  

合加入促進策を講じるものとする。   

（二）全国指導センターにおいては、（一）の都道府県指導センタ  

ーの取組を推進するため、利用者の意見も反映した営業者の経  

営改善の取組に役立つ情報の収集・整備や営業者への当該情報  

の提供、苦情処理マニュアルの作成等に積極的に取り組むもの  

とする。  
また、標準営業約款制度に関し、都道府県指導センターと連  

携を図り、各営業者の標準営業約款の登録の促進策を講じるも  

のとする。   

（三）国、都道府県等においては、営業の健全な振興を図る観点から、   
美容師法等関係法令の施行業務等を通じ、営業者に対し、美容業   

に関する指導監督、安全衛生、利用者からの苦情の対応をはじめとす   

る情報提供その他の必要な支援に努めるものとする。   

（四）日本政策金融公庫においては、施設及び設備の改善等について、  

営業者が利用しやすい生活衛生資金貸付による融資の実施、災  

害時における相談窓口の設置等必要な支援を行うとともに、生  

活衛生関係営業に係る経済金融事情等の把握、分析及び関係団体  

への情報提供に努めるものとする。  

．妨－ －▼▼一  

弔二  営業の振興に際し配慮すべき事項  
少子・高齢化社会等への対応   

美容所は、商店街や住宅街にある店舗が多いため、地域に密着し  

た業態であると言える。営業者は、高齢者や障害者が住み慣れた地  
域社会で安心して充実したFl常生活を営むことができるよう、バリア  

フリー対策に積極的に取り組むとともに、出張サービス、高齢者や障  

害者に配慮した美容施術の開発など、高齢化社会における幅広い取り  

組みが期待される。   

また、男女共同参画社会の推進及び少子化社会における育児支援の   
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観点から、従業者の育児蓮秦ま二転よ▼㈱短文援や、子供達れの客が利  

用しやすいよう店内設備等を改善することも必要である。   

さらに、営業者は、美容所の施設が身体障害者補助大法（平成十四  

年法律第四十九号）において身体障害者が同伴する身体障害者補助  
大の入店を拒否できないことを十分に認識し、対応することが必要  

である。   

このほか、営業者は、利用者が高齢化することを考慮した従業員へ   

の教育及び研修に努めるものとする。また、高齢者、障害者、妊産   

婦等に優しい環境の実現、受動喫煙の防止、優先的な席の確保等に   

ついて取り組むことが必要である。   

環境保全及び省エネルギーの強化   

営業者は、化学物質や産業廃棄物の処理等の環境問題に配慮   
し、事業活動で生じた薬品、化粧品等の各種容器や廃液、毛髪   

やレッスンウイッグ等の廃棄物の適切な処置にも十分留意し、   

環境の保全に積極的に努めるものとする。   

また、店舗の改修、機器の購入及び更新に際しては、省エネ   

ルギー性能の高い機器の導入について配慮し、温室効果ガス排   

出抑制に努めるものとする。  

地域との共生   

営業者は、地域社会における行事等に積極的に参加し、地域住民に  
対して美容業の店舗の存在、提供するサービスの内容をアピールする  

機会を設けるものとする。例えば、地域における街づくりへの積極的  
な参加や、地域における防犯活動の推進に対する協力、地震等の大規  
模災害が発生した場合の地域住民への支援の展開など、様々な地域社  

会活動の一翼を担い、地域と共生していくことが期待される。   

このため、組合及び連合会においても、地域の自治体等と連携しな  

がら、社会活動を企画し、指導又は援助を行うことができる指導者の  
育成に積極的に取り組むとともに、営業者を支援することが期待され  

る。   
また、業種を超えて相互に協力を推進し、地域における特色のある  

取り組みを支援することが期待される。  
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興行場営業振興指針（事務局最終案修正）   

目次  

第一 営業の振興の目標に関する事項   

一 興行場営業を取り巻く環境   

二 今後五年間（平成二十五年度末まで）における営業振興の目標  

第二 興行場営業の振興の目標を達成するために必要な事項   

一  営業者が取り組むべき事項   

1 衛生水準の向上に関する事項  

2 経営課題への対処に関する事項   

二 営業者に対する支援に関する事項   

1 組合及び連合会による営業者への支援  

2 行政施策及び政策金融による営業者の支援並びに利用者の信頼の向  

上  

第三 営業の振興に際し配慮すべき事項   

一一  環境保全及び省エネルギーの強化   

二 少子・高齢化社会等への対応   

三 地域との共生  

興行場営業の営業者は、興行場法（昭和ニト三年法律第百三十七号）等を  

遵守しつつ、新たな衛生上の課題に対応するなど、常に衛生水準の向上を図  

らなければならない。   

また、より良い娯楽を生み出す努力をすることにより、国民の文化的生活  

の充実に一層貢献していくことが求められる一方、個々の営業者による取組  

だけでは、卜分な対策を講じられなかったり成果を得るまでに時間を要した  

りする面がある。このため、生活衛生同業組合（生活衛生同業小組合を含む。  

以卜「組合＿ という。）及び全国興行生活衛生同業組合連合会（以F「連合  

会」という。）が実施する共同事業や研修事業、都道府県生活衛生営業指導  

センター（以F「都道府県指導センター」という。）等が実施する経営相談  

による支援に加え、株式会社日本政策金融公庫（以F「日本政策金融公俸」  

という。）による融資等により、各営業者の自主的な取組を支援し、もって  

公衆衛生の向Lの計画的な推進を図ることが必要である。   

本指針は、．現在、興行場営業が抱えている諸問題を克服し、利用者の要望  

の変化に的確に対ノノ己こできる経営形態に移行できるよう、営業の振興を計画的  

に図り、もって公衆衛件の向ヒと利用者の利益の擁護に資することをF三川勺と  

して、定めるものである。営業者及び組合においては、本指針を踏まえ、行  

政等と連携を凶りつつ、経常の改善等に積極的に取り組み、国民生活の向上  

に貢献することが期待される。  
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また、本指針は、興行場営業の活力ある発展を遂げるための方策について  
取りまとめたものであり、本指針の積極的な活用により、日常生活の質の向  

上が実感できる国民生活の実現、活力ある地域社会づくりへの貢献など、興  
行場営業の役割を増大させ、新たな発展の可能性をもたらすことが期待され  

る。   

なお、現時点においては、興行場の多くを映画館が占めているため、今回  
の指針では特に映画館を例に記述することとする。   

第一 営業の振興の目標に関する事項  

一  興行場営業を取り巻く環境  

興行場営業は、国民生活における身近な娯楽を提供するものとして、  

その地位を保ってきたところである。その施設数及び入場者数は、昭和  
三十年代半ばのピーク時から平成七、八年頃にかけて、娯楽の多様化、  
テレビ、家庭用ビデオ、パーソナルコンピュータ、家庭用ゲーム機、衛  

星放送等の普及により、長期間減少傾向にあったが、近年、邦画を中心  
とした話題作の増加、郊外地域を中心とした複数のスクリーンを有する  

映画館（以下「シネマコンプレックス」という。）の増加等により、ス   

クリーン数は、平成十三年末二千五百八十五スクリーンから平成十九年  

末三千二百二十一スクリーンと漸増傾向にある。  

しかし、その実情をみると、シネマコンプレックスは短期間のうちに  
全スクリーン数の七十五パーセントを超える勢いで増加しているが、そ  

れによって競争の激化を招き、周辺地域の既存の単独スクリーンの映画   

館（以下「単独館」という。）の閉館が相次ぐなど大きな影響が生じて  

いる。  

また、興行収入は、平成十三年度から二千億円前後を推移しているが、  
スクリーン数の増加に伴い、一スクリーン当たりの年間興業収入は、平  
成十三年度以降年々減少している。  

一方、平成十八年に邦画の興行収入が洋画の興行収入を二十一年ぶり  

に超えて邦画の頑張りが特筆されるが、この中にはテレビ番組と連携し  

た話題作も∴・1  ∫心∵ ふふし 1パー珠7■㌧＋！ト、キ＝－＝． な  

お、映画の入場者数は、映画作品の優劣に左右され、ヒット作品の有無  
により経営環境に影響するものであるので、邦画、洋画を問わずヒット  
作品の出現が期待される。  

二 今後五年間（平成二十五年度末まで）における営業の振興の目標  

興行場営業は、一時に不特定多数の利用者を密閉性の高い施設に長時  

間収容して行うという営業形態上の特殊件を有している。利用者の安全  

－ 30・・一   
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衛生を確保するために、適切な空調設備の整備保全、清掃の励行や洗面  

所等汚染されやすい区画の消毒等清潔で安全な環境の維持に努めること  

は、営業者の責務である。  

また、．興行場営業は、娯楽、文化の担い手として重要な役割を果たし  
ているが、娯楽の多様化、家庭用DVD、パーソナルコンピュータ、家  

庭用ゲーム機、衛星放送、都市型ケーブルテレビ等が普及する中で、他  

の娯楽産業との競争における生き残りを図るため、シネマコンプレック  

ス、単独館ともに、利用者が望む映画を快適な環境で鑑賞できるように  

魅力的な施設作りを進めるとともに、飲食等附属的なサービスの提供等  

経営改善に努めるとともに、家庭では体験できない映画館ならではの大  

画面の迫力等の魅力を知ってもらう必要がある。  
特に、シネマコンプレックスとの競争にさらされている単独館につい  

ては、利用者の要望を調査し、固定客を確保するなど、独自性を発揮し、  

魅力を増すことが必要である。  

さらに、二千十・年のテレビにおけるデジタル放送化及び映画制作、  

配給等の全工程におけるデジタル方式の確立により、今後の配給映画の  

デジタル化が予想され、映画館においてもデジタル対応が迫られる状況  

である。）  

また、原油はじめ原材料価格の高騰や世界的な金融危機に伴う経済状  

況の変化が予想されるなか、顧客の安定した確保が図られるよう、利用  
者の要望に対応したサービスの取組が必要である。  

各営業者は、これらの事項を卜分に認識し、衛生水準の向上、経営改  

善等に積極的に触り組むことにより、自己経営能力に適合した経営規模  

又は営業形態を実現することを目標とすべきである。   

第二 興行場営業の振興の目標を達成するために必要な事項  

一 営業者が取り組むべき事項  

1 衛生水準の向卜に関する事項  

営業者は、シックハウス等室内の化学物質による健康への影響につ  

いての関心の高まりや新たな感染症の発生状況等に配慮しつつ、公衆  

衛生の見地からの対策を講じることを要請されている。このため、自  
館の営業形態、施設・設備等に応じた、快適な温度及び空気環境の確  

保、トイレ等の清掃の徹底、衛生教育の充実による従業員の資質の向  

上等衛生水準の維持向L二のためのサービスの充実・強化を図り、利用  

者が清潔か／〕衛生的な環境でl央適に映画を楽しめるよう衛牛管群に努  

めるものとする。特に留意すべき事項としては、新型インフルエンザ  
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の発生が危惧されていることから、不特定多数の方々が利用する施設   

であることを踏まえ、営業者自ら従業員に対し衛生管理に関する模範   

を示すとともに、従業者の健康管理に十分留意し、従業者に対する衛   

生教育の徹底及び監督指導に当たることが必要である。   

さらに、営業者は、消防法（昭和二十三年法律第百八十六号）等の   

関係法令を踏まえた、非常口表示等を講じ皐去妄二轟妄、什ごトトノ‥Jノ㍉   

㌣塙′′）榊＝（二／う卜車’， － ㌧㍉、地域との連携を密にした防災・避難対策   

や上映前の入場者に対する適切な情報提供を行うことが必要である。   

2 経営課題への対処に関する事項   

経営課題への対処については、営業者の自立的な取組が前提である   

が、営業を通じて娯楽を提供し、国民生活の向上に貢献する観点から、   
営業者においては、次に掲げる事項を念頭に置き、経営の改善に積極   

的に取り組むことが期待される。   

（一）経営方針の明確化及び独自性の発揮に関する事項  

営業者は、自店の経営能力や市場の状況を適切に把握し、それに   

適合した経営を実現するとともに、経営管理の合理化及び効率化を   

図ることが必要である。  

また、営業者は、自館の立地条件、顧客層、利用者数、交通事情、   

他館との競合状況等を分析して、経営方針を明確化し、その方針に   

沿った利用者の増加のための努力を行うことが重要である。  

車社会の現状において、駐車設備を完備するシネマコンプレック   

スとの間で広域的な競争を強いられている単独館は、極めて厳しい   

経営環境にあるため、家族客、中高年齢者の客、女性客、若者客等   

多様な客の要望に合った映画の選択、固定客を確保するための会員   

制の割引や商店街の飲食店と提携した割引制度を講ずるなど、地域   
の実情に応じた方策を検討することが必要である。  

特に、地方都市の単独館では、営業者が変わることはほとんどな   

いため、経営手法が固定的になりやすく、新たな経営課題が発生し   

た場合に、経営の改善に取り組むことが難しい面がある。このため、   

営業者は、都道府県指導センター等の経営指導機関による経営診断   

を積極的に活用することが望まれる。   

（二）サービスの向上及び顧客の確保に関する事項  

営業者は、関連書籍、デジタルビデオディスク及びビデオソフト   

の販売、喫茶、売店コーナーの充実等、他の付帯事業の経営につい   

ても積極的に推進するとともに、インターネット等の情報通信技術  
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を活用し、ホーームページの開設、利用予約、異業種との提携等を行  
うなど、新たな顧客の確保に努めることが必要である。また、イン   

ターネットや地域のケーブルテレビを活用した広告等により顧客に   

対してサービス内容を積極的に働きかけるとともに、利用者のアン   

ケート箱の設置、利用者の要望の調査等を行うことにより、利用者   

の要望にあった付加価値の提供に努めるものである。  

一方、 「映画の盗撮の防止に関する法律（平成十九年五月二十日   

法律第五十六号）」（以下「映画盗撮防止法」という。）が施行さ   

れ、、映画館においての録音・録画行為は著作権の侵害となり禁止さ   

れた事項について、利用者への周知に努めるものとする。   

（三）施設及び設備の改善に関する事項  

利用者にとって、清潔で魅力的な施設となるよう、定期的な内外   
装の更新、快適な椅子の設置、映像・音響設備の改善等に努めるも  

のとする。  

映画産業のデジタル化の確立に伴い、 デジタルシネマ上映設備及   

び最近注目されている3D（立体映画）ヒ映に必要な機材等のビジ   

ネス情報を迅速に把握し検討することが必要である。   

（糾）従業員の資質の向上  

従業員の企画、顧客管理、接客等の技術の向上、映′ケ技師の確保   

等を図るため、組合等の研修会、講習会等も活用しつつ、その資質  

の向上を図るとともに、適切な労働条件や健康管二嘩を図る必要があ  

る。）  

営業者に対する支援に関する事項   

1 組合及び連合会による営業者の支援   

組合及び連合会においては、営業者における自立的な経営改善の取   

組を支援するため、都道府県指導センター等の関係機関との連携を密   

にし、次に掲げるような事項についての取組を行うよう努めるものと   

する（〕   

（一）衛生に関する知識及び意識の向上に関する事項  

営業者に対して衛生管理を徹底するための研修会及び講習会の開   

催、衛生管理に関するパンフレットの作成等に関する指導助言に努  

めるものとする。  

（二）施設及び設備の改善に関する事項  
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経営管理の合理化及び効率化、利用者の利益の増進等に対応する   

ための施設及び設備の改善に関する指導助言並びに情報提供に努め   

るものとする。  
また、高齢者等の利便性を考慮した施設の設計やサービスの提供   

等について研究を行うことにより、営業者の取組を支援することが   

重要である。   

（三）利用者の利益の増進に関する事項  

利用者の要望の多様化に応えるために必要な新技術の研究、催事   

の開催等利用者に対する映画館営業に関する啓発活動、共通利用が   
できる映画鑑賞券の発行の検討並びに利用者の動向や意識を把握す   

るための市場調査及び映画制作会社、映画配給会社等関連業界に対   

する当該情報の提供に努めるとともに、国民に対して映画館におけ   

る映画の魅力をPRすることに努めるものとする。   

（四）経営管理の合理化及び効率化に関する事項  

先駆的な経営事例等経営管理の合理化及び効率化に必要な情報、   

地域条件等経営環境に関する情報並びに業界の将来の展望に関する   

情報の収集及び整理並びに営業者に対するこれらの情報提供に努め   

るものとする。  

また、映画盗撮防止法の施行により映画館においての録音・録画   

行為は著作権の侵害となり禁止されたことに伴う利用者への周知方   

法等について営業者に情報提供するとともに、国民に対して映画盗   

撮防止法の趣旨のPRに努めるもの・とする。  
さらに、デジタルシネマの移行についても、営業者に対しで情報   

提供し、支援に努めるものとする。   

（五）営業者及び従業員の技能の改善向上に関する事項  

営業者の特質に応じて作成する接客マニュアルの作成の指導助言   

に努めるものとする。   

（六）配給会社等との良好な関係の構築に関する事項  

単独館が、配給制度、割引制度等について、配給会社との間で良   

好な関係を築くために行う情報収集及び連絡調整の支援に努めなけ   

ればならない。   

（七）事業の共同化及び協業化に関する事項  

事業の共同化及び協業化の企画立案並びに実施に係る指導に努め   

るものとする。  
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（八）従業者の福祉の充実に関する事項  

従業者の労働条件整備、作業環境の改善及び健康管理充実のため   

の支援、医療保倹（国民健康保険又は健康保険）、年金保険（国民   

年／金又は厚生年金保険）及び労働保険（雇用保険及び労働者災害補   

償保険）の加入等に係る啓発、組合員等の大多数の利用に資する福   

利厚生の充実並びに共済制度（退職金、生命保険等）の整備・強化  

に努めるものとする。   

（九）事業の承継及び後継者支援に関する事項  

事業の円滑な承継に関するケーススタディ、成功事例等の経営知  

識の情報提供の促進に努めるものとする。   

2 行政施策及び政策金融による営業者の支援及び利用者の信頼の向上   

（一）都道府県指導センターにおいては、組合との連携を密にし、営業   

者に対する経営改善のため経営指導員、経営特別相談員等による具   

体的指導・助言等の支援を行うとともに、利用者からの苦情や要望  

を組合を通じて個々の営業者に伝え、その営業に反映させるなど、   

利用者の信頼の向上に積極的に取り組むものとする。また、保健所   

をはじめとする都道府県生活衛生営業関係部局と連携を図り、新規   

開業者及び未加入事業者に対する組合加入促進策を講じるものとす  

る。   

（二）財団法人全国生活衛生営業指導センター（昭和五十五年三月∴十  

四日に財団法人全国環境衛生営業指導センターという名称で設立さ   

れた法人をいう。）においては、（一）の都道府県指導センターの   

取組を推進するため、消費者の意見も反映した営業者の経常改善の  

取組に役  

立つ情報の収集・整備や営業者への当該情報の提供、苦情マニュア  

ルの作成等に積極的に取り組むものとする。   

（二）匡L 都道府県等においては、興行場営業の健全な振興を図る観点  

から、興行場法等関係法令の施行業務等を通じ、営業者に対し、興  

行場に関する指導監督、情報提供その他の必要な支援に努めるもの  

とする。   

（四）日本政策金融公庫においては、施設及び設備の改善等について、   

営業者等が利用しやすい生活衛生資金貸付による融資の実施、災害   

時における相談窓l1の設同等必要な支援を行うとともに、生活衛生  
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関係営業に係る経済金融事情等の把握、分析及び関係団体への情報  

提供に努めるものとする。   

第三 営業の振興に際し配慮すべき事項  

一  環境保全及び省エネルギーの強化  

営業者は、営業活動に伴って生ずる廃棄物を少なくするよう努力する  
とともに、分別回収に協力し、地域の環境に悪影響を及ぼさないよう必  
要な措置を講じ、環境の保全に努めるものとする、  

また、地球環境保護のため、店舗の改修、機器の購入及び更新に際し  
ては、省エネルギー性能の高い機器の導入について配慮し、温室効果ガ  

ス排出抑制に努めるものとする。  

少子・高齢化社会等への対応  

営業者は、高齢者や障害者が住み慣れた地域社会で安心して充実した  

日常生活を営むとことができるよう、バリアフリー対策に積極的に取り  

組むとともに、車椅子用の鑑賞スペースの確保など、高齢化社会におけ  
る幅広い取り組みが期待される。また、乳幼児を抱える父母にも、映画  
鑑賞の機会を設けるために託児施設との連携を検討するとともに、少子  

化の中で青少年が安定して映画が楽しめる環境作りや若いフアンを育て  

る工夫を行うことが必要である。  

なお、営業者は、映画館の施設が身体障害者補助大法（平成十四年法  
律第四十九号）において身体障害者が同伴する身体障害者補助大の入館  
を拒否できないことを十分に認識し、対応することが必要である。  

このほか、営業者は、利用者が高齢化することを考慮した従業員への  
教育及び研修に努めるものとする。また、高齢者、障害者、妊産婦等に  
優しい環境の実現、受動喫煙の防止等について取り組むことが必要であ  

る。  

三 地域との共生  

営業者は、地域社会における行事等に積極的に参加し、地域住民  
に対して映画館の存在、提供するサービスの内容をアピールする機  

会を設けるものとする。例えば、地域における街づくりへの積極的  
な参加や、地域における防犯活動の推進に対する協力、地震等の大  
規模災害が発生した場合の地域住民への支援の展開など、様々な地  

域社会活動の－一翼を担い、地域と共生していくことが期待される。  

また、営業活動を行う際には、青少年層に悪影響を及ぼさないなど  
風紀面にも十分に注意しなければならない。  

このため、組合及び連合会においても、地域の自治体等と連携しな  

ー 36 －   



がら、社会活動を企画し、指導又は援助を行うことができる指導者の  

育成に積極的に取り組むとともに、営業者を支援することが期待され  

る。また、業種を超えて相互に協力を推進し、地域における特色のあ  

る取組を支援することが期待される。  
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クリーニング業の振興指針の概要  

第1 営業の振興の目標に関する事項  

Ⅰクリーニング業を取り巻く環境   

・クリーニングの支出の減少（家庭用洗濯機の及び洗剤の進歩、形状安定素材  

の普及）   

・大規模店の取次店の増加   

・施設数、従事者数、従事クリーニング師数の減少   

・苦情の増加、環境問題の対応の増加   

・原材料の価格上昇  

Ⅲ 今後五年間（平成二十五年度末まで）における営業振興の目標   

・公衆衛生上の危害発生防止   

・経営方針の明確化   

・新しい繊維製品の普及への対応   

・苦情及び事故を防止するための従業員の知識及び説明の水準アップ   

・積極的な環境保全対策   

・衛生水準の確保  

第2 クリーニング業の振興の目標を達成するために必  

要な事項  

Ⅰ 営業者が取り組むべき事項  

1 衛生水準の向上に関する事項  

（1）日常の衛生管理に関する事項  

・公衆衛生上の見地からの感染症対策  

・洗濯前と洗濯後の衣類の適切な区分と衛生管理  

・石油系溶剤の残留確認（ドライチェッカー）  

・従業員の清潔保持  

（2）衛生面における施設及び設備の改善に関する事項  

・衛生的な店舗（取次所、集配車含む）  

・一定の衛生水準の構造設備  

2 経営課題への対処に関する事項   

（1）経営方針の明確化及び独自性の発揮に関する事項  

・経営能力や市場の状況把握  

・自店の経営上の把握（立地条件、客層、メニュー、技術力）  

・情報収集と将来を見据えた経営方針  

・経営診断   

（2）サービスの見直し及び向上に関する事項  

・経営方針に照らした営業形態（営業日、営業時間）  
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・有料保管等のサービスの選択  

・個性のある店舗づくり   

（3）施設及び設備の改善に関する事項  

・定期的な内外装の改装  

・高齢者等に施設及び設備（バリアフリー対応）  

・環境保全や省エネルギーの観点からの改善及び整備  

（4）情報通信技術を利用した新規顧客の獲得及び顧客の確保に関する事項  

・顧客情報のデータベース化、DM、  

・ホームページを活用した顧客の確保  

・クリニングギフト券及び電子決済等の普及  

・個人情報の管理の事項   

（5）表示の適正化と苦情の適切な処理に関する事項  

・見やすい料金表及び苦情の申し出先の明示  

・標準営業約款の登録と掲示  

・受取及び引渡時の十分な説明  

・衣料に関する知識の取得により事故防止  

・賠償責任保険等の活用  

（6）従業員の資質の向上に関する事項  

・事前説明の徹底のための知識の習得  

・クリーニング師研修会等による資質向上  

・適正な労働条件の確保   

Ⅱ 営業者に対する支援に関する事項  

1 組合及び連合会による営業者の支援  

（1）衛生に関する知識及び意識の向上に関する事項  
・衛生管理の研修会及び講習会の開催  

・衛生管理の手引きの作成等  

（2）施設及び設備の改善に関する事項  

（3）利用者の利益の増進に関する事項  

・苦情処理の対応の作成  

・クリーニング事故防止システムの改善及び普及  

・クリーニング物の誤配防止に係る品物管理システムの普及  

・利用者の意見収集及び消費者教育支援センターとの連携  

・知識啓発のためのパンフレット作成  

（4）経営管理の合理化及び効率化に関する事項  

（5）営業者及び従業員の技能の改善向上に関する事項  

・講習会及び技能コンテストの開催  

（6）事業の共同化及び協業化に関する事項  

・「マシーン・リング方式」の指導  

・公害防止設備の協業化  
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（7）取引関係の改善に関する事項  

（8）従業者の福祉の充実に関する事項  

・労働条件及び福利厚生の充実、共済制度の整備、強化  

・医療保険、年金保険、労働保険の加入の啓発  

（9）事業の承継及び後継者支援に関する事項  

・ケーススタディ等の成功事例等の経営知識の情報提供  

・後継者支援事業の促進   

2 行政施策及び政策金融による営業者の支援並びに利用者の信頼の向上  

（1）都道府県指導センター  

・営業者に対する経営改善のため、経営指導員等による指導、助言等の支援  

・利用者からの苦情や要望の伝達  

・保健所等との連携による新規組合加入促進  

（2）全国指導センター  

・経営改善の取組に役立つ情報収集、苦情処理マニュアル作成  

・標準営業約款の登録の促進  

（3）国、都道府県  
・クリーニング師研修及び講習会の実施  

・クリーニング業に関する指導監督、情報提供等  

（4）日本政策金融公庫  

・生活衛生資金貸付に融資の実施等  

・経済金融事情等の把握、分析及び情報提供  

第3 営業の振興に際し配慮すべき事項  

Ⅰ 環境の保全   

・公害の発生防止及び産業廃棄物の適正処理   

・公害防止関係法令の理解と遵守及び設備改善   

・資金、人材等の組織的対応  

Ⅱ 省エネルギーの強化及びリサイクル対策の推進   

・省エネルギー性能の高い機器購入等への配慮   

・ハンガー等のリサイクルの推進  

Ⅲ 少子・高齢化社会等への対応   

・洗濯物の集荷・配達サービス   

・身体障害者補助大法   

・高齢者、障害者、妊婦等への配慮  

Ⅳ 地域との共生  

・地域における街づくりへの参加  

・大規模災害時の地域の支援  

・組合及び連合会との相互協力  
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資料8－2  

クリーニング業振興指針（事務局最終案）  

営業の振興の目標に関する事項  
クリーニング業を取り巻く環境   

今後五年間（平成二十五年度末まで）における営業振興の目標  
クリーニング業の振興の目標を達成するために必要な事項   

営業者が取り組むべき事項  

1 衛生水準の向上に関する事項  
2 経営課題への対処に関する事項   

営業者に対する支援に関する事項  
1 組合及び連合会による営業者の支援  

2 行政施策及び政策金融による営業者の支援並びに利用者の信頼  
の向上   

営業の振興に際し配慮すべき事項   

環境の保全   

省エネルギーの強化及びリサイクル対策の推進   

少子・高齢化社会等への対応   

地域への共生   

．妨一一  

j弔一  
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クリーニング業の営業者は、クリーニング業法（昭和二十五年法律第  

二百七号）等を遵守しつつ、新たな衛生上の課題に対応するなど、常に  

衛生水準の向上を図らなければならない。   

また、より高い利用者の利便への対応等の経営上の課題への取組が求  

められる一方、個々の営業者による取組だけでは、十分な対策を講じら  

れなかったり成果を得るまでに時間を要したりする面がある。このため、  

生活衛生同業組合（生活衛生同業小組合を含む。以下「組合」という。  
）及び全国クリーニング生活衛生同業組合連合会（以下「連合会」とい  

う。）が実施する共同事業や研修事業、都道府県生活衛生営業指導セン  
ター（以下「都道府県指導センター」という。）等が実施する経営相談  

による支援に加え、株式会社日本政策金融公庫（以下「日本政策金融公  
庫」という。）による融資等により、各営業者の自主的な取組を支援し、  
もって公衆衛生の向上の計画的な推進を図ることが必要である。   

本指針は、現在、クリーニ ング業が抱えている諸問題を克服し、利用  

者の要望の変化に的確に対応できる経営形態に移行できるよう、営業の  

振興を計画的に図り、もって公衆衛生の向上と利用者の利益の擁護に資  

することを目的として定めるものである。営業者及び組合においては、  
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本指針を踏まえ、行政等と連携を図りつつ、経営の改善等に積極的に取  
り組み、国民生活の向上に貢献することが期待される。   
また、本指針は、クリーニング業の活力ある発展を遂げるための方策  

について取りまとめたものであり、本指針の積極的な活用により、日常  
生活の質の向上を実感できる国民生活の実現、活力ある地域社会づくり  
への貢献など、クリーニング業の役割を増大させ、新たな発展の可能性  
をもたらすことが期待される。   

第一 営業の振興の目標に関する事項   
一  クリーニング業を取り巻く環境  

クリーニング業は、国民の衛生的で快適な衣料・住環境を確保す  

るとともをこ、家事労働の代替サービスを提供することにより、国民  
生活の向上に大いに寄与してきたところである。  

しかし、近年、経済状況についての先行き不安感、家庭用洗濯機  
及び洗剤の進歩、コインランドリーの普及、形状安定素材を使用し  
た衣料の普及等による利用者の家計支出に占めるクリーニングに関  

する支出の減少、大規模企業による取次チェーン店の展開や無店舗  
型取次サービスといった新しい営業形態を採る企業の参入等による   

過当競争の激化が見られる中、施設数は平成十四年度の約十五万七  
千カ所から平成十九年度の約十四万一千カ所に減少しており、この  

うち平成十九年度においては、一般クリーニング所は約四万カ所、  

取次所は約十万一千カ所となっている、従事クリーニング師数はぃ  

平成十四年度約六万五千名、平成十九年度約六万名となっている。  

一方、新素材の開発、普及等、衣類の多様化に伴うクリーニング  
事故に対する苦情の増加、ドライクリーニング溶剤等化学物質に対  

する環境規制の強化、臭気・騒音等クリーニング所の環境面におけ  

る配慮の必要性の増加、営業者の高齢化と後継者の不足、近年の原  
材料価格の上昇等もみられ、クリーニング業界をめぐる環境には大  
変厳しいものがある。  

このような環境の中で、クリーニング業の振興を図るためには、  

従来にも増して利用者の立場に立ったサービスの提供に向けた努力、  

環境保全対策の推進、共同事業の強化等経営効率化の努力、利用者  
への説明や苦情処理の適正化等の利用者の信頼を得る営業努力等が  

重要である。  

二 今後五年間（平成二十五年度末まで）における営業の振興の目標  

クリーニング業は、人体の分泌物、ほこり、微生物等により汚染  
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された衣料等を処理する営業であり、病原微生物に汚染されたおそ   

れのある衣料等を洗濯することによる公衆衛生上の危害の発生を防  

止するため、その取扱い及び処理を衛生的かつ適正に行うことは、  

営業者の責務である。また、石油系溶剤等の残留による健康被害が  
生じないように留意することが必要である。  

一方、原材料価格の高騰や世界的金融危機等に伴う経済状況の変   

化が予想される中で、経営の安定化を図るために、経営方針を明確  
化するとともに、利用者の立場に立った付加価値を創出するための  
サ∵ビスの見直しや組合等が推進する共同事業の積極的な活用によ  
る経営の効率化に努めることが必要である。  

また、新たな素材による一繊維製品の普及等によ■り、クリーニン  
グ事故や苦情が増加している。 このような事故等を防ぐために、受  

付を行う従業者の知識及び説明の水準を上げるとともに、事故が生  

じた後の苦情処理の適正化に努め、利用者の信頼を得る営業を目指  
すことが必要である。  

さらに、環境保全についての国民の関心は一層高くなっており、  
ドライクリーニング溶剤等の化学物質を使用する機会が多いクリ  

ーニング業にとっては、環境保全対策に積極的に取り組んでいく  

ことが重要である。  

各営業者は、衛生水準の向上、付加価値を創出するための経営改  
善、クリーニング事故の防止及び利用者への情報提供、環境保全の  
推進等に積極的に取り組むことにより、衣料等の保全に係る総合的  
なサービス業としての独自性を発揮し、クリーニング業に対する利  

用者の理解と信頼の向上を図ることを目標とすべきである。   

第ニ クリーニング業の振興の目標を達成するために必要な事項   
一  営業者が取り組むべき事項   

1 衛生水準の向上に関する事項   

（一）日常の衛生管理に関する事項  

近年のセレクス菌、ノロウイルス等の感染症の発生状況を踏ま  

え、クリーニング業においても、公衆衛生の見地から感染症対策  

の充実を図ることが要請されている。このため、洗濯前の衣料と  
洗濯後の衣料の適切な区分け、消毒等の処理、施設及び設備の清  

潔保持と従業者への衛生教育の徹底や健康管理を行うべきである。  

また、石油系溶剤の残留による化学やけどの防止のため、ドライ  

チェッカー（石油系溶剤残留測定機）による溶剤の乾燥状態の確  
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認の励行にも取り組むべきである。   

（二）衛生面における施設及び設備の改善に関する事項  

営業者は、店舗の内外装を美しく、かつ、衛生的にすることが   

基本であり、取次所や洗濯物の集配車を含めて、洗濯前の衣料と   
洗濯後の衣料を区分するなど、一定の衛生水準を保つ構造設備に   

するよう留意するとともに、石油系溶剤の残留による健康被害が   

生じないような設備の点検及び整備に努めるものとする。   

2 経営壱果題への対処に関する事項  

経営課題への対処については、営業者の自立的な取組が前提で  

あるが、利用者に衣料等の保全に係る総合的なサービスを提供し、   

国民生活の向上に貢献する観点から、次に掲げる事項を念頭に置  

き、経営の改善に積極的に取り組むことが期待される。   

（一）経営方針の明確化及び独自性の発揮に関する事項  

営業者は、自店の経営能力や市場の状況を適切に把握し、そ  
れに適合した経営を実現するとともに、経営管理の合理化及び  
効率化を図ることが必要である。  

また、営業者は、自店の立地条件、顧客層、経営規模、技術  
力等自店の経営上の特質を十分把握した上で、自店がどのよう  

な客層を対象にどのようなサービスを重点的に提供するのかと  

いう経営方針を明確化することが重要である。  
既に地域に定着している店であっても、客層の変化、周囲の  

競合店の状況等の情報を収集し、自らの店が利用者に提供すべ  

きサービスを見直すなど、経営意識の改革に努めるとともに、  

将来を見据えた経営方針を改めて検討することが必要である。  

特に、家族経営等の小規模店は、営業者や従業員が変わるこ  
とはほとんどないため、経営手法が固定的になりやすく、新た  
な経営課題が発生した場合に、経営の改善に取り組むことが難  

しい面がある。このため、営業者は、都道府県指導センター等  
の経営才旨導機関による経営診断を積極的に活用することが望ま  

れる。   

（二）サービスの見直し及び向上に関する事項  

それぞれの店の立地条件・経営方針に照らし、営業日、営業時  
間、季節外衣料の有料保管の実施など、サービスの内容を見直す  
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とともに、店内の雰囲気、接客態度、衣料の特徴に合った洗濯や   

保管知識の提供、リフォー ム、和服の洗濯、しみ抜きや丁寧な仕   
上げ等の利用者の立場に立った観点からのサービスの見直しによ  

り、競合店との”違い”を明確に打ち出す等により、付加価値を  

高めるように努めるものとする。   

（三）施設及び設備の改善に関する事項  

営業者は、清潔で好ましい店となるよう、定期的な内装及び   
外装の改装、施設及び設備のバリアフリー化、サービスの高付加   

価値化及び生産性の向上、従業者の安全衛生の確保及び労働条件  
の改善並びに環境保全や省エネルギーの観点からの施設及び設備  

の必要な改善及び整備に努めるものとする。   

（四）情報通信技術を利用した新規顧客の獲得及び顧客の確保に関す  

る事項  

営業者は、顧客との信頼関係に基づき顧客情報を適正に管理し、  
その情報を基に、各種サービスの実施等の催事情報をダイレクト  
メールで顧客に発送するなど、顧客への積極的な働きかけをする  
とともに、パーソナルコンピュータを利用して業務の合理化及び  
効率化を図ることが重要である。  

また、インターネット等の情報通信技術を効果的に活用し、ホ  

ームページの開設、異業種との提携等を行うなど、新たな顧客の  
確保に努めることが必要である。  

さらに、利用者の利便を考慮して、クリーニングギフト券、ク  
レジットカード、電子決済等の普及に努めることも必要である。  

営業者は、必ずしも個人情報の保護に関する法律（平成十五年  
法律第五十七号）に規定される個人情報取扱事業者に該当すると  
は限らないが、同法の趣旨を踏まえ、顧客データ等の管理に当た  
っては、適正に対応することが必要である。   

（五）表示の適正化と苦情の適切な処理に関する事項  

営業者は、店外を始めとして、利用者の見やすい場所にサービ   
スの項目及びその料金並びに苦情の申し出先を明示しなければな  

らない。  

また、営業者は、財団法人全国生活衛生営業指導センター（昭  
和五十五年三月二十四日に財団法人全国環境衛生営業指導センタ  
ーという。以下「全国指導センター」という。）が定めるサービ  
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スの内容並びに施設及び設備の表示の適正化に関する事項等を内  

容とするクリーニング業の標準営業約款に従って営業を行う旨の  

登録をし、標識及び当該登録に係る約款の要旨を掲示するよう努  

めるものとする。  

クリーニング業は、受託した衣料の破損、仕上がりへの不満等   

事故や苦情の多い業態である。このため、洗濯物の受取及び引渡  
しの際には、処理方法等について利用者へ十分な説明に努めなけ   
ればならない。そのため、クリーニング事故防止システム等の活   

用による新たな衣料に関する知識の取得等により、事故の未然防   
止に努めるとともに、事故が生じた場合には、適切かつ誠実な苦   

情処理と賠償責任保険等を活用した損害の補填により、利用者と  

の信頼関係の維持向上に努めるものとする。   

（六）従業員の資質の向上に関する事項  

クリーニング業の新たな発展を期するためには、技術力、情報   

収集力、人的能力等の質的な経営資源を充実し、経営力の強化を   
図る必要があるが、特に人材の育成は、経営上の重要な点である。  

したがって、営業者は、従業者の資質の向上に関する情報を収   

集し、繊維製品に関する知識を習得するなど、進んで自己研鎮に   

努め、従業者が衣料の受取時に利用者に対して行う素材、色、デ   
ザイン、仕上がりに関する事前説明を徹底するなど、職場内指導   

を充実するとともに、自治体及び都道府県指導センターや組合等   
の実施するクリーニング師研修会への積極的参加や講習会等あらゆ   

る機会を活用して従業者の資質の向上を図り、その能力を効果的に   

発揮できるよう努めるとともに、適正な労働条件の確保に努めるも   

のとする。   

二 営業者に対する支援に関する事項  
1 組合及び連合会による営業者の支援  

組合及び連合会においては、営業者における自立的な経営改善の   

取組を支援するため、都道府県指導センター等の関係機関との連携   
を密にし、次に掲げるような事項についての取組を行うよう努める   

ものとする。  
（一）衛生に関する知識及び意識の向上に関する事項  

営業者に対して衛生管理を徹底するための研修会及び講習会  

の開催、営業者及びクリーニング師の衛生管理の手引の作成等に  

よる普及啓発、基礎的技術の改善、感染症、化学やけど等の新た  
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な健康被害に関する研究の推進及び新技術の研究開発並びに衛生   

管理体制の整備充実に努めるものとする。   

（二）施設及び設備の改善に関する事項  

衛生生水準の向上、経営管理の合理化及び効率化、利用者の利   

益の増進等に対応するための施設及び設備の改善に関する指導助  

言並びに情報提供に努めるものとする。   

（三）利用者の利益の増進に関する事項  

サービスの適正表示や苦情処理の対応に関するマニュアルの作成  

による普及啓発、クリーニング事故防止システムの改善及び普及、   

クリ一三ング物の誤配防止に係る品物管理システムの普及、クリ   
ーニング製品の安全・安心に係る危機管理マニュアル及び賠償責  

任保険への加入促進、利用者の意見等に関する情報の収集及び提  
供並びに消費者教育支援センター等との連携による利用者のクリ  

ーニング業に対する正しい知識の啓発普及に努めるものとする。   

（四）経営管理の合理化及び効率化に関する事項  

先駆的な経営事例等経営管理の合理化及び効率化に必要な情報、   

立地条件等経営環境に関する情報、クリーニング業界の将来の展望   

に関する情報の収集及び整理並びに営業者に対するこれらの情報提   

供に努めるものとする。   

（五）営業者及び従業員の技能の改善向上に関する事項  

クリーニング師等の資質の改善向上を図るための研修会、講習   

会及び技能コンテストの開催等教育研修制度の充実強化に努める   
ものとする。又、自治体が主催するクリーニング師研修会受講の   

支援に努めるものとする。   

（六）事業の共同化及び協業化に関する事項  

事業の共同化及び協業化の企画立案並びに実施に係る指導に努め   

るものとする。  
特に、経営環境の悪化や住宅密集地域におけるクリーニング所   

の立地の困難化及び営業者の高齢化が進む中で、組合や経営方針   

を同じくする営業者間でのクリーニング工場の共同化、自店では   

特定の分野の商品の処理に特化し、それ以外の商品は各々の分野   
に特化した他の営業者へ依頼を行う方式（以上「マシーン・リン  
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グ方式」という。）についての指導に努めるものとする。  

また、公害防止設備及び付帯設備の導入においても、営業者間   

での協業化の推進及び指導に努めるものとする。   

（七）取引関係の改善に関する事項  

共同購入等取引面の共同化の推進、クリーニング機械業界、資   

材業界等の関連業界の協力を得ながらの取引条件の合理的改善及   
び組合員等の経済的地位の向上に努めるものとする。  

また、関連業界との連携を深め、情報の収集及び交換の機会の  
・確保に努めるものとする。   

（八）従業者の福祉の充実に関する事項  

従業者の労働姦件整備、作業環境改善及び健康管理充実のため   

の支援、医療保険（国民健康保険又は健康保険）、年金保険（国   
民年金又は厚生年金保険）及び労働保険（雇用保険及び労働者災   

害補償保険）の加入等に係る啓発、組合員等の大多数の利用に資   
する福利厚生の充実及び共済制度（退職金・生命保険等）の整備・   

強化に努めるものとする。   

（九）事業の承継及び後継者支援に関する事項  

事業の円滑な承継に関するケーススタディ、成功事例等の経営知   

識の情報提供及び後継者支援事業の虎進に努めるものとする。   

2 行政施策及び政策金融による営業者の支援、利用者の信頼の向上  
（一）都道府県指導センターにおいては、組合との連携を密にし、営業   

者に対する経営改善のため経営指導員、経営特別相談員等による具   

体的指導・助言等の支援を行うとともに、利用者からの苦情や要望  

を組合を通じて個々の営業者に伝え、その営業に反映させるなど、   

利用者の信頼の向上に積極的に取り組むものとする。また、保健所  
をはじめとする都道府県生活衛生営業関係部局と連携を図り、新規  

開業者及び未加入事業者に対する組合加入促進策を講じるものとす  

る。   

（二）全国指導センターにおいては、（一）の都道府県指導センターの  

取組を推進するため、利用者の意見も反映した営業者の経営改善の  

取組に役立っ情報の収集・整備や営業者への当該情報の提供、苦情  
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処理マニュアルの作成等に積極的に取り組むものとする。また、標   

準営業約款制度に関し、都道府県指導センターと連携を図り、各営   

業者の標準営業約款の登録の促進策を講じるものとする。   

（三）国、都道府県等においては、営業の健全な振興を図る観点から、   

クリーニング業法等関係法令の施行業務等を通じ、営業者に対し、   

クリーニング師研修及び従事者講習の実施、クリーニング業に関す   

る指導監督、安全衛生に関する情報提供その他の必要な支援に努め   

るものとする。   

晒）日本政策金融公庫においては、施設及び設備の改善等について、   

営業者等が利用しやすい生活衛生資金貸付による融資の実施、災   

害時における相談窓口の設置等必要な支援を行うとともに、生活   

衛生関係営業に係る経済金融事情等の把握、分析及び関係団体へ  
の情報提供に努めるものとする。  

ノ亡′r－・一－▲  

弟二   営業の振興に際し配慮すべき事項  

環境の保全   

営業者は、営業活動に伴う水質汚濁、大気汚染、悪臭、土壌汚染、  

騒音等の公害の発生の防止及び産業廃棄物の適正な処理のために、  

公害防止関係法令等を十分理解し、遵守するとともに、設備の改善  

などの必要な措置を講じ、環境の保全に積極的に努めるものとする。   

しかしながら、これらの問題に対処するためには、新しい設備・  

技術の導入等が不可欠であり、相当額の資金の確保とともに、新し  

い設備・技術に対応できる人材が必要となるなど、組合及び連合会  

を含めた組織的対応が望まれる。   

省エネルギーの強化及びリサイクル対策の推進   

営業者は、店舗の改修、ボイラー等の機器の購入及び更新に際  

しても、省エネルギー性能の高い機器の導入について配慮し、温  

室効果ガス排出抑制に努めるものとする。   
また、ハンガー、ポリ容器資材等のリサイクルの推進のため、  

リサイクル方法等について組合で統一するなど組織的な対応が望  

まれる。   

少子・高齢化社会等への対応  
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クリーニング店は、商店街や住宅街にある店舗が多いため、地域  
に密着した業態であると言える。営業者は、高齢者や障害者が住み  
慣れた地域社会で安心して充実した日常生活を営むことができるよ  

う、バリアフリー対策に積極的に取り組むとともに、洗濯物の集荷  
・配達サービスなど、高齢化社会における幅広い取り組みが期待さ  

れる。   
また、営業者は、クリーニング店が身体障害者補助大法（平成十  

四年法律第四十九号）において身体障害者が同伴する身体障害者補  
助大の入店を拒否できないことを十分に認識し、対応することが必  

要である。   

このほか、営業者は、利用者が高齢化することを考慮した従業員  
への教育及び研修に努めるものとする。また、高齢者、障害者、妊  
産婦等に対して優しい環境の実現等について取り組むことが必要で  

ある。  

四 地域との共生  
営業者は、地域社会における行事等に積極的に参加し、地域住民   

に対してクリーニング店の存在、提供するサービスの内容をアピー   
ルする機会を設けるものとする。例えば、地域における街づくりへ   

の積極的な参加や、地域における防犯活動の推進に対する協力、地   
震等の大規模災害が発生した場合の地域住民への支援の展開など、   
様々な地域社会活動の一翼を担い、地域と共生していくことが期待   

される。  
このため、組合及び連合会においても、 地域の自治体等と連携し   

ながら、社会活動を企画し、指導又は援助を行うことができる指導   

者の育成に積極的に取り組むとともに、営業者を支援することが期   
待される。また，業種を超えた相互に協力を推進し、地域における特   

色ある取組を支援することが期待される。  
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資料8－3  

○ クリ‘－ニング業の振興指針の新旧対照表  

改正案  

旦遮  

簑二 宮業の振興の目標に関する事項  

二瀬扱り二巻く環境  

圭 

＆ナる営業振興の目標  

量琳の削票を達成  

吏るために必要な事項  

二 

ユ 

呈 

瀾こ関する事項  

1 
行政施策及び政策金融による営業者支  

援並びに利用者の信頼の向上  

簑主潮し配慮すべき事項  

二二 環境の保全  

鋤の強化及びリサイクル対  

簑吸塵進  

三 少子・高齢化社会等への対応  

地域への共生  

クリーニング業の営業者は、クリーニング業  

法（昭和二十五年法律第二百七号）等を遵守  

しつつ、新たな衛生上の課是引こ対応するな  

ど、常に衛生水準の向上を図らなければなら  

ない。  

また、より高い利用者の利便への対応等の経  

営上の課題への取組が求められている。しか  

しながら、個々の営業者による取組だけで  

は、必ずしも十分な対策を講じることができ  

クリーニング業の営業者は、クリーニング業  

法（昭和二十五年法律第二百七号）等を遵守  

しつつ、新たな衛生上の課題に対応するな  

ど、常に衛生水準の向上を図らなければなら  

ない。  

また、より高い利用者の利便への対応等の経  

営上の課題への取組が求められる一方、個々  

旦草葉者による取組だけでは、十分な対策を  

邁じられなかったり成果を得るまでに時間  

皇要したりする面がある。このため、生活衛  

生同業組合（生活衛生同業小組合を含む。以  

なかったり、十分な成果を得るまでに時間を  

要する面がある。このため、生活衛生同業組  

合（以下「組合」というJ及び全国クリーニ  

ング生活衛生同業組合連合会（以下「連合会」  

という。）が実施する共同事業や研修事業、  

「組合」という。）及び全国クリーニング  

生活衛生同業組合連合会（以下「連合会」と  

いう。）が実施する共同事業や研修事業、都  
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都道府県生活衛生営業指導センター（以下  

「都道府県指導センター」という。）等が実  

施する経営相談、国民生活金融公庫による融  

資等により、各営業者の自主的な取組を支援  

し、もって公衆衛生の向上の計画的な推進を  

図ることが必要である。  

道府県生活衛生営業指導センター（以下「都  

道府県指導センター」という。）等が実施す  

る経営相談による支援に加え、株式会社日本  

政策垂融公庫（以下「日本政策金融公庫」と  

いう」による融資等により、各営業者の自  

主的な取組を支援し、もって公衆衛生の向上  

の計画的な推進を図ることが必要である。  

本指針は、現在、クリーニング業が抱えてい  

る諸問題を克服し、利用者の要望の変化に的  

確に対応できる経営形態に移行できるよう、  

営業の振興を計画的に図り、もって公衆衛生  

の向上と利用者の利益の擁護に資すること  

を目的として定めるものである。営業者及び  

組合においては、本指針を踏まえ、行政等と  

連携を図りつつ、経営の改善等に積極的に取  

り組み、国民生革の向上に貢献することが期  

待される。  

また、閻ング筆の活力ある  

発展を遂げるた脾取りまと  

めたものであり、朋Iこよ  

り、日常生活の質の向上を実感できる国民生  

活の実現、活力ある地域社会づくりへの貢献  
など、伸せ、新  

たな発展の可能性をもたらすことが鞄塵呈  

れる。  

本指針は、現在、クリーニング業が抱えてい  

る諸問題を克服し、利用者の要望の変化に的  

確に対応できる経営形態に移行できるよう、  

営業の振興を計画的に図り、もって公衆衛生  

の向上と利用者の利益の擁護に資すること  

を目的として、定めるものである。営業者及  

び組合においては、本指針を踏まえ、行政等  

と連携を図りつつ、経営の改善等に積極的に  

取り組み、国民生活の向上に貢献することが  

期待される。  

第一 営業の振興の目標に関する事項  

t クリーニング業を取り巻く環境  

クリーニング業は、国民の衛生的で快適な衣  

料・住環境を確保するとともに、家事労働の  

代替サービスを提供することにより、国民生  

活の向上に大いに寄与してきたところであ  

る。  

しかし、近年、長引く景気の低迷による先行  

き不安感、家庭用洗濯機及び洗剤の進歩、コ  

インランドリーの普及、形状安定素材を使用  

した衣料の普及等による利用者の家計支出  

第一 営業の振興の目標に関する事項  

－ クリーニング業を取り巻く環境  

クリーニング業は、国民の衛生的で快適な衣  

料一任環境を確保するとともに、家事労働の  

代替サービスを提供することにより、国民生  

活の向上に大いに寄与してきたところであ  

る。  

しかし、近年、経済状況についての先行き不  

安感、家庭用洗濯機及び洗剤の進歩、コイン  

ランドリーの普及、形状安定素材を使用した  

衣料の普及等による利用者の家計支出に占  
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に占めるクリーニングに関する支出の減少、  

大規模企業による取次チェーン店の展開や  

無店舗型取次サービスといった新しい営業  

形態を採る企業の参入等による過当競争の  

激化、輸入品の増加等衣料の多様化に伴うク  

リーニング事故に対する苦情の増加、ドライ  

めるクリーニングに関する支出の減少、大規  

模企業による取次チェーン店の展開や無店  

舗型取次サービスといった新しい営業形態  

を採る企業の参入等による過当競争の激化  

塑見られる中、施設数は平成十四年度の約十  

重万七千九折から平成十九年度の約十四万  

二千カ所に減少しており、このうち平成十九  

生度においては、舶ニング所は約嬰  

互カ所、取次所は約十万一千カ所となってい  

潮ニング師数は、平成十四年度  

飽六万五千名、平成十九年度約六万名となっ  

三」血  

二方、新素材の開発、普及等、衣類の多様化  

良半うクリーニング事故lこ対する苦情の増  

∃虹、ドライクリーニング溶剤等化学物質に対  

壬 ＿ 

之グ所の環境面における配慮の必要性の増  

迦 

昼材料価格の上昇等もみられ、クリーニング  

墓界をめぐる環境には大変厳しいものがあ  

旦L  

このような環境の中で、クリーニング業の振  

興を図るためには、従来にも増して利用者の  

立場に立ったサービスの提供に向けた努力、  

環境保全対策の推進、共同事業の強化等経営  

効率化の努力、利用者への説明や苦情処理の  

適正化等の利用者の信頼を得る営業努力等  

が重要である。  

クリーニニング溶剤等化学物質lこ対する環境  

規制の強化、臭気閻ニング所の  

環境面における配慮の必要性の増加、営業者  

の高齢化と後継者の不足など、クリーニング  

業界をめぐる環境には大変厳しいものがあ  

る。  

このような環境の中で、クリーニング業の振  

興を図るためには、従来にも増して利用者の  

立場に立った付加価値の提供に向けた努力、  

環境保全対策の推進、共同事業の強化等経営  

効率化の努力、利用者への説明や苦情処理の  

適正化等の利用者の信頼を得る営業努力等  

が重要である。  

二今後五年間（平成二十五年度末まで）にお  

ける営業の振興の目標  

クリーニング業は、人体の分泌物、ほこり、  

微生物等により汚染された衣料等を処理す  

る営業であり、病原微生物に汚染されたおそ  

れのある衣料等を洗濯することによる公衆  

衛生上の危害の発生を防止するため、その取  

二 今後五年間（平成二十年度末まで）にお  

ける営業の振興の目標  

第一に、クリーニング業は、人体の分泌物、  

ほこり、微生物等により汚染された衣料等を  

処理する営業であり、病原微生物に汚染され  

たおそれのある衣料等を洗濯することによ  

る公衆衛生上の危害の発生を防止するため、  
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その取扱い及び処理を衛生的かつ適正に行  

うことは、営業者の責務である。またヾ石油  

系溶剤等の残留による健康被害が生じない  

ように留意する必要がある。  

第二に、競争が激化する中で、経営の安定化  

を図るために、経営方針を明確化するととも  

に、利用者の立場に立った付加価値を創出す  

るためのサービスの見直しや組合等が推進  

する共同事業の積極的な活用による経営の  

効率化に努める必要がある。  

扱い及び処理を衛生的かつ適正に行うこと  

は、営業者の責務である。また、石油系溶剤  

等の残留による健康被害が生じないように  

留意することが必要である。  

一方、原材料価格の高騰や世界的金融危機等  

イこ伴う経済状況の変化が予想される中で、経  

営の安定化を図るために、経営方針を明確化  

するとともに、利用者の立場に立った付加価  

値を創出するためのサービスの見直しや組  

合等が推進する共同事業の積極的な活用に  

よる経営の効率化に努めることが必要であ  

る。  

重た⊥新たな素材による繊維製品の普及等に  

より、クリーニング事故や苦情が増加してい  

る。このような事故等を防ぐために、受付を  

行う従業者の知識及び説明の水準を上げる  

とともに、事故が生じた後の苦情処理の適正  

化に努め、利用者の信頼を得る営業を目指す  

ことが必要である。  

さらに、環境保全についての国民の関心は一  

層高くなっており、ドライクリーニング溶剤  

等の化学物質を使用する機会が多いクリー  

ニング業にとっては、環境保全対策に積極的  

に取り組んでいくことが重要である。  

各営業者は、衛生水準の向上、付加価値を創  

出するための経営改善、クリ→ニング事故の  

防止及び利用者への情報提供、環境保全の推  

進等に積極的に取り組むことにより、衣料等  

の保全に係る総合的なサービス業としての  

独自性を発揮し、クリーニング業に対する利  

用者の理解と信頼の向上を図ることを目標  

とすべきである。  

第三に、新たな素材による繊維製品の普及等  

により、クリーニング事故や苦情が増加して  

いる。このような事故等を防ぐために、受付  

を行う従業員の知識及び説明の水準を上げ  

るとともに、事故が生じた後の苦情処理の適  

正化に努め、利用者の信頼を得る営業を目指  

す必要がある。  

第四に、環境保全についての国民の関心は高  

く、ドライクリーニング溶剤等の化学物質を  

使用する機会が多いクリーニング業にとっ  

ては、環境保全対策に積極的に取り組んでい  

くことが重要である。  

各営業者は、衛生水準の向上、付加価値を創  

出するための経営改善、クリーニング事故の  

防止及び利用者への情報提供、環境保全の推  

進等に積極的に取り組むことにより、衣料等  

の保全に係る総合的なサービス業としての  

独自性を発揮し、クリーニング業に対する利  

用者の理解と信植の向上を図ることを目標  

とする。  

第ニ クリーニング業の振興の目標を達成  

するために必要な事項  

一 宮業者が取り組むべき事項  

第ニ クリーニング業の振興の目標を達成  

するために必要な事項  

一 宮業者が取り組むべき事項  
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1衛生水準の向上に関する事項   1 衛生水準の向上に関する事項   

（－－）日常の衛生管理に関する事項   （－） 日常の衛生管理に関する事項   

近年のセレウス菌、ノロウイルス等の感染症  近年の腸管出血性大腸菌（0一五七）や、新た   

の発生状況を踏まえ、クリーニング業におい  

ても、公衆衛生の見地から感染症対策の充実   

を図ることが要請されている。このため、洗  対策の充実を図ることが要請されている。こ   

濯前の衣料と洗濯後の衣料の適切な区分け、  のため、洗濯前の衣料と洗濯後の衣料の適切   

消毒等の処理、施設及び設備の清潔保持と従  な区分け、消毒等の処理、施設・設備の清潔   

業者への衛生教育の徹底や健康管理を行う  保持と従業者への衛生教育の徹底や健康管   

べきである。また、石油系溶剤の残留による  理を行うべきである。また、石油系溶剤の残   

化学やけどの防止のため、ドライチエツカー  留による化学やけどの防止のため、ドライチ   

（石油系溶剤残留測定機）による溶剤の乾燥  エツカー（石油系溶剤残留測定機）による溶   

状態の確認の励行にも取り組むべきである。  

きである。  

（二）衛生面における施設及び設備の改善に   

関する事項   する事項   

営業者は、店舗の内外装を美しく、かつ、衛  営業者は、店舗の内外装を美しく、かつ、衛   

生的にすることが基本であり、取次所や洗濯  生的にすることが基本であり、取次所や洗濯   

物の集配車を含めて、洗濯前の率料と洗濯後  物の集配車を含めて、洗濯前の衣料と洗濯後   

の衣料を区分するなど、一定の衛生水準を保  の衣料を区分するなど、一定の衛生水準を保   

つ構造設備にするよう留意するとともに、石  つ構造設備にするよう留意するとともに、石   

油系溶剤の残留による健康被害が生じない  油系溶剤の残留による健康被害が生じない   

ような設備の点検及び整備に努めるものと  

亘るL  

2経営課題への対処に関する事項  

2経営課題への対処に関する事項  
経営課題への対処については、営業者の自立  

経営課題への対処については、営業者の自立  

的な取組が前提であるが、利用者に衣料等の  

保全に係る総合的なサービスを提供し、国民   

生活の向上に貢献する観点から、次に掲げる  
る事項を念頭に置き、経営の改善に積極的に  

事項を念頭に置き、経営の改善に積極的に取  
取り組むことが期待される。  

り組むことが期待される。  
（－）経営方針の明確化・独自性の発揮  

（－）経営方針の明確化及び独自性の発揮に  

関する事項  
営業者は、自店の立地条件、客層、経営規模、  

営業者は、自店の経営能力や市場の状況を適   技術力等自店の経営上の特質を十分把握し   

切に把握し、それに適合した経営を実王  

とともに、経営管理の合理化及び効率イ  
た上で、自店がどのような客層を対象にどの  

一55－   



ることが必要である。  ようなサービスを重点的に提供するのかと  

また営業者は自店の立地条件、顧客層、     いう経営方針を明確化することが重要であ  ヽ■ヽ  

経営規模、技術力等自店の経営上の特質を十  るL  

分把握した上で、自店がどのような客層を対   

象にどのようなサービスを重点的に提供す   

るのかという経営方針を明確化することが   

重要である。  

既に地域に定着している店であっても、客層         既に地域に定着している店であっても、客層   

の変化、周囲の競合店の状況等の情報を収集  の変化、周囲の競合店の状況等の情報を収集   

し、自らの店が利用者に提供すべき竺二王星  し、自らの店が利用者に提供すべき生娘趣塵   

を見直すなど、経営意識の改革に努めるとと  を見直すなど、■経営意識の改革に努めるとと   

もに、将来を見据えた経営方針を改めて検討  もに、将来を見据えた経営方針を改めて途塾   

することが必要である。  する必要がある。  

特に、家族経営等の小規模店は、営業者や従  

業員が変わることはほとんどないため、経営  

手法が固定的になりやすく、新たな経営課題  

が発生した場合に、経営の改善に取り組むこ  

とが難しい面がある。このため、営業者は、  

都道府県指導センター等の経営指導機関に  

よる経営診断を積極的に活用することが望  

まれる。  

（二）サービスの見直し及び向上に関する事  （二）サービスの見直し、メニューの開発  

壇  

それぞれの店の立地条件一経営方針に照ら  
それぞれの店の立地条件・経営方針に照ら  

し、営業日、営業時間、季節外衣料の有料保  

管の実施など、サービスの内容を見直すとと  

もに、店内の雰囲気、接客態度、衣料の特徴  

に合った洗濯や保管知識の提供、リブオー  

ム、和服の洗濯、しみ抜きや丁寧な仕上げ等  

の利用者の立場に立った観点からのサービ  
リフォーム、和服の洗濯、しみ抜きや丁寧な  

スの見直しにより、競合店との”違い”を明  

のサービスの見直しにより、付加価値を高め  

うに努めるものとする。  
るよう努める。  

（三）施設一設備の改善 
（三）施設及び設備の改善に関する事項   
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清潔で好ましい店となるよう、定期的な内装  

及び外装の改装、施設■設備の／〈リアフリー  

化、サービスの高付加価値化及び生産性の向  

上、従業者の安全衛生の確保及び労働条件の  

改善並びに環境保全や省エネルギーの観点  

からの施設一設備の必要な改善及び整備に望  

める。  

茎葉者は、清潔で好ましい店となるよう、定  

期的な内装及び外装の改装、施設及び設備の  

バリアフリー化、サービスの高付加価値化及  

び生産性の向上、従業者の安全衛生の確保及  

び労働条件の改善並びに環境保全や省エネ  

ルギーの観点からの堪設及び設備の必要な  

改善及び整備に努めるものとする。  

（四）情報通信技術を利用した新規顧客の獲  

箆及び顧客の確保に関する事項  

星業者は、顧客との信頼関係に基づき顧客情  

艶を適正に管理し、その情報を基に、割引サ  

ニビスの実施等の催事情報をダイレクトメ  

ニルで顧客に発送するなど、顧客への積極的  

な働きかけをするとともに、パーソナルコン  

（四）共同事業、脚目した経  

営の効率化  

経営環境の悪化や住宅密集地域におけるク  

リ一ニング所の立地の困難化及び営業者の  

高齢化が進む中で、組合や経営方針を同じく  

する営業者間でのクリニングエ場の共同  

化、自店では特定の分野の商品の処理に特化  
ビュータを利用して業務の合理化及び効率  

但を図ることが重要である。  

また、インターネット等の情報通信技術を効  

果的に活用し、畔ジの開設、異業種  

との提携等を行うなど、新七な顧客の確保に  

窒 

亘らに、卿二  

之グギフト券、クレジットカード、電子決済  

葦の普及に努めることも必要である。  

営業者は、必ずしも個人情報の保護に関する  

法律（平成十五年法律第五十七号）に規定さ  

塑る個人情報取扱事業者に該当するとは限  

主ないが、剛去の趣旨を踏まえ、顧客データ  

箋の管理に当たっては、適正lこ対応すること  

が必要である。  

し、それ以外の商品は各々の分野に特化した  

他の営業者へ依頼を行う方式（以下「マシー  

ン・リング方式」という。）等経営効率化の  

方策を検討する。  

顧客の管理、洗濯物の管理、新しい繊維製品  

とクリーーニング上の注意情報の収集管理等  

のため、情報通信技術の活用を進めることも  

必要である。  

（五）表示の適正化と苦情の適切な処理に関  

壬る事項  

営業者は、店外を始めとして、利用者の見や  

すい場所にサービスの項目及びその料金並  

碑郎示しなければな  

主ない。  

また、営業者は、財団法人全国生活衛生営業  

（五）表示の適正化等利用者への情報提供と  

苦情の適切な処理  

量宣」営業者は、店外を始めとして、利用者  

の見やすい場所にサービスの項目及び豊里  

料金の明示を行うべきである。  

また、営業者は、全国生活衛生営業指導セン  
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指導センター（昭和五十五年＝月二十四日に  ター（以下「全国指導センター」という。）  

が定めるサービスの内容並びに施設及び設  

備の表示の適正化に関する事項等を内容と  

するクリーニング業の標準営業約款に従っ   

備の表示の適正化に関する事項等を内容と  て営業を行う旨の登録をし、標識及び当該登   

するクリーニング業の標準営業約款に従っ  

て営業を行う旨の登録をし、標識及び当該登  

録に係る約款の要旨を掲示するよう窒塵旦  

ものとする。  

クリーニング業は、受託した衣料の破損、仕   

上がりへの不満等事故や苦情の多い業態で  上がりへの不満等事故や苦情の多い業態で   

ある。このため、洗濯物の受取及び引渡  ある。このため、洗濯の結果起こり得る事態   

しの際には、処理方法等について利用者へ十  やサービスの内容について受付時に利用者   

分な説明に努めなければならない。そのた  へ十分な説明を行うことに努めることや、ク   

堕⊥クリーニンゲ事故防止システム等の活用  リーニング事故防止システム等の活用によ   

による新たな衣料に関する知識の取得等に  る新たな衣料に関する知識の取得等により、   

より、，事故の未然防止に努めるとともに、事  事故の未然防止に努めるとともに、事故が生   

故が生じた場合には、適切かつ誠実な苦情処  じた場合には、適切かつ誠実な苦情処理と賠   

埋と賠償責任保険等を活用した損害の補填  償責任保険等を活用した損害の補填により、   

により、利用者との信頼関係の維持向上に窒  

めるものとする。  

（六）従業員の資質の向上に関する事項  （六）従業者の資質の向上  

クリーニング業の新たな発展を期するため  

には、技術力、情報収集力、人的能力等の質  

的な経営資源を充実し、経営力の強化を  

図る必要があるが、特に人材の育成は、経営  
必要があるが、特に人材の育成は、経営上の  

上の重要な点である。  
重要な点である。  

したがって、営業者は、従業者の資質の向上  

に関する情報を収集し、繊維製品に関する知  
に関する情報を収集し、繊維製品に関する知  

識を習得するなど、進んで自己研鏡に努め、  

従業者が衣料の受取時に利用者に対して行  
従業者が衣料の受取時に利用者に対して行  

う素材、色、デザイン、仕上がりに関する事  

前説明を徹底するなど、職場内指導を充実す  

るとともに、自治体及び都道府県指導センタ  
るとともに、都道府県指導センターや組合等  

－や組合等の実施するクリーニング師研修   
の実施する研修会、講習会等あらゆる機会を   

ー58－   



会への積極的参加や講習会等あらゆる機会  活用して従業者の資質の向上を図り、その能   

を活用して従業者の資質の向上を図り、その  力を効果的に発揮できるよう努めることが   

能力を効果的に発揮できるよう努めるとと  

もに適正な労働条件の確保に努めるものと   

亘る且 
＿  

努めることが必要である。  

（七）経営診断の活用  

とりわけ家族経営の店では経営者や従業者  

が変わることがほとんどないため、経営手法  

が固定的になりやすく、新たな経営課題が発  

生した場合に、経営の改善に取り組むことが  

難しい面がある。このため、このような営業  

者においては、都道府県指導センター等の経  

営指導機関による経営診断を積極的に活用  

することが望まれる。  

二宮業者に対する支援に関する事項  ニ営業者に対する支援に関する事項   

1 組合及び連合会による営業者の支援   1 組合及び連合会による営業者の支援   

組合及び連合会においては、営業者における  組合及び連合会においては、営業者における   

自立的な経営改善の取組を支援するため、都  自立的な経営改善の取組を支援するため、都   

道府県指導センター等の関係機関との連携  道府県指導センター等の関係機関との連携   

を密にし、次に掲げるような事項についての  を密にし、以王に掲げるような事項について   

取組を行うよう努めるものとする。  の取組を行うよう努めるものとする。  

（－）衛生に関する知識及び意識の向上に関  

・．‾≡≡  意識の向上に関する事項   

営業者に対して衛生管理を徹底するための  衛生管理を徹底するための研修会及び講習   

研修会及び講習会の開催、営業者及びクリー  

ニング師の衛生管理の手引の作成等に  

よる普及啓発、基礎的技術の改善、感染症、  

化学やけど等の新たな健康被害に関する研  

究の推進及び新技術の研究開発並びに衛生  

管理体制の整備充実に努めるものとする。  

（二）施設及び設備の改善に関する事項  
（ニ）施設・設備の改善に関する事項  

衛生生水準の向上、経営管理の合理化及び効  
率化、利用者の利益の増進等に対応するため   

の利益の増進等に対応するための施設・設備   
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の施設及び設備の改善に関する指導助言並  

ぴに情報提供に努めるものとする。   

（三）利用者の利益の増進に関する事項  （三）利用者の利益の増進及び役務の提供方  

法に関する事項  

サービスの適正表示や苦情処理の対応に関   サービスの適正表示や苦情処理の対応に関   

するマニュアルの作成による普及啓発、クリ  するマニュアルの作成による普及啓発、クリ   

－ニング事故防止システムの改善及び普及、  一ニング事故防止システムの改善及び普及、   

クリーニング物の誤配防止に係る品物管理  賠償責任保険への加入促進、利用者の意見等   

システムの普及、クリーニング製品の安全・  に関する情報の収集及び提供並びに消費者   

安心に係る危機管理マニュアル及び賠償責  教育支援センター等との連携による利用者   

任保険への加入促進、利用者の意見等に関す  のクリーニング業に対する正しい知識の萱   

る情報の収集及び提供並びに消責者教育支  

援センター等との連携による利用者のクリ  

ーニング業に対する正しい知識の啓発普及  

に努めるものとする。  

（四）経営管理の合理化及び効率化に関する   

事項   事業の共同化及び協業化等に関する事項   

先駆的な経営事例等経営管理の合理化及び  

効率化に必要な情報、立地条件等経営環境に  

関する情報、クリーニング業界の将来の展望  

に関する蛙亜の収集及び整理並びに営業者   

に対するこれらの情報提供に努めるものと  
するこれらの焙重畳些  

土塁L  クリーニングエ場の共同事業化、協業化及び  

マシーン・ リング方式の企画立案及び実施に  

係る指導  

（五）営業者及び延豊島の技能の改善向上に  
（五）営業者及び従業者の技能の改羞向上   

関する事項  
に関する事項  

クリーニング師等の資質の改善向上を図る  
クリーニング師等の資質の改善向上を図る  

ための研修会、講習会及び技能コンテストの  
ための研修会、講習会及び技能コンテストの  

開催等教育研修制度の充実強化に努めるも  
開催等教育研修制度の重宝垂盤   

のとする。又、自治体が主催するクリー土ン  

グ師研修会受講の支援に努めるものとする。   

（六）事業の共同化及び協業化に関する事項   

事業の共同化及び協業化の企画立案並びに  

実施に係る指導に努めるものとする。   
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∃動こ、経営環境の悪化や住宅密集地土動こおけ  

るクリーニング所の立地の困難化及び営業  

畳㈱紆宮：方針  
皇国じくする営業者間でのクリーニングエ  

堤の共同化、自店では特定の分野の商品の処  

壁jこ特1ヒし、それ以外の商品は各々の分野  

上当寺化した他の営業者↑依頼を行う方式（以  

よノマシーン■リング方式＿lという。）につ  

脚のとする。  

互た、公害防止設備及び付帯設備の導入にお  

りこても、営業者間での協業化の推進及び指導  

に努めるものとする。  

（七）取引関係の改善に関する事項  

共同購入等取引面の共同化の推進、クリーニ  

（六）取引関係の改善に関する事項  

クリニング機械業界、資材業界等の関連業  

界との連携の強化及び共同購入等取引面の  

共同化の推進  

ング機械業界、資材業界等の関連業界の協力  

皇 

び組合員等の経済的地位の向上に努めるも  

旦とする。  

圭た、関連業界との連携を深め、情報の収集  

及び交換の機会の確保に努めるものとする。  

」 ＿ 

従業者の労働条件整備、作業環境改善及び健  

（七）従業者の福祉の充実に関する事項  

従業者の労働条件整備や健康管理充実のた  

めの支援、組合員等の大多数の利用に資する  

福利厚生の充実及び共済制度（生命保険等）  

の整備・強化  

塵管理充実のための支援、医療保険（国民健  

康保険又は健康保険）、年金保険（国民年金  

又は厚生年金保険）及び労働保険（雇用保険  

盈び労働者災害補償保険）の加入等に係る啓  

登、組合員等の大多数の利用lこ資する福利厚  

生の充実及び共済制度（退職金・生命保険等）  

の整備■強化に努めるものとする。  

夏吐 事業の承継及び後継者支援に関する  

事項  

事業の円滑な承継に関するケーススタディ  

等の経営知識の情報提供の促進  

」』ユ事業の承継及び後継者支援に関する事  

項  

事業の円滑な承継に関するケーススタディ、  

盛功事例等の経営知識の情報提供及び後継  

者支援事業の促進に努めるものとする。  
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2 行政施策及び政策金融による営業者の  

支援、利用者の信根性の向上  

（一）都道府県指導センターにおいては、組  

合との連携を密にし、営業者に対する壁豊改  

善のための具体的指導・助言等の支援を行う  

とともに、利用者からの苦情や要望を組合を  

通じて個々の営業者に伝え、その営業に反映  

させるなど、利用者の信根性の向上に積極的  

に取り組むものとする。また、保健所をはじ  

めとする都道府県生活衛生営業関係部局と  

連携を図り、新規開業者等に対する組合加入  

促進策を講じるものとする。  

2 行政施策及び政策金融による営業者の  

支援、利用者の信頼の向上  

（－）都道府県指導センターにおいては、組  

合との連携を密にし、営業者に対する壁皇改  

善のため経営指導員、経営特別相談員等によ  

亙具体的指導・助言等の支援を行うととも  

に、利用者からの苦情や要望を組合を通じて  

個々の営業者に伝え、その営業に反映させる  

など、利用者の信頼の向上に積極的に取り組  

むものとする。また、保健所をはじめとする  

都道府県生活衛生営業関係部局と連携を図  

り、新規開業者及び未加入事業者に対する  

合加入促進策を講じるものとする。  

（二）全国指導センターにおいては、＿＿土二L  

の都道府県指導センターの取組を推進する  

ため、利用者の意見も反映した営業者の経営  

改善の取組に役立つ情報の収集・整備や営業  

者への当該情報の提供、苦情処理マニュアル  

の作成等に積極的に取り組むものとする。  

また、標準営業約款制度に関し、都道府県指  

導センターと連携を図り、各営業者の標準営  

業約款の登録の促進策を講じるものとする。  

（二）全国指導センターにおいては、これら  

の都道府県指導センターの取組を堆進する  

ため、利用者の意見も反映した営業者の経営  

改善の取組に役立つデータの収集・整備や営  

業者への当該情報の提供、苦情処理マニュア  

ルの作成等に積極的に取り組むものとする。  

また、標準営業約款制度に閲し、都道府県指  

導センターと連携を図り、各営業者の標準営  

業約款の登録の促進を講じるものとする。  

（三）国、都道府県等においては、営業の健  

全な振興を図る観点から、クリーニング業法  

等関係法令の施行業務等を通じ、営業者に対  

し、クリーニング師研修及び従事者講習の実  

施、クリーニング業に関する指導監督、宝全  

衛生に関する情報提供その他の必要な支援  

に努めるものとする。  

（三）国、都道府県等においては、営業の健  

全な振興を図る観点から、クリーニング業法  

等関係法令の施行業務等を通じ、営業者に対  

し、クリーニング師研修及び従事者講習の実  

施、クリーニング業に関する監督指導、焙聾  

の提供その他支援措置に努めるものとする。  

（四）日本政策金融公庫においては、塵設盈  

建設盤の改善等について、営業者等が利用し  

やすい生活衛生資金貸付による融資の実施⊥  

災害時における相談窓口の設置等必要な支  

（四）眼目舌金融公庫においては、塾詮二  

詮塵の改善等について、営業者等が利用しや  

すい生活衛生貸付による融資の実施等必要  
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な支援に努めるものとする。  援を行うとともに、生活衛生関係営業に係る  

経済金融事情等の把握、分析及び関係団体へ  

廻青報提供lこ努めるものとする。  

第三 営業の振興に際し配慮すべき事項  

一 環境の保全  

営業者は、営業活動に伴う水質汚濁、大気汚  

染、悪臭、土壌汚染、騒音等の公害の発生の  

防止及び産業廃棄物の適正な処理のために、  

公害防止関係法令等を十分理解し、遵守する  

とともに、設備の改善などの必要な措置を講  

じ、環境の保全に積極的に努めるものとす  

る。  

しかしながら、これらの問題に対処するため  

には、新しい設備‘技術の導入等が不可欠で  

あり、相当額の資金の確保とともに、新しい  

設備一技術に対応できる人材が必要となるな  

ど♪組合及び連合会を含めた組織的対応が望  

圭払  

第三 営業の振興に際し配慮すべき事項  

一 環境の保全及びリサイクル対策の推進  

営業者は、営業活動に伴う水質汚濁、大気汚  

染、悪臭、土壌汚染、騒音等の公害の発生の  

防止及び産業廃棄物の適正な処理のために、  

公害防止関係法令等を十分理解し、遵守する  

とともに、設備の改善などの必要な措置を講  

じ、環境の保全に積極的に努めるものとす  

る。  

しかしながら、これらの問題に対処するため  

には、新しい設備・技術の導入等が不可欠で  

あり、相当額の資金の確保とともに、新しい  

設備・技術に対応できる人材が必要となる。  

このため、組合及び連合会においては、その  

研究及び研修に関する機能を活性化させる  

とともに、営業者が公害防止設備及びその附  
主御びリサイクル対  

簑旦進進  

呈業者は、鞭等の機器の  

購入及び更新に際しても、省エネルギー性能  

帯設備にかかる費用を価格に転嫁しにくい  

ことを踏まえ、同業者との協業化を推進する  

ことが求められる。また、ハンガーのリサイ  
の高い機器の導入について配慮し、温室効果  

クルの実施についても、回収方法を組合で統  

一するなど、組織的な対応措置を講じること  
互ス排出抑櫛‖こ努めるものとする。  

圭た、ハンガポリ容器資材等（乃リサイク  

卿こついて  

紺するなど組織的な対応が望まれ  

る。  

が望まれる。  

国民生活金融公庫においては、これらの営業  

者の取組に対して、生活衛生貸付による融資  

の実施等必要な支援に努めるものとする。  

三 少子・高齢化社会等への対応  

之リーニシグ店は、商店街や住宅街lこある店  

舗が多いため、地域に密着した業態であると  

二 高齢社会への対応  

営業者は、高齢者が住み慣れた地域社会で安  

心して充実した日常生活を営むことができ  

るべく、足牒要の弱い高齢者でも気軽に立ち寄  

れるよう、バリアフリー対策に積極的に取リ  

言える。営業者は、高齢者や障害者が住み慣  

重た地域社会で安心して充実した日常生活  

を営むことができるよう、バリアフリー対策  
組むとともに、高齢者が店に来ることができ  

に積極的に取り組むとともに、洗濯物の集  
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ない場合は、寝具、カーテン、衣料等の積極  

的な集荷・配達サービスを行い、同時に、高  

齢者との触れ合い等にも積極的に取り組む  

ことが必要であ皇L  

また、組合及び連合会においては、例えば、  

荷・酉己達サニビスなど、高齢化社会lこおける  

幅広い取り組みが期待される巨  

また灘ニング店が身体障害  

者補助犬法（平成十四年法律第甲十九号）に  

おいて身体障害者が同伴する身体障害者碍  

助犬の入店を拒否できないことを十分に認  

識し、対応することが必要である。  

このほか、㈲主  

とを考慮した従業員への教育及び研修に努  

めるものとする。また、御壬  

産婦等に対して優しい環境の実現等につ吐  

て取り組むことが必要である卜  

高齢者の利便性を考慮した店舗の設計やサ  

ービスの提供等J珊こ  
より、営業者の取組を支援することが重要で  

払 

国民生活金融輝れら営業者  

の取組に対して生活衛生貸付による融資の  

実施等必要な支援に努めるものとする。  

三 地域との共生  

クリーニング業の営業者は、地域にとって日  

四 地域との共生  

営業者は、地域社会における行事等に積極自勺  

に参加し、仰  

の存在、提傾するサ「ビスの内容をアピール  

する機会を設けるものとする。例えば、地坪  

における街づくりへの積極的な参加や、地域  

l棚＝対する協力、地震  

等の大規模災害が発生した場合の地域住民  

つの支援の展開なと、様々な地域社会活動¢  

鰍地域と共生していくことが期重  

される。一  

このため、組合及び連合会においても、地域  

常生活に必要不可欠なサービスの身近な供  

給者であるとともに、町内会や商店街の重要  

な構成員でもあり、地域社会の活性化に欠く  

ことのできない存在である。また、洗濯物の  

受取選び引渡しといったように、利用者に接  

する機会も多く、クリーニング所は、地域住  

民のつながりの場として期待される役割が  

大きい。このため、営業者においては、地域  

におけるまちづくりに碍極的に参加すると  

ともに、様々な地域社会活動の一翼を担うな  
の自治体等と連携しながら、社会活動を企画  

し、指導又l抑旨導者  

の育成に積極的に取り組むとともlこ、営業者  

を支援することが期待される。また，業種を  

超えた相互に協力を進準し、地域におけ即寺  

色ある取組を支援することが耕待される。  

ど坤榔される。  

また、組合及び連合会においても、業種を超  

えて相互に協力を推進し、地域における特色  

のある取組を支援することが期待される。  
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資料9－1  

すし店営業の振興指針の概要   

】   11関】l  
すし店営業を取り巻く環境  

・先行き不安感（経済状況、交際費減少、原材料の価格上昇）  

・チェーン店の増加、持ち帰り専門店や宅配専門店との競争  

・・すし店及び従業者数の減少  

・食品の安全、安心及び原産地情報への関心  

・世界的なすしへの関心の高まり  

Ⅱ 今後五年間（平成二十五年度末まで）における営業振興の目標   

・衛生上の危害を防止し、良質な商品の提供   

・消費者に対し納得と安心感を提供   

・消費者が利用しやすい店作り   

・健康志向に配慮したメニュー開発及び情報提供   

・衛生水準の向上、新メニューの開発等、消費者の理解と信頼の向上  

第2 すし店営業の振興の目標を達成するために必要な  

事項  

Ⅰ 営業者が取り組むべき事項  

1 衛生水準の向上に関する事項   

（1）日常の衛生管理に関する事項  

・食品衛生法等の遵守、食品衛生責任者の活用  

・店舗の衛生管理及び従業員の衛生管理  

・冷蔵設備の温度管理  

・衛生管理の自主点検の表示  

・従業員の清潔保持   

（2）衛生面における施設及び設備の改善に関する事項  

・定期的な施設及び設備の衛生面の改善  

・冷蔵設備等の改善  

2 経営課題への対処に関する事項   

（1）経営方針の明確化及び独自性の発揮に関する事項  

・自店の経営能力や市場の把握  

・自店の経常上の把握（立地条件、客層、メニュー）  

・顧客又は周囲の競合店の情報収集  

・提供する付加価値の見直し  

・小規模店の経営診断の活用   

（2）サービスの見直し及び向上に関する事項  

・立地条件、経営方針に照らした営業形態（営業日、営業時間）  
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・消費者の健康意識に配慮した商品  

・昼食メニューの開発、世代別メニューの開発等  

（3）施設及び設備の改善に関する事項  

・定期的な内外装の改装  

・高齢者等に施設及び設備（バリアフリー対応）  

・受動喫煙防止対策  

（4）情報通信技術を利用した新規顧客の獲得及び顧客の確保に関する事項  

・顧客情報のデータベース化、DM、すし券事業の活用  

・ホームページを活用した顧客の確保（割引サービス、注文）  
・電子決済の普及及び送迎サービス  

・個人情報の管理の事項  

（5）表示の適正化と苦情の適切な処理に関する事項  

・分かりやすいメニュー表示  

・食の安全（産地表示、天然養殖の別）  

・食事バランスガイド活用、総カロリー表示等  

・特に「立ち」における単価表示  

・問題発生時の対応マニュアル作成  

・従業員への危機管理教育、賠償責任保険等の活用  

（6）人材育成及び自己啓発の推進に関する事項  

・優秀な人材獲得及び育成  

・適正な労働条件の確保  

・自己啓発  

Ⅱ 営業者に対する支援に関する事項  

1 組合及び連合会による営業者の支援  

（1ト衛生に関する知識及び意識の向上に関する事項  

・衛生管理の研修会及び講習会の繭催  

・衛生管理のパンンフレット作成等  

・衛生基準の設定  

（2）施設及び設備の改善に関する事項  

・合理化、効率化等のための施設改善等に対する指導助言  

・高齢者の利便性等を考慮した店舗設計等の支援  

（3）消費者の利益の増進に関する事項  

・接客マニュアルの作成  

・消費者への啓発講座  

・苦情相談窓口開設、苦情処理マニュアル作成、危機管理マニュアル作成  

・賠償責任保険への加入促進  

（4）経営管理の合理化及び効率化に関する事項  

（5）営業者及び従業員の技能の改善向上に関する事項  

・講習会及び技能コンテストの開催  

（6）事業の共同化及び協業化に関する事項  
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・すし券事業の共同化  

（7）取引関係の改善に関する事項  

（8）従業者の福祉の充実に関する事項   

・労働条件及び福利厚生の充実、共済制度の整備、強化   

・医療保険、年金保険、労働保険の加入の啓発  

（9）事業の承継及び後継者支援に関する事項   

・ケーススタディ及び成功事例等の経営知識の情報提供   

・後継者支援事業の促進  

（10）食品関連情報の提供や行政施策の推進に関する事項  

2 行政施策及び政策金融による営業者の支援並びに利用者の信頼の向上  

（1）都道府県指導センター  

・営業者に対する経営改善のため、経営指導員等による指導、助言等の支援  

・利用者からの苦情や要望の伝達  

・保健所等との連携による新規組合加入促進  

（2）全国指導センター  

・経営改善の取組に役立っ情報収集、苦情処理マニュアル作成  

（3）国、都道府県  

・食品衛生に関する指導監督、情報提供等  

（4）日本政策金融公庫  

・生活衛生資金貸付に融資の実施等  

・経済金融事情等の把握、分析及び情報提供  

「
御
仁
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営業の振興に際し配慮すべき事項  

環境の保全及び食品循環資源の再生利用の推進   

・食品リサイクル（実施率：四十％）  

Ⅲ 省エネルギーの強化  

Ⅲ 少子・高齢化社会等への対応   

・バリアフリー対策、出前サービス、メニュー開発   

・身体障害者補助大法   

・高齢者、障害者、妊婦等への配慮（受動喫煙防止、優先席）  

Ⅳ 食育への対応  

Ⅴ 禁煙等に対する対策  

ⅤⅠ地域との共生  

・地域における街づくりへの参加  

・大規模災害時の地域の支援  

・組合及び連合会との相互協力  
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資料9－2  

すし店営業振興指針（事務局最終案）  

営業の振興の目標に関する事項   

すし店営業を取り巻く環境  

今後五年間（平成二十五年度末まで）における営業振興の目標  

すし店営業の振興の目標を達成するために必要な事項   

営業者が取り組むべき事項  

1 衛生水準の向上に関する事項  

2 経営課題への対処に関する事項   

営業者に対する支援に関する事項  

1 組合及び連合会による営業者への支援  

2 行政施策及び政策金融による営業者の支援並びに消費者の信頼の向  

上   

営業の振興に際し配慮すべき事項   

環境の保全及び食品循環資源の再生利用の推進   

省エネルギ ーの強化   

少子・高齢化社会等への対応   

食育への対応   

禁煙等に対する対策   

地域との共生   

ノが「一  
弔＿  
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すし店営業（主としてすしを扱う飲食店営業をいう。以下同じ。）の営業  

者は、食品衛生法（昭和二十二年法律第二百三十三号）等の衛生規制を遵守  
しつつ、新たな衛生上の課題に対応するなど、常に衛生水準の向上を図らな  
ければならない。   

また、より高い消費者ニーズへの対応など経営上の課題への取組が求めら  

れる一方、個人経営が多いため、個々の営業者による取組だけでは、十分な  
対策を講じられなかったり、成果を得るまでに時間を要したりする面もある。  
このため、生活衛生同業組合（生活衛生同業′j＼組合を含む。以下「組合」と  
いう。）及び全国すし商生活衛生同業組合連合会（以下「連合会」という。  

）が実施する共同事業や研修事業、都道府県生活衛生営業指導センター（以  
下「都道府県指導センター」という。）等が実施する経営相談による支援に  
加え、株式会社日本政策金融公庫（以下「日本政策金融公庫」という。）に  
よる融資等により、各営業者の自主的な取組を支援し、もって公衆衛生の向  
上の計画的な推進を図ることが必要である。   

本指針は、現在、すし店営業が抱えている諸問題を克服し、専門店として  
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の独自性を発揮できるよう、営業の振興を計画的に図り、もって公衆衛生の  

向上と消費者の利益の擁護に資することを目的として、定めるものである。  

営業者及び組合においては、本指針を踏まえ、行政等と連携を図りつつ、経  
営の改善等に積極的に取り組み、国民生活の向上に貢献することが期待され  

る。   

また、本指針は、すし店営業の活力ある発展を遂げるための方策について  

取りまとめたものであり、本指針の積極的な活用により、食生活の質の向上  

を実感できる国民生活の実現、活力ある地域社会づくりへの貢献など、すし  

店営業の役割を増大させ、新たな発展の可能性をもたらすことが期待される。   

第一 営業の振興の目標に関する事項   

一 すし店営業を取り巻く環境  
すし店営業は、伝統的飲食業種として国民の日常生活に密接に関連し、  

食生活の充実と日本の食文化に大きく貢献してきた。  
しかし、近年、経済状況についての先行不安感、法人等の交際費によ  

る需要の減少、国際的なすしなどの魚介類の人気の高まりによる原材料  

の価格上昇、消費者の食生活の多様化及びし好の変化、「回転すし」に  

代表されるようなチェーン店を中心とした新規開業の増加、持ち帰り専  

門店や宅配専門店との競争の激化など、すし店営業を取り巻く経営環境  

は大きく変化している。こうした中、事業者数は、．平成十三年度約四万  
カ所から平成十八年度三万二千カ所に減少しており、従業者数に関して  

も平成十三年度約二十三万四千名から平成十八年度約二十一万六千名に  

減少している。  

また、消費者の食生活の多様化や噂好の変化により、家計に占める外  

食のすしに対する支出が、減少傾向にあることは懸念材料である。  

さらに、近年の偽装表示等食品をめぐる問題により、食品の安全や安  

心及び原産地等の情幸鋸こ関して消費者の関心が高まっており、すし店営  

業においても、消費者に対して納得と安心感を提供することが重要な経  

営課題となっている。  

また、社会全体の高齢化の中で、営業者自身の高齢化による後継者問  
題に加え、増加する高齢者層の顧客への対応も求められている。  

一方、すしは、健康的な食品として世界各地で関心が高まり、国内で  
も健康に関心の高い層から歓迎されている状況にあり、国民の人気は依  

然根強いものがある。   

今後五年間（平成二十五年度末まで）における営業の振興の目標   

すし店営業は、食品を調理し、客に飲食させる営業であって、その取  
り扱う食品が主として生鮮魚介類であり、その調理方法が直接人の手指  

によるものであることから、食中毒等食品衛生上の問題が起こりやすい  

ー69－   



環境にある。したがって、これらの衛生上の危険を防止し、消費者に対   
して安全で良質な商品を提供することは営業者の責務である。  
また、すし店営業の営業者には、消費者から安全で信頼され得る商品   

を提供することを求められている。このため、産地等消費者が求める情   
報の提供に努め、消費者に納得と安心感を提供することが重要である。  

一方、すし店営業といえば、高級で、単価が高いといった印象があり、   

また、初めての客が店に入りにくく、単価の表示も明確でないという店   
が多かったため、消費者の需要が回転すし等のチェーン店や他の外食産   
業に向かう状況にあり、従来型の専門店の業績悪化につながっている。   

高級店、地域に密着した店等の目指すべき経営戦略にもよるが、このよ  
うな専門店離れの傾向に対処するためには、会計の明朗化、店の雰囲気、   
経営者及びすし職人等従事者の接客態度の改善を図ることにより、店に   
入り易くする工夫に努めるものとする。  

さらに、多様化する消費者の要望を的確にとらえ、新たな顧客を確保   
するためには、宣伝活動や新メニュー の開発が必要である。すなわち、   
食を通じた健康作りに関心が高まっていることを踏まえ、新鮮で栄養素   
に富んだすしの良さを情報提供するとともに、「量をたくさん食べたい   
」、「美味しいものを少しずっ食べたい」等の若者から高齢者までの様   
々な要望に合うメニューを開発することにより、消費者のすしに対する   
様々な要望に対して積極的に応えて行くことが必要である。  

各営業者は、これらを十分に認識し、衛生水準の向上、新メニューの   
開発、消費者に対する情報提供等に積極的に取り組むことにより、専門   
店としての独自性を発揮し、消費者の理解と信頼の向上を図ることを目  
標とすべきである。   

l  

第二 すし店営業の振興の目標を達成するために必要な事項  

一  
営業者が取り組むべき事項  

1 衛生水準の向上に関する事項   

（一）日常の衛生管理に関する事項  

営業者は、食品衛生法等の関係法令を遵守することは当然であり、  
加えて衛生水準の一層の向上を図るため、食品衛生に関する専門的な  
知識を深めるとともに、食品衛生責任者の活用や調理器具、容器、食  
器等の衛生管理の改善に取り組むことが必要である。  

さらに、営業者は、消費者が信頼し、安心できる商品を提供するた  
めに、店舗の衛生管理及び従業者の健康管理を行うとともに、商品の  
衛生的取扱に留意し、食中毒等食品衛生上の問題の発生の防止に努め  
ることが重要である。特に、生鮮魚介類を保管する冷蔵設備の温度管  
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理については、毎日定期的に実施することが必要である。  

また、営業者は、衛生管理上の自主点検を行い、その結果を店内に   

表示するなど、衛生管理のために自店が講じている措置について、消   

費者に対し積極的に周知することが必要である。特に、従業者の清潔   

な着衣の使用、手洗いの励行、店舗の清掃等により、消費者に不快感   
を与えない配慮が必要である。   

（二）衛生面における施設及び設備の改善に関する事項  

営業者は、日常の衛生的管理の取り組みに加えて、定期的かつ適切   

に自店の施設及び設備の衛生面の改善に取り組むことが必要である。   

特に、生鮮魚介類の保管管理を徹底することが重要であるため、その   
管理に必要な冷蔵設備、ショーケース、容器等の改善に取り組むこと  

が必要である。   

2 経営課題への対処に関する事項  

経営課題への対処については、営業者の自立的な取組が前提である  

が、多様な消費者の要望に対応する良質なすしを提供し、もって国民  

生活の向上に貢献する観点から、営業者においては、次に掲げる事項  

を念頭に置き、経営の改善に積極的に取り組むことが期待される。   

（一）経営方針の明確化及び独自性の発挿に関する事項  

営業者は、自店の経営能力や市場の状況を適切に把握し、それに適   

合した経営を実現するとともに、経営管理の合理化及び効率化を図る  

ことが必要である。  

また、営業者は、自店の立地条件、顧客層、経営規模、メニュ ー等  

を考慮し、例えば、食材や技術にこだわりを持った高級店、地域に根  

ざし、若者、女性客、家族客等を対象とする店、多様なメニューを提  

供する店等経営方針を明確化することが重要である。  

その際、顧客層の変化、消費者の要望の変化、新しい顧客に対する  
店の印象等顧客に関する情報やすし以外の外食店も含めた周囲の競合  

店の状況に関する情報等を収集し、他店のサービスと比較して、食材  

の品質に比して割安感のある価格設定、技術力、接客態度等について、  

自らの店が利用者に提供すべき付加価値を見直すなど、経営意識の改  

革に努めるとともに、経営方針について将来まで見据えた上で改めて  

検討することが必要である。  

特に、家族経営等の小規模店は、営業者や従業員が変わることはほ  

とんどないため、経営手法が固定的になりやすく、新たな経営課題が  

発生した場合に、経営の改善に取り組むことが難しい面がある。この  
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ため、営業者は、都道府県指導センター等の経営指導機関による経営   

診断を積極的に活用することが望まれる。   

（二）サービスの見直し及び向上に関する事項  

営業者は、自店の立地条件及び経営方針に照らし、家族客を目当て   

とした休日営業や昼食時の営業に配慮した営業時間の設定等の検討を   

行うとともに、清潔で入りやすい店内の雰囲気作り、接客態度、消費   
者の関心の高い情報の提供等顧客の立場に立ったサービスの見直しに   

努めるとともに、食材を盛りつける器についても、店の特色を表す工   

夫が必要である。  

メニューの開発に当たっては、産地、調理方法等の特色により、店   
として中核的な商品となるものを開発するとともに、消費者の健康に   

関する意識に留意し、栄養素、総カロリー量、塩分量等に配慮した商   
品を供給することが重要である。さらに、このような中核的な商品の   

情報を消費者に積極的に提供することが望ましい。  

また、昼食時のメニューの開発やすし種への生鮮魚介類以外の食材   

の追加、若者、女性、子供、高齢者等各々の要望に対応した健康的な   

メニューなど、自店の経営方針と消費者の要望に的確に対応したメニ   

ューの開発に努めるとともに、四季折々の季節の行事に合わせたすし   

の開発やPRが望まれる。   

（三）施設及び設備の改善に関する事項  

営業者は、自店が飲食物を提供する営業施設であることを十分に認   

識し、安全で衛生的な施設となるよう、定期的な内外装の改装に努め 
るとともに、顧客層、経営方針、店の規模等に応じ、各店舗の特性を   

踏まえて伝統を重んじた清潔な雰囲気の醸成、高齢者等に配慮したバ   
リアフリー対策の実施や省エネルギー対応の冷凍・冷房設備等の導入   

など、合理的で効率的な経営のために必要な施設及び設備の改善に努   

める必要がある。  

また、施設を改善するに当たっては、顧客層、経営方針、店の規模   

等に配慮した上で、店内の分煙や喫煙時間の設定を含む禁煙等受動喫   

煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。   

（四）情報通信技術等を利用した新規顧客の獲得や顧客の確保に関する事  

項  

営業者は、顧客との信頼関係に基づき顧客情報を適正に管理し、そ   
の情報を基に誕生日又は記念日に合わせて季節のメニューやサービス   

等について顧客へのダイレクトメールの発送や、すし券事業の活用等  
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により、顧客への積極的な働き掛けをするとともに、パーソナルコン   

ピュータを利用して業務の合理化及び効率化を図ることが重要である。  

また、インターネット等の情報通信技術を効果的に活用し、ホーム   

ページの開設、割引サ⊥ビスの実施、インターネット注文の活用、異   

業種との提携等を行うなど、新たな顧客の確保に努めることが必要で   

ある（⊃  

さらに、消費者の利便を考慮して、クレジットカード、電子決済等   

の普及に努めることも必要である。  

営業者は、必ずしも個人情報の保護に関する法律（平成十五年法律   

第五十七号）に規定される個人情報取扱事業者に該当するとは限らな   
いが、同法の趣旨を踏まえ、顧客データ等の管理に当たっては、適正   

に対応する 

（五）表示の適正化と苦情の適切な処理に関する事項  

営業者は、消費者に納得と安心感を与えるため、自店の特質に応じ、   

分かりやすいメニュー等の表示に努めることが必要である。特に消費   

者の食の安全への関心の高まりに対応するため、食材の産地表示、天   

然と養殖の別表示、食物アレルギー患者を中心として消費者の健康被   

害防止を目的とした表示に心がけることが必要である。消費者の健康   

指向に対しては、生活習慣病予防を中心とした健康づくりという観点   

から、厚生労働省及び農林水産省が平成十七年六月に作成した食事バ   

ランスガイドの活用、総カロリー表示塩分量表示等様々な情報の提供   

にも努めるとともに、料金についても総額表示にすることが必要であ   

る。特に、「立ち」（カウンター等におけるお好み販売）において、   

すしの提供個数と単価表示の内容が相違するかのごとき印象を与えな   

いよう分かりやすい単価表示に努めることが望まれる。  

消費者からの苦情には、誠実に対応し、問題の早急かつ円満な解決   

に努めることが重要である。あらかじめ、問題発生時の対応マニュア   

ルを作成し、従業員の危機管理教育を徹底するなど、日頃から様々な   

事故が生じた場合に備えて、消費者の安全の確保を図るとともに、万   

が一、食中毒事故が生じた場合には、賠償責任保険等の活用により、   

消費者との信頼回復に努めるものとする。   

（六）人材育成及び自己啓発の推進に関する事項  

すし専門店は、職人の資質がサービスの質を左右することから、優   

秀な人材の獲得及び育成を図ることが極めて重要な課題である。しか   

し、高い調理技術を持った職人の高齢化が進む一方、高い調理技術を   

持った若者の採用も難しいため、営業者は、職人の育成に努める必要   

がある。したがって、職人の技術を向上させるとともに、接客態度、  
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顧客への知識提供等の面での技能向上にも努めるとともに、適正な労   

働条件の確保に努めるものとする。  
また、営業者は、後継者及び独立を希望する従業者が、経営、顧客   

管理、従業者管理等の技能を取得できるよう、自己啓発を促すととも   
に、後継者及び従業者の人材育成に努めるものとする。   

営業者に対する支援に関する事項   

1 組合及び連合会による営業者の支援   

組合及び連合会においては、営業者における自立的な経営改善の取組  

を支援するため、都道府県指導センタこ等の関係機‾関モの連携を密7こt  
次に掲げるような事項についての取組を行うよう努めるものとする。  
（一）衛生に関する知識及び意識の向上に関する事項  

営業者に対して衛生管理を徹底するための研修会及び講習会の開催、   
衛生管理に関するパンフレットの作成等による普及啓発、商品の衛生   
的取扱い、施設及び設備、食材の調理及びすし店営業の衛生基準の設   

定など、食品衛生上の安全を確保し、かつ良質な食材の調理及び調製   
を行うために必要な支援に努めるものとする。  

（二）施設及び設備の改善に関する事項  

衛生水準の向上、経営管理の合理化及び効率化、消費者の利益の増   
進等に対応するための施設及び設備の改善に関する指導助言並びに情   

報提供に努めるものとする。  

また、高齢者等の利便性を考慮した店舗の設計やサービスの提供等   
について研究を行うことにより、営業者の取組を支援することが重要   
である。   

（三）消費者の利益の増進に関する事項  

営業者が自店の特質に応じ作成する接客手引の基本となるマニュア   

ルの作成、消費者を対象としたすしに関する啓発講座の実施や啓発パ   
ンフレットの作成、苦情相談窓口の開設や苦情処理の対応に関するマ   
ニュアルの作成、危機管理に関するマニュアルの作成及び賠償責任保   
険への加入促進が図られるよう努めるものとする。   

（四）経営管理の 合理化及び効率化に関する事項  

先駆的な経営事例等経営管理の合理化及び効率化に必要な情報、地   
域的な経営環境条件に関する情報並びにすし店営業の将来の展望に関   

する情報の収集及び整理並びに営業者に対するこれらの情報提供に努  

めるものとする。  
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（五）営業者及び従業員の技術の改善向上に関する事項  

基礎的な調理技術や接遇に関する研修会及び講習会、新しいメニュ   

ー開発やすし職人を対象とした技術講習会、技能コンテスト、経営近   

代化展の開催等による技能水準の向上並びに消費者の要望に対応した   

メニューやサービスの情報提供に努めるものとする。   

（六）事業の共同化及び協業化に関する事項  

すし券事業など事業の共同化及び協業化の企画立案並びに実施に係   

る指導に努めるものとする。   

（七）取引関係の改善に関する事項  

共同購入等取引面の共同化の推進、食品等関連業界の協力を得なが   

ら、取引条件の合理的改善及び組合員等の経済的地位の向上に努める   

ものとする。  

また、関連業界との連携を深め、情報の収集及び交換会の機会の確   

保に努めるものとする。   

（八）従業者の福祉の充実に関する事項  

従業者の労働条件の整備、作業環境の改善及び健康管理の充実のた   

めの支援、医療保険（国民健康保険又は健康保険）、年金保険（国民   

年金又は厚生年金保険）及び労働保険（雇用保険及び労働者災害補償   

保険）の加入等に係る啓発、組合員等の大多数の利用に資する福利厚   

生の充実及び共済制度（退職金、生命保険等）の整備・強化に努める  

ものとする。   

（九）事業の承継及び後継者支援に関する事項  

事業の円滑な承継に関するケーススタディ、成功事例等の経営知識   

の情報提供及び後継者支援事業の促進に努めるものとする。   

（十）食品関連情報の提供や行政施策の推進に関する事項  

国内外における食に関する最新の情報や行政施策の動向の把握、行   

政機関との連携等を通じた組合員等への適切な情報提供及び行政施策   

に基づく指導・支援に努めるものとする。  

2 行政施策及び政策金融による営業者の支援並びに消費者の信頼の向  

上  

（一）都道府県指導センターにおいては、組合との連携を密にし、営業者  

に対する経営改善のため経営指導員、経営特別相談員等による具体的   

指導・助言等の支援を行うとともに、消費者からの苦情及び要望を組  
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合を通じて個々の営業者に伝え、その営業に反映させるなど、消費者  
の信頼の向上に積極的に取り組むものとする。  

また、保健所をはじめとする都道府県生活衛生営業関係部局と連携  
を図り、新規開業者及び未加入事業者に対する組合加入促進策を講じ  

るものとする。   

（二）財団法人全国生活衛生営業指導センター（昭和五十五年三月二十四  
日に財団法人全国環境衛生営業指導センターという‘名称で設立された  

法人をいう。）においては、（一）の都道府県指導センターの取組を  

推進するため、消費者の意見も反映した営業者の経営改善の取組に役  

立っ情報の収集及び整理並びに営業者に対するこれらの情報提供、危  
機管理に関するマニュアルの作成、苦情処理マニュアルの作成等に積  

極的に取り組むものとする。   

（三）国、都道府県等においては、すし店営業に対する消費者の信頼性の  

向上及び営業の健全な振興を図る観点から、食品衛生法等関係法令の  
施行業務を通じ、営業者に対し、食品衛生に関する指導監督、安全衛  
生に関する情報提供その他必要な支援に努めるものとする。  

また、災害、事故等に際し、営業者が風評被害を受けることのない  
よう、適時、適切な対策を講じるものとする。   

（四）日本政策金融公庫においては、施設及び設備の改善等について、営  

業者が利用しやすい生活衛生資金貸付による融資の実施、災害時にお  
ける相談窓口の設置等必要な支援を行うとともに、生活衛生関係営業  

に係る経済金融事情等の把握、分析及び関係団体への情報曜供に努め  

るものとする。   

第三 営業の振興に際し配慮すべき事項  

一 環境の保全及び食品循環資源の再生利用の推進  

すし店営業は、仕入れた生鮮魚介類を店内で解体した上で調理するた  
め、食品廃棄物が発生しやすいが、家族経営等の店が大部分であり、営   
業者が取り組む環境の保全やリサイクル対策が必ずしも十分ではなく、  
組合等が積極的に支援する必要がある。また、これらの対策は、住民の  
生活環境に身近な問題であり、個々の営業者や組合だけではなく、地域  
の自治体や自治会が関与しながら、消費者も含めて地域全体で取り組む  

ことにより、効果的で効率的な取組が可能となる。  

このため、組合及び連合会においては、地域の自治体等と連携しなが  

ら、すし店営業における食品循環資源を再生利用するための仕組みを構  
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築するとともに、業種を超えた組合間で相互に協力し、組合員以外の営   

業者にも参加を促す等の普及促進を行い、すし店営業における環境の保   

全や食品循環資源の再生利用に関する取組を推進するよう努めるものと   

する。   
これらの取組を通じて、すし店営業の営業者においては、食品循環資   

源の再生利用等の実施率を平成二十四年度までに四十パーセントに向上   

させるよう努め、食品循環資源の再生利用並びに食品残さの発生の抑制   

及び減量を推進するものとする。   

省エネルギーの強化   

営業者は、地球温暖化防止に資するため、エネルギー（電気、ガス等  

）の使用に際しては、温室効果ガス排出抑制に努めるものとする。また、   
店舗の改修、機器の購入及び更新に際しても、省エネルギー性能の高い   

機器の導入について配慮しなければならない。   

三 少子・高齢化社会等への対応   

すし店営業は、商店街にある店舗が大部分であり、地域に密着した業   

態であるといえる。営業者は、高齢者や障害者が住み慣れた地域社会で   
安心して充実した日常生活を営むことができるよう、バリアフリー対策   

に積極的に取り組むとともに、出前サービス、高齢者や障害者に配慮し   

た食材を使用したメニューや少量メニューの開発など、高齢者社会にお   

ける幅広い取り組みが期待される。  

また、営業者は、すし店営業の施設が身体障害者補助大法（平成十四   

年法律第四十九号）において身体障害者が同伴する身体障害者補助大の   

入店を拒否できないことを十分に認識し、対応することが必要である。  

このほか、営業者は、消費者が高齢化することを考慮した従業員への   

教育及び研修に努めるものとする。また、高齢者、障害者、妊産婦等に   
対して優しい環境の実現、受動喫煙の防止、優先的な席の確保等につい   

て取り組むことが必要である。   

四 食育への対応  

すし店営業は、国民の生活に大きく関わりを持つことから、健康づく   

りのための食育を積極的に取り組むことが期待される。具体的には食文   
化の継承のための食事寺ナー、調理方法の普及等を通じて、地域におけ   

る食生活の改善、食品の安全性に関する知識の普及等の支援に努めるも   

のとする。   

五 禁煙等に関する対策  

営業者は、顧客層、経営方針、店の規模等に配慮した上で、店内の分  
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煙や喫煙時間の設定を含む禁煙等、受動喫煙を防止するた捌こ必要な措  

置を講ずるよう努めるものとする。また、酒類を提供する営業者は、飲  
酒運転の防止に貢献するために必要な措置を講ずるよう努めるものとす  

る。  

六       地域の共生   

営業者は、地域社会における行事等に積極的に参加し、地域住民に対  
してすし店営業の店舗の存在、提供する商品やサービスの内容をアピー  

ルする機会を設けるものとする。例えば、地域における街づくりへの積  
極的な参加や、地域における防犯活動の推進に対する協力、地震等の大  
規模災害が発生した場合の地域住民への支援の展開など、様々な地域社  

会活動の一重を担い、地域と共生していくことが期待される。   

このため、組合及び連合会においても、地域の自治体等と連携しなが  

ら、社会活動を企画し、指導又は援助を行うことができる指導者の育成  

に積極的に取り組むとともに、営業者を支援することが期待される。ま  

た、業種を超えて相互に協力を推進し、地域にお【する特色のある取り組  

みを支援することが期待される。  
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資料9－3  

○ 一般飲食業（すし店営業）の振興指針の新旧対照表  

改正案  

旦遮  

簑二 営業の振興の目標lこ関する事項  

二 

主 

墨ける営業振興の目標  

量棚引票を達成する  

ために必要な事項  

二 

1 
旦 

二 宮業者に対する支援に関する事項  

組合及び連合会による営業者への支援  

行政施策及び政策金融による営業者の  

真援並びに消垂者の信頼の向上  

簑三 営業の振興lこl賢し配慮すべき事項  

二L 環境の保全及び食品循環資源の再生剰  

員些進進  

三 

三 少子・高齢化社会等への対応  

四 食育への対応  

重 

六 地域との共生   

すし店営業（主としてすしを扱う飲食店営  

業をいう。以下同じ。）の営業者は、食品衛  

生法（昭和二十二年法律第二百三十三号）等  

の衛生規制を遵守しつつ、新たな衛生上の課  

題に対応するなど、常に衛生水準の向上を図  

らなければならない。   

また、より高い消費者の利便への対応など  

経営上の課題への取組が求められる一方、個  

人経営が多いため、個々の営業者による取組  

だけでは、必ずしも十分な対策を講じること  

ができなかったり、十分な成果を得るまでに  

時間を要する面がある。このため、生活衛生  

すし店営業（主としてすしを扱う飲食店営  

業をいう。以下同じ。）の営業者は、食品衛  

生法（昭和二十二年法律第二百三十三号）等  

の衛生規制を遵守しつつ、新たな衛生上の課  

題に対応するなど、常に衛生水準の向上を図  

らなければならない。   

また、より高い消費者ニーズへの対応など  

経営上の課題への取組が求められる一方、個  

人経営が多いため、個々の営業者による取組  

だけでは、十分な対策を講じられなかった  

旦、成果を得るまでに時間を要したりする面  

もある。このため、生活衛生同業組合（生活  
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同業組合（以下「組合」という。）及び全国す  

し商生活衛生同業組合連合会（以下「連合会」  

という。）が実施する共同事業や研修事業、  

都道府県生活衛生営業指導センター（以下  

「都道府県指導センター」という。）等が実  

施する経営相談、国民生活金融公庫による融  

資等により、各営業者の自主的な取組を支援  

し、もって公衆衛生の向上の計画的な推進を  

図ることが必要である。   

衛生同業小組合を含む。以下「組合」という。）  

及び全国すし商生活衛生同業組合連合会（以  

下「連合会」という。）が実施する共同事業  

や研修事業、都道府県生活衛生営業指導セン  

ター（以下「都道府県指導センター」という。）  

等が実施する経営相談脚株  

式会社日本政策金融公庫（以下「日本政策金  

融公庫」という。トによる融資等により、各  

営業者の自主的な取組を支援し、もって公衆  

衛生の向上の計画的な推進を図ることが必  

要である。   

本指針は、現在、すし店営業が抱えている  

諸問題を克服し、専門店としての独自性を発  

揮できるよう、営業の振興を計画的に図り、  

もって公衆衛生の向上と消費者の利益の擁  

護に資することを目的として、定めるもので  

ある。営業者及び組合においては、本指針を  

踏まえ、行政等と連携を図りつつ、経営の改  

善等に積極的に取り組み、国民生活の向上に  

貢献することが期待される。   

また、本糾舌力ある発  

展を遂げるための方策について取りまとめ  

皇柵舌用によ  

り、食生活の質の向上を実感できる国民生活  

閻舌力ある地域社会づくりへの貢献な  

ど、すし店営業の役割を増大させ、新たな発  

展の可能性をもたらすこ七が期待される。  

本指針は、現在、すし店営業が抱えている  

諸問題を克服し、専門店としての独自性を発  

揮できるよう、営業の振興を計画的に図り、  

もって公衆衛生の向上と消責者の利益の擁  

護に資することを目的として、定めるもので  

ある。営業者及び組合においては、本指針を  

踏まえ、行政等と連携を図りつつ、経営の改  

善等に積極的に取り組み、国民生活の向上に  

貢献することが期待される。  

第一 営業の振興の目標に関する事項  

－ すし店営業を取り巻く環境   

すし店営業は、伝統的飲食業種として国民  

の日常生活に密接に関連し、食生活の充実と  

日本の食文化に大きく貢献してきた。   

しかし、近年、長引く景気の低迷によ冬先  

行不安感、法人等の交際費による需要の減  

少、麹入水産物の増坤、消費者の食生活の多  

様化及びし好の変化、「回転すし」に代表さ  

れるようなチェーン店を中心とした新規開  

第一 営業の振興の目標に関する事項  

－ すし店営業を取り巻く環境   

すし店営業は、伝統的飲食業種として国民  
の日常生活に密接に関連し、食生活の充実と  

日本の食文化に大きく貢献してきた。   

しかし、近年、経済状況について但先行不  

安感、法人等の交際費による需要の減少、国  

際的なすしなどの魚介類の人気の高まりに  

よる原材料の価格上昇、消費者の食生活の多  

様化及びし好の変化、「回転すし」に代表さ  

れるようなチェーン店を中心とした新規開  
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業の増加、持ち帰り専門店や宅配専門店との  

競争の激化など、すし店営業を取り巻く経営  

環境は大きく変化している。さらに、近年の  

偽装表示等食品をめぐる問題により、食品の  

業の増加、持ち帰り専門店や宅配専門店との  

競争の激化など、すし店営業を取り巻く経営  

環境は大きく変化している。こうした中、事  

墓者数は、平成十三年度約四万カ所から平成  

土鮮少しており、従業  

童顔lこ関しても平成十三年度約二十三万四  

千名から平成十八年度約二十一万六千名に  

安全性や産地、栄養素等を含めた情報開示に  

関する消費者の関心が高まっており、すし店  

営業においても、消費者に対して納得と安心  
減少している。   

感を提供することが重要な経営課題となっ  

ている。   

軍た、消責者の食生活の多様化や嗜好の変  

但囲しに対する  

皇附則頃向lこあることは懸念材料であ  

る。さらに、近年の偽装表示等食品をめぐる  

盟運により、食品の安全や安心及び原産地等  

旦帰掛こ関して消費者の関心が高まってお  

旦上すし店営業においても、樹こ対して  

納得と安心感を提供することが重要な経営  

課題となっている。   

また、社会全体の高齢化の中で、営業者自  

身の高齢化による後継者問題に加え、増加す  

る高齢者層の顧客への対応も求められてい  

また、社会全体の高齢化の中で、営業者自  

身の高齢化による後継者問題がみられると  

ともに、高齢者層の顧客の増加への対応も求  
る⊥一方、すしは、健康的な食品として世界  

各地で関心が高まり、国内でも健康に関心の  

高い層から歓迎されている状況にあり、国民  

里人気は依然根強いも町がある。  

められている。一方、すしは、  欧米では健康  

的な食品として関心が寄せられ、国内でも健  

康に関心の高い層から歓迎されている状況  

にある。  

二 今後五年間（平成二十年度末まで）にお  

ける営業の振興の目標   

第一」こ、すし店営業は、食品を調理し、客  

に飲食させる営業であって、その取り扱う食  

品が主として生鮮魚介類であり、その調理方  

法が直接人の手指によるものであることか  

ら、食中毒等食品衛生上の問題が起こりやす  

い環境にある。したがって、これらの衛生上  

の危険を防止し、消責者に対して安全で良質  

な商品を提供することは営業者の責務であ  

る。  

二 今後五年間（平成二十五年度未まで）に  

おける営業の振興の目標   

すし店営業は、食品を調理し、客に飲食さ  

せる営業であって、その取り扱う食品が主と  

して生鮮魚介類であり、その調理方法が直接  

人の手指によるものであることから、食中毒  

等食品衛生上の問題が起こりやすい環境に  

ある。したがって、これらの衛生上の危険を  

防止し、消費者に対して安全で良質な商品を  

提供することは営業者の責務である。  
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簑三仁、すし店営業の営業者には、消費者  

から安全で信頼され得る商品を提供するこ  

とも求められている。このため、産地等消費  

者が求める情報の提供に努め、消費者に納得  

呈た、すし店営業の営業者には、消費者か  

ら安全で信捜され得る商品を提供すること  

を求められている。このため、産地等消責者  

が求める情報の提供に努め、消費者に納得と  

安心感を提供することが重要である。   

二左、すし店営業といえば、高級で、単価  

が高いといった印象があり、また、初めての  

客が店に入りにくく、単価の表示も明確でな  

いという店が多かったため、消費者の需要が  

回転すし等のチェーン店や他の外食産業に  

向かう状況にあり、従来型の専門店の業績悪  

化につながっているこ高級店、地域に密着し  

た店等の目指すべき経営戦略にもよるが、こ  

のような専門店離れの傾向に対処するため  

には、会計の明朗化、店の雰囲気、経営者及  

びすし職人等従事者の接客態度の車善を図  

ることにより、店に入り易くする工夫に努め  

るものとする。   

と安心感を提供することが重要である。   

簑三⊆、すし店営業といえば、高級で、単  

価が高いといった印象があり、また、初めて  

の客が店に入りにくく、単価の表示も明確で  

ないという店が多かったため、消費者の需要  

が回転すし等のチェーン店や他の外食産業  

に向かう状況にあり、従来型の専門店の業績  

悪化につながっている。高級店、地域に密着  

した店等の目指すべき経営戦略にもよるが、  

このような専門店離れの傾向に対処するた  

めには、会計の明朗化、店の雰囲気、経営者  

及びすし職人等従業者の接客態度の重量董  

を図ることが必要である。   

簑嬰⊆、多様化する消費者の要望を的確に  

とらえ、新たな顧客を確保するためには、宣  

伝活動や新メニューの開発が必要である。す  

なわち、食を通じた健康作りに関心が高まっ  

ていることを踏まえ、新鮮で栄養素に富んだ  

すしの良さを情報提供するとともに、「量を  

たくさん食べたい」、「美味しいものを少し  

ずつ食べたい」等の若者から高齢者までの  

様々な要望に合うメニューを開発すること  

により、消費者のすしに対する様々な要望に  

対して積極的に応えていくことが必要であ  

る。   

各営業者は、これらを十分に認識し、衛生  

水準の向上、新メニューの開発、顧客に対す  

る情報提供等に積極的に取り組むことによ  

り、専門店としての独自性を発揮し、消費者  

の理解と信頼の向上を図ることを目標とす  

呈蛙、多様化する消費者の要望を的確に  

とらえ、新たな顧客を確保するためには、宣  

伝活動や新メニューの開発が必要である。す  

なわち、食を通じた健康作りに関心が高まっ  

ていることを踏まえ、新鮮で栄養素に富んだ  

すしの良さを情報提供するとともに、「量を  

たくさん食べたい」、「美味し●いものを少しず  

つ食べたい」等の若者から高齢者までの様々  

な要望に合うメニューを開発することによ  

り、消費者のすしに対する様々な要望に対し  

て積極的に応えていくことが必要である。   

各営業者は，これらを十分に認識し、衛生  

水準の向上、新メニューの開発、消費量に対  

する情報提供等に積極的に取り組むことに  

より、専門店としての独自性を発揮し、消費  

者の理解と信頼の向上を図ることを目標と  

すべきである。  
皇且＿  

第二 すし店営業の振興の目標を達成する  
第二 すし店営業の振興の目標を達成する  
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ために必要な事項  

一 宮業者が取り組むべき事項  

1 衛生水準の向上に関する事項  

（－）日常の衛生管理に関する事項   

営業者は、食品衛生法等の関係法令を遵守  

することは当然のこL衛生水準の一層の向  

上を図るため、食品衛生に関する専門的な知  

識を深めるとともに、食品衛生責任者の活用  

や調理器具、容器、食器等の衛生管理の改善  

に取り組むことが必要である。   

さらに、営業者は、消費者が納得し、安心  

できるメニューを提供するために、店舗や従  

ために必要寧事項  

一 宮業者が取り組むべき事項  

1 衛生水準の向上に関する事項  

（－）日常の衛生管理に関する事項   

営業者は、食品衛生法等の関係法令を遵守  

することは当然であり、加えて衛生水準の一  

層の向上を図るため、食品衛生に関する専門  

的な知識を深めるとともに、食品衛生責任者  

の活用や調理器具、容器、食器等の衛生管理  

の改善に取り組むことが必要である。   

さらに、営業者は、消費者が信頼し、安心  

できる重量を提供するために、店舗の衛生管  

堕及び従業者の健康管理を行うとともに、商  

品の衛生的取扱に留意し、食中毒等食品衛生  

土の問題の発生の防止に努めることが重要  

王ある。特に、生鮮魚介類を保管する冷蔵設  

備の温度管理については、毎日定期的に実施  

生ることが必要である。   

また、営業者は、衛生管理上の自主点検を  

重い、て叩溜漂盾店鳳こ表示するなど、衛生  

萱理のために自店が講じている措置につい  

三、消費者に対し積極的に周知することが必  

要である。特に、従業者の清潔な着衣の使用、  

圭洗いの励行、㈱青掃等により、消費者  

に不快感を与えない配慮が必要である。  

業者の清潔を保ち、従業者の健康管理を行う  

とともに、食材の産地、天然物と養殖物の区  

別、御高い情報の提供lこ  

努めることも必要である。  

（二）衛生面における施設二設備の改善に関  

する事項   

営業者は、日常の衛生的管理の取組に加え  

て、定期的かつ適切に自店の施設二設備の衛  

生面の改善に取り組むことが必要である。特  

に、生鮮魚介類の保管管理を徹底することが  

重要であるため、その管理に必要な冷蔵設  

備、ショーケース、容器等の改善に取り組む  

ことが必要である。  

2 経営課題への対処に関する事項   

経営課題への対処については、営業者の自  

（二）衛生面における施設盈逆設備の改善に  

関する事項   

営業者は、日常の衛生的管理の取組に加え  

て、定期的かつ適切に自店の施設盈逆設備の  

衛生面の改善に取り組むことが必要である。  

特に、生鮮魚介類の保管管理を徹底すること  

が重要であるため、その管理に必要な冷蔵設  

備、ショーケース、容器等の改善に取り組む  

ことが必要である。  

2 経営課題への対処に関する事項   

経営課題への対処については、営業者の自  
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立的な取組が前提であるが、多様な消費者の  

要望に対応する良質なすしを提供し、もって  

国民生活の向上に貢献する観点から、営業者  

においては、以王に掲げる事項を念頭に置  

き、経営の改善に積極的に取り組むことが期  

待される。  

（－）経営方針の明確化二独自性の発揮   

立的な取組が前提であるが、多様な消責者の  

要望に対応する良質なすしを提供し、もって  

国民生活の向上に貢献する観点から、営業者  

においては、次に掲げる事項を念頭に置き、  

経営の改善に積極的に取り組むことが期待  

される。  

（－）経営方針の明確化盈逆独自性の発揮に  

関する事項   

営業者は、自店の経営能力や市場の状況を  

適切に把握し、それlこ適合した経営を実現壬  

るとともに、経営管理の合理化及び効率化を  

図ることが必要である。   

また、営業者は、自店の立地条件、塵客層、  

経営規模、メニュー等を考慮し、例えば、食  

材や技術にこだわりを持った高級店、地域に  

根ざし、若者、女性客、家族客等を対象とす  

る店、多様なメニューを提供する店等経営方  

針を嬰直也することが重要である。   

その際、顧客層の変化、消費者の要望の変  

化、新しい顧客に対する店の印象等顧客に関  

する情報やすし以外の外食店も含めた周囲  

の競合店の状況に関する情報等を収集し、他  

店のサービスと比較して、食材の品質に比し  

て割安感のある価格設定、技術力、接客態度  

等について、自らの店が消費者に提供すべき  

付加価値を見直すなど、経営意識の改革に努  

めるとともに、経営方針について将来まで見  

据えた上で改めて検討することが必要であ  

営業者は、自店の立地条件、客層、経営規  

模、メニュー等を考慮し、例えば、食材や技  

術にこだわりを持った高級店、地域に根ざ  

し、若者、女性客、家族客等を対象とする店、  

多様なメニューを提供する店等経営方針を  

嬰塵l呈する必要がある。   

その際、室屠の変化、消費者の要望の変化、  

新しい顧客に対する店の印象等顧客に関す  

る情報やすし以外の外食店も含めた周囲の  

競合店の状況に関する情報等を収集し、他店  

のサービスと比較して、食材の品質に比して  

割安感のある価格設定、技術力、接客態度等  

について、自らの店が利用者に提供すべき付  

加価値を見直すなど、経営意識の改革に努め  

るとともに、経営方針について将来まで見据  

えた上で改めて検討する必要がある。  る。   

特に、家郷L営業者や  

従業員が変わることはほとんどないため、経  

営手法が固定的になりやすく、新たな経営課  

題が発生した場合に、経営の改善に取り組む  

ことが難しい面がある。このため、営業者は、  

都道府県指導センター等の経営指導機関に  

ネる経営診断を積極的に活用することが望  

量れる。  

（二）サービスの見直し及び向上に関する事  （二）サービスの見直し及びメニューの開  
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登   

自店の立地条件二経営方針に照らし、家族  

客を目当てとした休日営業や昼食時の営業  

に配慮した営業時間の設定等の検討を行う  

とともに、清潔で入りやすい店内の雰囲気作  

り、接客態度、消費者の関心の高い情報の提  

供等顧客の立場に立ったサービスの克直し  

に努める必要がある。   

堕   

営業者は、自店の立地条件盈＿堕経営方針に  

照らし、家族客を目当てとした休日営業や昼  

食時の営業に配慮した営業時間の設定等の  

検討を行うとともに、清潔で入りやすい店内  

の雰囲気作り、接客態度、消費者の関心の高  

い情報の提供等顧客の立場に立ったサービ  

スの見直しに努めるとともに、食材を盛りつ  

吐る器についても、店の特色を表す工夫が必  

星である。   

メニューの開発に当たっては、産地、調理  

方法等の特色により、店として中核的な商品  

となるものを開発するとともに、消費者の健  

康に関する意識に留意し、栄養素、総カロリ  

ー量、塩分量等に配慮した商品を供給するこ  

とが重要である。さらに、このような中核的  

な商品の情報を消費者に積極的に提供する  

ことが望ましい。   

また、昼食時のメニューの開発やすし種へ  

の生鮮魚介類以外の食材の追加、若者、女性、  

子供、高齢者等各々の要望に対応した健康的  

なメニューなど、自店の経営方針と消費者の  

要望に的確に対応したメニューの開発に望  

めるとともに、四季折々の季節の行事に合わ  

せたすしの開発やPRが望まれる。  

メニューの開発に当たっては、産地、調理  

方法等の特色により、店として中核的な商品  

となるものを開発するとともに、消費者の健  

康に関する意識に留意し、栄養素、総カロリ  

ー量、塩分量等に配慮した商品を供給するこ  

とが重要である。さらに、このような中核的  

な商品の情報を消費者に積極的に提供する  

ことが望ましい。   

また、昼食時のメニューの開発やすし種へ  

の生鮮魚介類以外の食材の追加、若者、女性、  

王ど 

的なメニューなど、自店の経営方針と消費者  

の要望に的確に対応したメニューの開発に  

努める。  

（三）経営方針に沿った店作りのための施  

設・設備の改善   

清潔で好ましい店となるよう定期的な内  

外装の改装に努めるとともに、宣星、経営方  

針、店の従業員規模等に応じ、伝統を重んじ  

た雰囲気の醸成、店内の様子が外から見やす  

くかつ入りやすい店作り、高齢者等に配慮し  

（三）施設及び設備の改善に関する事項   

営業者は、自店が飲食物を提供する営業施  

設であることを十分に認識し、安全で衛生的  

を施設となるよう、定期的な内外装の改装に  

努めるとともに、垂客層、経営方針、店旦過  

堕等に応じ、各店舗の特性を踏まえて伝統を  

重んじた逼塞を雰囲気の醸成、高齢者等に配  

慮したバリアフリー対策の実施や省エネル  

ぎ「対応の冷凍■冷房設備等の導入など、合  

理的で効率的な経営のために必要な施設及  

ぜ設備の改善に努める必要がある。   

また、㈱引こ当たっては、顧客  

層、経営方針、店の規模等に配慮した上で、  

たバリアフリー対策の実施等、施設・設備の  

改善に努める。   

また、経営方針、客層、店の構造や規模に  

もよるが、店内の分煙や禁煙時間の設定を含  
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店内の∠ゝ煙や喫煙時間の設定を含む禁煙等  む禁煙等最近増加している顧客からの受動   刀   ロ  

受動喫煙を防止するために必要な措置を講  喫煙の防止の要望への対応についても検討   

ずるように努めなければならない。   することが望ましい。  

（四）情報通信技術等を活用した新規顧客  （四）情報通信技術等を利用した新規顧客の   

獲得や顧客の確保に関する事項  
の獲得や顧客の確保  

営業者は、顧客との信頬関係に基づき顧客  
パーソナルコンピュータを使った顧客の  

情報を適正に管理し、その情報を基に誕生日  
情報管理により、季節メニュー、誕生日・記   

又は記念日に合わせて季節のメニューやサ  
－ビス等について顧客へのダイレクトメー  

ルの発送や、すし券事業の活用等により、顧  
のダイレクトメールを発送し、また、ホーム  

客への積極的な働き掛けをするとともに、パ  ページを使った店の広告に割引サービスを  

付けて新たな顧客を獲得するなど、情報通信  

理化及び効率化を図ることが重要である。  技術を活用するとともに、すし券事業の活用  

また、インターネット等の情報通信技術を  

効果的に活用し、ホームページの開設、割引  

サービスの実施、インターネット注文の活  

用、異業種との提携等を行うなど、新たな顧  

客の確保に努めることが必要である。  

さらに、消責者の利便を考慮して、クレジ  

ットカード、電子決済等の普及に努めること  

も必要である。  

営業者は、必ずしも個人情報の保護に関す  

る法律（平成十五年法律第五十七号）に規定   

される個人情報取扱事業者に該当するとは   

限らないが、同法の趣旨を踏まえ、顧客デー   

タ等の管理に当たっては、適正に対応するこ   

とが必要である。  

（五）表示の適正化及び積極的な情報提供  

する事項   営業者は、消費者に納得と安心感を与える  

営業者は、消費者に納得と安心感を与える  ため、自店の特質に応じ、価格の適正化を図   

ため、自店の特質に応じ、分かりやすいメニ   

ユー等の表示に努めることが必要である。特  日の仕入れ価格は営業を開始する時点です   

に消費者の食の安全への関心の高まりに対   

応するため、食材の産地表示、天然と養殖の   

別表示、食物アレルギー患者を中心として消   られる。また、「立ち」（カウンター等にお  

けるお好み販売）において、すしの提供個数  費者の健康被害防止を目的とした表示に心   
がけることが必要である。消責者の健康指向   
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と単価表示の内容が相違するかのごとき印  

象を与えないよう分かりやすい単価表示に  

努める。なお、メニューに品質区分を用いて  

いる場合は、品質の内容に沿った商品名にエ  

抑舌習慣病予防を中心とした健  

康ブくりという観点から、厚生労働省及び農  

林水産省が平成十七年六月に作成した食事  

バランスガイドの活用、総カロリー表示塩分  

量表示等様々な情報の提供にも努めるとと  
夫を凝らし、その違いを消費者が容易に理解  

も1こ、料金についても総額表示にすることが  

必要である。特に、「立ち」（カウンター等に  
できるよう配慮するなど、消費者の選択の利  

便を図るよう努めるものとする。   
獅＝こおいて、■すしの提供個  

数と単価表示の内容が相違するかのごとき  

印象を与えないよう分かりやすい単価表示  

巨努めることが望まれる。   

消費者からの苦情には、誠実に対応し、問  

題の早急かつ円満な解決に努めることが重  

量である。あら力、じめ、問題発生時の対応マ  

去声アル雇傭偏し、従業員の危機管理教育を  

徹底するなど、日頃から様々な事故が生じた  

場合に備えて、消費者の安全の確保を図ると  

ともに、万が一、食中毒事故が生じた場合に  

消費者からの苦情には、誠実に対応し、問  

題の早急かつ円満な解決に努めるとともに、  

サービスの改善lこ反映させる。また、食中毒  

事故等が生じた場合には、賠償責任保険等の  

活用により、重量との信頼回復に努める。  

最近の消費者の食品の安全への関心の高ま  

り、脚こ対応するため、産地、栄養素、  

総カロリー量、塩分量等の食材の品質や、栄  は、賠償責任保険等の活用により、遭畳董と  

の信頼回復に努めるものとする。  毒素に富んだ食品であるすしの良さを積極  

的に情報提供することが望ましい。さらに、  

地域によっては当該情報の外国語表示も望  

ましい。  

（六）人材育成・自己啓発の推準   

すし専門店は、職人の資質がサービスの質  

を左右することから、優秀な人材の獲得及び  
吉成を図ることが極めて重要な課題である。  

しかし、高い調理技術を持った職人の高齢化  

が進む一方、高い調理技術を持った若者の採  

用も難しいため、営業者は、職人の育成に努  

める必要がある。したがって、職人の技術を  

向上させるとともに、接客態度、顧客への知  

識提供等の面での技能向上にも努めるとと  

もに、適正な労働条件の確保に努める。   

また、営業者は、後継者及び独立を希望す  

る従業者が、経営、顧客管理、従業者管理等  

の技能を取得できるよう、自己啓発を促すと  

（六）人材育成及び自己啓発の推進に関する  

婁堕   

すし専門店は、職人の資質がサービスの質  

を左右することから、優秀な人材の獲得及び  

育成を図ることが極めて重要な課題である。  

しかし、高い調理技術を持った職人の高齢化  

が進む一方、高い調理技術を持った若者の採  

用も難しいため、営業者は、職人の育成に努  

める必要がある。したがって、職人の技術を  

向上させるとともに、接客態度、顧客への知  

識提供等の面での技能向上にも努めるとと  

もに、適正な労働条件の確保に努めるものと  

する。   

また、営業者は、後継者及び独立を希望す  

る従業者が、経営、顧客管理、従業者管理等  

の技能を取得できるよう、自己啓発を促すと  
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ともに、後継者及び従業者の人材育成に窒坐  

る必要があるL  

上±瀾看取   
特に、小規模経営の店では、営業者や従業  

者が変わることがほとんどないため、経営手  

法が固定的になりやすく、新たな経営課題が  

発生した場合に、経営の改善に取り組む畏  

が難しい面がある。このため、営業者lこおい  

ては、都道府県指導センター等の経営指導機  

盟嚇舌用することが望  

まれるL  

ニ 営業者に対する支援に関する事項  

1組合及び連合会による営業者の支援   

組合及び連合会においては、営業者におけ  

る自立的な経営改善の取組を支援するため、  

都道府県指導センター等の関係機関との連  

携を密にし、以王に掲げるような事項につい  

ての取組を行うよう努めるものとする。  

（－）衛生に関する知識及び意識の向上に関  

する事項   

衛生管理を徹底するための研修会及び講  

習会の開催、衛生管埋に関するパンフレット  

の作成等による営業者に対する普及啓発、ポ  

ネタ一等lこよる消費者に対する広報の推進  

ともに、後継者及び従業者の人材育成に窒遡  

るものとする。  

二 宮業者に対する支援に関する事項  

1組合及び連合会による営業者の支援   

組合及び連合会においては、営業者におけ  

る自立的な経営改善の取組を支援するため、  

都道府県指導センター等の関係機関との連  

携を密にし、次に掲げるような事項について  

の取組を行うよう努めるものとする。  

（一）衛生に関する知識及び意識の向上に関  

する事項   

皇業者に対して衛生管理を徹底するため  

の研修会及び講習会の開催、衛生管理に関す  

るパンフレットの作成等による普及啓発、重  

昂の衛生的取扱い、施設及び設備、食材の調  

理及びすし店営業の衛生基準の設定など、食  

昂衛生上の安全を確保し、かつ良質な食材の  

調理及び調製を行うために必要な支援に努  

めるものとする。  

（二）施設・設備の改善に関する事項   

衛生水準の向上、経営管理の近堕但、消費  

者の利益の増進等に対応するための施設・設  

備の改善の推進  

（二）施設及び設備の改善に関する事項   

衛生水準の向上、経営管理の合理化及び効  

室但、消費者の利益の増進等に対応するため  

の捷設及び設備の改善に関する指導助言並  

びに情報提供に努めるものとする。   

また、高齢者等の利便性を考慮した店舗の  

設計やサービスの提併割こついて研究を行  

うことにより、営業者の取組を支援する畏  

が重要である。  
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（三）消費者の利益の増進に関する事項   （三）消費者の利益の増進盈び商品の提供  

左迭に関する事項   

営業者が自店の特質に応じ作成する接客  

手引の基本となるマニュアルの作成、消費者  

を対象としたすしに関する啓発講座の実施  

や啓発パンフレットの作成、苦情相談窓口の  

開設  

営業者が自店の特質に応じ作成する接客  

手引の基本となるマニュアルの作成、消費者  

を対象としたすしに関する啓発講座の実施  

や啓発パンフレットの作成、苦情相談窓口の  

開設や苦情処理の対応に関するマニュアル  

墾作成、危機管理lこ関するマニュアルの作成  

及び賠償責任保険への加入促進が図られる  

よう努めるものとする。  

（四）経営管理の合理化及び効率化に関する  

事項   

先駆的な経営事例等経営管理の合理化及  

び効率化に必要な情報、地域的な経営環境条  

件に関する情報並びにすし店営業の将来の  

展望に関する情報の収集及び整理並びに営  

業者に対するこれらの情報提供に努めるも  

墾 

（五）営業者及び従業員の技術の改善向上に  

盟する事項   

基礎的な調理技術や接遇に関する研修会  

及び講習会、新しいメニュー開発やすし職人  

を対象とした技術講習会、技能コンテスト、  

経営近代化展の開催等による技能水準の向  

上並びに消費者の要望に対応したメニュー  

やサービスの情報提供に努めるものとする。  

（四）経営管理の近代化及び合哩但に関す  

る事項   

先駆的な経営事例等経営管理の近壁匙に  

必要な情報、地域的な経営環境条件に関する  

情報盈堕すし店営業の将来の展望に関する  

データの収集及び整理並びに  営業者に対す  

るこれらの情報の提供   

（五）営業者及び従業者の技能及び接遇の  

改善向上に関する事項   

基礎的な調理技術や接遇に関する研修会  

及び講習会、新しいメニュー開発やすし職人  

を対象とした技術講習会、技能コンテスト、  

経営近代化展の開催等による技能水準の向  

上や艶址消費者の要望に対応したメニュ  

ーやサービスの普及啓発  

（六）事業の共同化及び協業化に関する事項   

すし券事業など事業の共同化及び協業化  

の企画立案及び実施に係る指導  

（六）事業の共同化及び協業化に関する事項   

すし券事業など事業の共同化及び協業化  

の企画立案塵址実施に係る指導に里堕皇  

ものとする。  

（七）取引関係の改善に関する事項   

共同購入等取引面の共同化の推進、食品等  

盟連業界の協力を得ながら、取引条件の合理  

的改善及び組合員等の経済的地位の向上に  

（七）取引関係の改善に関する事項   

新鮮で信頼されるすしを消費者に提供す  

るために必要な関係業界との連携の強化及  

び共伺購入等取引面の共同化の推進  
望めるものとする。   

また、関連業界との連携を深め、情報の収  

集及び交換会の機会の確保に努めるものと  
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（八）従業者の福祉の充実に関する事項   

従業者の労働条件整備や健康管理充実の  

ための支援、組合員の大多数の利用に資する  

福利厚生の充実及び共済制度（生命保険等）  

の整備・強化  

（八）従業者の福祉の充実に関する事項   

従業者の労働条件の整備、作業環境の改善  

盈廷健康管理の充実のための支援、医療保険  

（国民健康保険又は健康保倹）、年金保険（国  

民年金又は厚生年金保険）及び労働保険（雇  

用保険及び労働者災害補償保険）の加入等に  

係る啓発、組合員等の大多数の利用に資する  

福利厚生の充実及び共済制度（退職金、生命  

保険等）の整備・強化卿  
（九）事業の承継及び後継者支援に関する事  

項   

事業の円滑な承継に関するケーススタデ  

ィ、成功事雌後  

継者支援事業の促進に努めるものとする。  

（九）事業の承継及び後継者支援に関する  

事項   

事業の円滑な承継に関するケーススタデ  

ィ等経営知識の情報提供の促進、経嘗者及び  

後進者の意識改革並びに経営知識の向上を  

図るための講習会の開催  

（十）食品関連情報の提供や行政施策の推進  

に関する事項   

国内外における食に関する最新の情報や  

行政施策の動向の把握、行政機関との連携等  

を通じた組合員等への適切な低額提供及び  

行政施策に基づく指導㈱土  

する。  

2 行政施策及び政策金融による営業者の  

支援」消費者の信根性の向上  

（－）都道府県指導センターにおいては、組  

合との連携を密にし、営業者に対する経営改  

善のための具体的指導・助言等の支援を行う  

とともに、消費者からの苦情里要望を組合を  

通じて個々の営業者に伝え、その営業に反映  

させるなど、消費者の信頼性の向上に積極的  

に取り組むものとする。また、保健所をはじ  

めとする都道府県生活衛生営業関係部局と  

連携を図り、新規開業者等に対する組合加入  

促進策を講じるものとする。  

2 行政施策及び政策金融による営業者の  

支援韮堕⊆消費者の信頼の向上  

（－）都道府県指導センターにおいては、組  

合との連携を密にし、営業者に対する経営改  

善のため経営指導員、経営特別相談員等によ  

亙具体的指導・助言等の支援を行うととも  

に、消責者からの苦情盈堕要望を組合を通じ  

て個々の営業者に伝え、その営業に反映させ  

るなど、消費者の信頼の向上に積極的に取り  

組むものとする。また、保健所をはじめとす  

る都道府県生活衛生営業関係部局と連携を  

図り、新規開業者及び未加入事業者に対する  

組合加入促進策を講じるものとする。  

（二）全国生活衛生営業指導セン旦二にお  

いては、これらの都道府県指導センターの取  
（二）財団法人全国生活衛生営業指導センタ  

ー（昭和五十五年三月二十四日に財団法人全  
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塁卿いう名称で  

設立された法人をいう」においては、」二⊥  

の都道府県指導センターの取組を推進する  

ため、消費者の意見も反映した営業者の経営  

改善の取組に役立つ情報の収集盈＿堕整理堂  

虹営業者に対するこれらの情報提供、危壁  

萱埋に関するマニュアルの作成、苦情処理マ  

ニュアルの作成等に積極的に取り組むもの  

とする。  

（三）国、都道府県等においては、すし店営  

業に対する消費者の信頼性の向上及び営業  

の健全な振興を図る観点から、食品衛生法等  

関係法令の施行業務を通じ、営業者に対し、  

食品衛生に関する指導監督、安全衛生に関す  

劇毒報提供その他必要な支援に努めるもの  

とする。   

また、災害、事故等lこl賢し、営業者が風評  

被害を受けることのないよう、適時、適切な  

組を推進するため、消費者の意見も反映した  

営業者の経営改善の取組に役立つ王二旦の  

収集二整備些営業者への当該情報の提供、苦  

情マニュアルの作成等に積極的に取り組む  

ものとする。  

（三）国、都道府県等においては、すし店営  

業に対する消費者の信桓性の向上及び営業  

の健全な振興を図る観点から、食品衛生法等  

関係法令の施行業務等を通じ、営業者に対  

し、食品衛生に関する監督指導、情報の提供  

その他支援措置に努めるものとする。  

対策を講じるものとする。  

（四）日本政策金融公庫においては、施設盈  

逆設備の改善等について、営業者が利用しや  

すい生活衛生豊金貨付による融資の実施、災  

宣時における相談窓口の設置等必要な支援  

を行うとともに、生活衛生関係営業に係る経  

（四）国民生活金融公庫においては、施設二  

設備の改善等について、営業者葦が利用しや  

すい生活衛生貸付による融資の実施等必要  

な支援に努めるものとする。  

済金融事情等の把握、分析及び関係団体への  

情報提供に努めるものとする。  

第三 営業の振興に際し配慮すべき事項  

一 環境の保全、リサイクル対策の推進  

すし店営業は、仕入れた生鮮魚介類を店内で  

解体した上で調理するため、食品廃棄物が発  

生しやすいが、家族経営等の店が大部分であ  

り、営業者が取り組む環境の保全やリサイク  

ル対策が必ずしも十分ではないため、組合等  

が積極的に支援する必要がある。また、これ  

らの対策は、住民の生活環境に身近な問題で  

あり、個々の営業者や組合だけではなく、地  

域の自治体や自治会が関与しながら、消費者  

第三 営業の振興に際し配慮すバき事項  

一 環境の保全及び食品循環資源の再生利  

用の推進   

すし店営業は、仕入れた生鮮魚介類を店内  

で解体した上で調理するため、食品廃棄物が  

発生しやすいが、家族経営等の店が大部分で  

あり、営業者が取り組む環境の保全やリサイ  

クル対策が必ずしも十分ではなく、組合等が  

積極的に支援する必要がある。また、これら  

の対策は、住民の生活環境に身近な問題であ  

り、個々の営業者や組合だけではなく、地域  

の自治体や自治会が関与しながら、消費者も  
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含めて地域全体で取り組むことにより、効果  も含めて地域全体で取り組むことにより、効   

的で効率的な取組が可能となる。   果的で効率的な取組が可能となる。   

このため、組合及び連合会においては、地  このため、組合及び連合会においては、地   

域の自治休等と連携しながら、すし店営業に  域の自治体等と連携しながら、すし店営業に   

おける食品循環資源を再生利用するための  おける食品資源等を再生利用するための堕   

仕組みを構築するとともに、業種を超えた組  

合間で相互に協力し、組合員以外の営業者に  
で相互に協力したり、組合員以外の営業者に  

も参加を促す等の普及促進を行い、すし店営  
も参加を促す等の普及啓発を行い、すし店営  

業における環境の保全や食品循環資源の再  

生利用に関する取組を推進するよう努める 
業における環境の保全やリサイクル対策に  

ものとする。  
関する取組を推進する。  

これらの取組を通じて、すし店営業の営業  
これらの取組を通じて、すし店営業の営業  

者においては、食品循環資源の再生利用等の  

実施率を平成二十四年度までに四十パーセ   

ントに向上させるよう窒担、食品循環資源の  上に向上させるよう、食品循環資源の再生利   

再生利用並びに食品残さの発生の抑制及び  用並びに食品廃棄物の発生の抑制及び減量   

減量を推進するものとする。  に努めるものとする。また、国民生活金融公  

庫においては、これらの営業者の取組に対し  

て、生活衛生貸付による融資の実施等必要な  

支援に努めるものとする。  
二省エネルギーの強化  

営業者は、地球温暖化防止に資するため、  

エネルギー（電気、ガス等）の使用に際して  

は、温室効果ガス排出抑制に努めるものとす  

る。また、店舗の改修、機器の購入及び更新  

に際しても、省エネルギー性能の高い機器の  

導入について配慮しなければならない。  

三少子・高齢化社会量への対応  三高齢社会への対応   

すし店営業は、商店街にある店舗が大部分  すし店営業は、商店街にある店舗が大部分   

であり、地域に密着した業態であるといえ  であり、地域に密着した業態であるといえ   

る。営業者は、高齢者や障害者が住み慣れた  る。営業者においては、長年の顧客を大切に   

地域社会で安心して充実した日常生活を営  し、足腰の弱い高齢者や障害者でも気軽に立   

むことができるよう、バリアフリー対策に積  ち寄れるよう バリアフリー化 出前サービ   

極的に由り組むとともに、出前サービス、高   ス等に積極的に取り組むとともに高齢者が   

齢者や障害者に配慮した食材を使用したメ   

ど、高齢社会における幅広い取組が期待され  
会における幅広い取り組みが期待される。  

る。   
また、営業者は、すし店営業の施設が身体   
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また、組合及び連合会においては、例えば、  

高齢者等の利便性を考慮した店舗の設計や  

サービスの提供等lこついて研究を行うこと  

により、営業者の取組を支援することが重要  

障害者補助犬法（平成十四年法律第四十九  

量目＝おいて身体障害者が同伴する身体障害  

畳き甫助犬の入店を拒否できないことを十分  

⊆羞忍識し、対応することが必要である。  

▲三のほ力、、営業者は、消費者が高齢化する  

三上を考慮した従業員への教育及び研修に  

望めるものとする。また、高齢者、障害者、  

妊産婦等に対して優しい環境の実現、受動喫  

である。国民生活金融公庫においては、これ  

ら営業者の取組に対して、生活衛生貸付によ  

る融資の実施等必要な支援に努めるものと  

する。  
堕の防止、優榊扱り  

組むことが必要である。  

食育への対応   

すし店営業は、国民の生活に大きく関わり  

皇持つことから、健康づくりのための食育を  

積極的に取り組むことが期待される。具体的  

には食文化の継承のための食事マナー、調理  

方法の普及等を通じて、地域における食生活  

の改善、食品の安全性に関する知識の普及等  

の支援に努めるものとする。  

重 

営業者は、顧客層、経営方針、店の規模等  

に配慮した上で、店内の分煙や喫煙時間の設  

星を含む禁煙等、受動喫煙を防止するために  

必要な措置を講ずるよう努めるものとする。  

呈た、酒類を提供する営業者は、飲酒運転の  

防止に貢献するために必要な措置を講ずる  

よ 

墓 地域の共生   

営業者は、地域社会における行事等に積極  

軌対して‾すし店営業の  

店舗の存在、提供する商品やサービスの内容  

圭 地域との共生   

すし店営業は、三日こ地域の商店街lこおい  

て、地域を支える文化生活拠点となってお  

り、地元の一員として、また、地域住民のつ  

ながりの場として期待される役割が大きい。  をアピールする機会を設けるものとする。例  

えば、地域における街づくりへの積極的な参  このため、営業者においては、まちづくりに  

姐や、地域における防犯活動の推進に対する  

協力、地震等の大規模災害が発生した場合の  

積極的に参加し、地域と共生していくことが  

期待される。   

また、組合及び連合会においても、業種を  

越えて相互に協力を推進し、地域における特  

地域住民への支援の展開など、様々な地域社  

会活動の一翼を担い、地域と共生していくこ  

とが期待される。   

このため、組合及び連合会lこおいても、地  

域の自治体等と連携しながら、社会活動を企  

色のある取組を支援することが期待される。  
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画し、指導又は援助を行うことができる指導  

者の育成に積極的に取り組むとともに、草葉  

畳皇支援することが期待される。また、業種  

乞担去三郎互に協力を推進ふ地域におけ 

∃皇卿那寺  

される。  
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19年度生活衛生関係施設数（平成20年3月末）  

施設数   構成割合（％）   

総数   2．533．942   100．0   

興行場   4，981   0．2   

旅館業   85，503   3．4   

公衆浴場   28．754   1．1   

理容所   136，528   5．4   

美容所   219，046   8．6   

クリーニンゲ営業   140，837   5．6   

飲食店営業   1．479，218   58．4   

喫茶店営業   291，587   11．5   

食肉販売業   144，981   5．7   

氷雪販売業   2，507   0．1  

10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度   

生活衛生関係施設数の推移  （単位＝施設）  

10年度  11年度  12年度  13年度  14年度  15年度  16年度  17年度  18年度  19年度   

総数   2，549．560  2，567，847  2，618．565  2．617，007  2．604，773  2．590，794  2，570．853  2，56臥3†0  2，559．260  2．533．94Z   

興行場   5．024  5，092  5，179  5．160  5，113  5．032  5，063  5，034  4．991  4，981   

理容所   142．786  141，321  140，911  140，599  140．374  140．130  139，548  138，855  13了．072  136．528   

美容所   201．379  200，682  202，434  205．204  208，311  210．了95  213，313  215，719  217，247  219．046   

クリーニング営業  163，999  163，027  162，347  159，801  157，112  155．109  150，753  147，395  †43，657  140．837   

その他の施設  2．036，372  2，057，725  2，107，694  2，106．243  2，093．863  2．079．728  2，062，176  2．061，307  2．085．078  2．032，550   

生活衛生関係施設数の構成割合の推移  （単位＝％）  

10年度  11年度  12年度  13年度  14年度  15年度  16年度  17年度  18年度  19年度   

総数   100．0  100．0  100．0  100．0  100．0  100．0  100．0  100．0  100．0  100．0   

興行場   0．2   0．2   0．2   0．2   0．2   0．2   0．2   0．2   0．2   0．2   

理容所   5．6   5＿5   5．4   5．4   5．4   5．4   5．4   5．4   5．3   5．4   

美容所   7．9   7．8   7．7   7．8   8．0   8．1   8．3   8．4   8．4   8．6   

クリーニング営業  6．4   6．3   6．2   6．1   6．0   6．0   5．9   5．7   5．6   5，6   

その他の施設   79．9  80．1  80．5  80．5  80．4  80．3  80．2  80．3  80．6  80．3   

資料：厚生労働省統計情報部「衛生行政報告例」  



都道府県（指定都市、中核市）別生活衛生関係営業施設数  

クリーニング  

19年3月末  20年3月末  対前年比   

札  幌   1，711   1，673   98   

仙   台   1，225   1，163   95   

さいたま   1．780   1，785   100   

干  葉   773   741   96   

横  浜  2．749   2，650   96   

Jtl  崎   1，061   1．056   100   

新  潟   963   944   98   

静  岡   931   806   87   

浜  松   699   690   99   

名 古 屋  2，458   2，367   96   

京  都   1，352   1，289   95   

大  阪  3，074   3，138   102   

堺   787   783   99   

神   戸   1，608   1，570   98   

広   島   1．269   1．282   101   

北 九 州   1，025   984   96   

福   岡   1，772   1，662   94   

旭  川   442   446   101   

函  館   316   311   98   

青  森   359   359   100   

秋   田   340   338   99   

郡   山   467   388   83   

い わ き   289   274   95   

宇都 宮   504   541   107   

川   越   344   341   99   

船  橋   492   477   97   

横 須 賀   369   368   100   

相 模 原   640   629   98   

富   山   850   757   89   

金  沢   585   581   99   

長  野   432   365   84   

岐  阜   713   712   100   

豊  橋   430   401   93   

豊   田   401   341   85   

岡   崎   454   374   82   

高  槻   295   303   103   

東 大 阪   622   614   99   

姫  路   475   461   97   

奈   良   494   491   99   

和 歌 山   454   432   95   

岡   山   974   982   101   

倉  敷   432   432   100   

福   山   459   442   96   

下   関   603   641   106   

高  松   908   907   100   

松   山   452   455   101   

高  知   403   409   101   

長  崎   523   529   101   

熊  本   755   747   99   

大  分   701   600   86   

宮  崎   362   376   104   

鹿 児 島   1，027   1，038   101  

クリーニング  

19年3月末  20年3月末  対前年比  組 合   

全  国  143，657  140．837   98  47   

北海 道  5，392   5，279   98   ●   

青  森   1．422   1．402   99   ●   

岩  手  2，077   2．073   100   ●   

宮  城  乙360   2，267   96   ●   

秋  田   1．180   1，151   98   ●   

山  形   1，735   1，642   95   ○   

福  島  2，137   1．965   92   ○   

茨  城  3，699   3．668   99   ●   

栃  木  2．170   2，072   95   ●   

群  馬   2，900   2．850   98   ●   

埼  玉  9，394   9，401   100   ●   

干  葉  4，862   4，773   98   ●   

東  京  12．268  12，158   99   ○   

神 奈 川   6，71了   6．483   97   ●   

新  潟  2，726   2，699   99   ●   

富   山   2，090   1，977   95   ○   

石  Jtl   1，357   1，354   100   ●   

福  井  1，255   1．262   101   ○   

山  梨   1．046   1．015   97   ○   

長  野  2．081   1．939   93   ●   

岐  阜  3，691   3，703   100   ●   

静  岡   4，890   4，682   96   ●   

愛  知   9，155   8，750   96   ●   

三  重  2，704   2．657   98   ●   

滋  賀   1，382   1，396   101   ○   

京  都  2，614   2，545   97   ●   

大  阪  9．524   9，614   101   ●   

兵  庫  5．028   4．914   98   ●   

奈  良   1，797   1，717   96   ●   

和 歌 山   1，203   1，166   97   ●   

鳥  取   625   622   100   ○   

島  根   782   769   98   ○   

岡   山  2，330   2，331   100   ●   

広  島  3，220   3，114   97   ○   

山   口   2．089   2．122   102   ●   

徳  島   947   894   94   ●   

香 Jt   2，060   2，053   100   ●   

愛  媛  1．643   1，632   99   ●   

高  知   826   819   99   ●   

福  岡   6，406   6，268   98   ●   

佐  賀   910   908   100   ●   

長  崎  1，776   1．735   98   ●   

熊  本  2．356   2．361   100   ●   

大  分   1，822   1，676   92   ●   

宮  崎  1，247   1，249   100   ○   

鹿 児 島  2，352   2，268   96   ●   

沖  縄  1．410   1．442   102   ●   

資料：厚生労働省大臣官房統計情報部「衛生行政報告例」  

組合の●は出資、○は非出資、無印は組合なし（平成19年12月末現在）  
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クリーニング  施設数   対前年 
伸び率   

S60年  139，342  

61   144，779  3．9   

62   150，242  3．8   

63   155，499  3．5   

H元年  155，786  0．2   

2   154，862  －0．6   

154，020  －0．5   

4   153，810  －0．1   

156，068  1．5   

159．816  2．4   

7   161，861  1．3   

8   163，554  1．0   

164，225  0．4   

10   163，999  －0．1   

163，027  －0．6   

12   162，347  －0．4   

159，801  －1．6   

14   157，112  －1．7   

155，109  －1．3   

16   150，753  －2．8   

147，132  －2．4   

18   143，367  －2．6   

140，471  －2．0   

＊H17年からは無店舗取次所を除く  

（注）平成8年までは各年12月末現在、平成9年度以降は翌年3月末現在の数字である。  

資料＝厚生労働省大臣官房統計情報部「衛生行政報告例」   



都道府県別生活衛生関係民営事業所数  

すし  

18年   16年   13年  18対16年比  16対13年比  18対13年比  組 合   

全  国  32，340  34，877  39，539   93   88   82  43   

北 海 道   1．575   1，711   1．958   92   87   80   ●   

青  森   352   390   443   90   88   79   ●   

岩  手   307   323   353   95   92   87   ●   

宮  城   654   663   784   99   85   83   ●   

秋  田   316   347   389   91   89   81   ●   

山  形   307   332   371   92   89   83   ○   

福  島   463   502   572   92   88   81   ●   

茨  城   835   894   1，011   93   88   83   ●   

栃  木   579   623   693   93   90   84   ●   

群  馬   567   600   691   95   87   82   ●   

埼  玉   1．525   1．628   1，908   94   85   80   ●   

千  葉   1，448   1，589   1，819   91   87   80   ○   

東  京   4，978   5，246   5，900   95   89   84   ●   

神 奈 川   1．788   1，978   2．298   90   86   78   ●   

新  潟   684   739   814   93   91   84   ●   

冨   山   303   324   356   94   91   85   ●   

石  川   414   420   451   99   93   92   ●   

福  井   225   235   250   96   94   90   ●   

山  梨   370   410   438   90   94   84   ●   

長  野   511   551   634   93   87   81   ●   

岐  阜   565   623   678   91   92   83   ●   

静  岡   1，123   1，237   1，350   91   92   83   ○   

愛  知   1，897   2，100   2．399   90   88   79   ●   

重   449   478   521   94   92   86   ○   

滋  賀   208   224   248   93   90   84   ●   

京  都   556   611   720   91   85   77   ●   

大  阪   2，556   2，783   3，290   92   85   78   ●   

兵  庫   1，281   1，331   1，523   96   87   84   ●   

奈   良   272   268   320   101   84   85   ＊   

和 歌 山   240   269   307   89   88   78   

鳥  取   96  104   114   92   91   84   ●   

島  根  125  137   150   91   91   83   ●   

岡   山   321   353   419   91   84   77   ●   

広   島   484   526   572   92   92   85   ○   

山   口   229   254   283   90   90   81   ●   

徳  島   168   188   207   89   91   81   ●   

香 Jl   136 . 146   160   93   91   85   ○   

愛  媛   346  381  413   91   92   84   ●  

高  知  89  97  106   92   92   84   

福  岡  1，060  1，163  1．303   91   89   81   ●  

佐  賀   183   201   214   91   94   86   

長  崎   434   471   526   92   90   83   ●  

熊  本   316   340   389   93   87   81   ●   

大  分   215   237   253   91   94   85   ●   

宮  崎   255   275   289   93   95   88   ●   

鹿 児 島   369   406   440   91   92   84   ○   

沖  縄  166  169  212  98  80  78  ●   

資料：総務省「事業所・企業続計」  

組合の●は出資、○は非出資、無印は組合なし（平成19年12月末現在）  

＊奈良は飲食に一括  

－98－   



対前年 
すし  事業所数   

昭和60年  49，826  

48，001  －3．7   

平成3年  45，856  －4，5   

45，105  －1．6   

42．496  －5．8   

39．539  －7．0   

16   34，877  －11．8   

18   32，340  －7．3   

資料：総務省「事業所・企業統計」   




